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Ambiente Causa Direção Motivo da 
afluência e êxodo Exemplo 

Deflação 
do Japão 

Inflação 
do Mundo 

 
Crescimento 
dos países 

emergentes 

Estagnação dos 
países 

desenvolvidos 
 

Flutuação 
da taxa de 

câmbio 

- Forte pressão 
das empresas 
para reduzir o 
custo total com 
os trabalhadores 
- Atraso na 
reforma do 
sistema de 
emprego para 
responder à alta 
rotatividade no 
emprego e o 
desenvolvimento 
de recursos 
humanos 

Afluência 
(do 
exterior) 

Resultado da 
mudança 
(demanda) do 
modelo de 
negócios devido à 
redução e 
envelhecimento da 
população 
(suprimento) e 
globalização, 
incompatibilidade/
com o mercado de 
trabalho local 

Afluência dos 
nipo-asiáticos 
(novos ) 
como 
estagiários e 
contratação de 
estudantes 
estrangeiros 
com ensino 
superior 
completo 

Êxodo 
(para o 
exterior) 

Seleção e avaliação 
gradualmente 
aplicadas aos 
funcionários 
regulares e 
aumento da 
instabilidade no 
emprego 

Êxodo líquido 
dos nipo-
brasileiros e 
outros 
Aposentadoria 
precoce dos 
estudantes 
estrangeiros 
Saída dos 
técnicos 
japoneses 

Fonte: Criado pelo palestrante 
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Proficiência 

na língua 
japonesa do 
entrevistado 

Estrutura familiar por tipo de emprego Total 

Com 
emprego 
regular 

Sem emprego 
regular, mas 

trabalha 
através de 

empreiteiras 

Sem emprego 
regular nem 

trabalham em 
empreiteiras, 

mas com 
emprego 

temporário 

Ninguém 
trabalha 

Fala 42,4% 31,3% 17,6% 8,6% 100,0% 
Fala pouco 
(precisa de 
intérprete) 

26,5% 49,2% 16,1% 8,2% 100,0% 

Não fala 29,8% 22,0% 28,2% 20,0% 100,0% 
Total 35,3% 38,2% 17,5% 9,0% 100,0% 
Fonte: Conselho das cidades que concentram residentes estrangeiros (2012) 
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Proficiência 
na língua 

japonesa do 
entrevistado 

A renda é 
praticamente 

suficiente 
para toda a 

família 

A renda é 
quase 

insuficiente 
para toda a 

família 

A renda é 
totalmente 
insuficiente 

para a 
família 

Vive da 
assistência 

pública 
Outros Total 

Fala 47,2% 28,1% 18,4% 2,2% 4,1% 100,0% 
Fala pouco 
(precisa de 
intérprete) 

40,8% 32,6% 17,2% 3,7% 5,6% 100,0% 

Não fala 35,2% 31,8% 19,3% 10,2% 3,4% 100,0% 
Total 42,5% 31,0% 17,8% 3,8% 4,9% 100,0% 
Fonte: Conselho das cidades que concentram residentes estrangeiros (2012) 
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Fonte:  

mil 
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JAPÃO 
Investimento 
em infraestrutura 

EUROPA 
Investimento em 
infraestrutura

Europa no 1o 
semestre de 1980  
Japão na 1ª metade 
dos anos 2000 

Europa na 1a 

metade 
dos anos 1990  
Japão na 1a metade 

custo social  
 (sem infraestrutura 
institucional) 

custo social  
(infraestrutura 
institucional com atraso) 

custo social  
(infraestrutura de 
investimento precoce)  Medidas destinadas 

a promover o retorno
Otimismo do 
multiculturalismo

benef cio social 

benefício social 
ou custo 

custo social  
(investimento intensivo 
em infraestrutura) 

 Europa na 1a metade 
dos anos 2010 

Estados-membros da UE  
JAPÃO   ( ) 
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Apesar das dificuldades, a situação atual é melhor. 

 

 14 6 8 15
4 21 7  

07/25 índice de aumento de 
candidato 0,94 vezes 

07/2013 Índice de desemprego 3,8  
No desempregado 2.510 mil 

2.550 mil; original  

Índice de aumento de candidatos 
aprovados (escala esquerda) 

Índice de desemprego  
(escala direita) 

No Desempregado 
Máximo 3.680 mil 

08/2002 

Índice de aumento 
candidato – Pico 

07/2006   1,08vezes 

Índice de 
Desemprego 

06, 07/2007 3,6  

Índice de aumento de candidatos 

07,08,09/2009 

Índice de desemprego 

 6 a 8/2002, 4/2003 

Fonte: “Pesquisa sobre Trabalho”, Ministério de Assuntos Gerais; “Estatística sobre serviço estável profissional”, Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar. 
A parte sombreada indica o período pós crise econômica, a última depressão econômica foi instalada provisoriamente. 

Obs. Índice de desemprego de 3 a 8 de 2011; o número de desempregados é estimativa complementar , pela soma do resultado de todo o país, com exceção das 3 Províncias de Iwate, Miyagi e Fukushima. 
Além disso, após setembro, por não ser resultado de pesquisa que abrangeu todo o país , não foi possível fazer a comparação simples. 

1997  1998    1999     2000       2001         2002       2003         2004        2005        2006       2007        2008        2009        2010     2011        2012        2013 
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Nacionalidade 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Prop. 

Composição
 

 
Prop. 

Composição
 

Nº variação 
pessoa   

Prop. 
Composição

 

Nº variação 
pessoa   

Prop. 
Composição

 

Nº variação 
pessoa   

Prop. 
Composição

 

Nº variação 
pessoa   

Prop. 
Composição

 

Nº variação 
pessoa  

Índice 
variação 

 

Nº Total 2152973 100.0% 2217426 100.0% 64453 2186121 100.0%  31305 2134151 100.0%  51970 2078508 100.0%  55643 2033656 100.0%  44852 -2.16%

País Am. Sul 393842 18.3% 389399 17.6%  4443 340857 15.6%  48542 300142 14.1%  40715 277220 13.3% 22922 253199 12.5%  24021 -8.66%

 

Brasil 316976 14.7% 312582 14.1%  4394 267456 12.2%  45126 230552 10.8%  36904 210032 10.1%  20520 190581 9.4%  19451 -9.26%

Peru 59696 2.8% 59723 2.7% 27 57464 2.6%  2259 54636 2.6%  2828 52843 2.5%  1793 49248 2.4%  3595 -6.80%

Bolivia 6505 0.3% 6527 0.3% 22 6094 0.3%  433 5720 0.3%  374 5567 0.3%  153 5283 0.3%  284 -5.10%

Com relação ao Brasil, comparando-se os anos 2009, antes da crise de 
Lehman, e 2012, houve uma redução de cerca de 126 mil pessoas 

Tendência de redução de estrangeiros residentes 
originários de países da América do Sul 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

Fonte: Valor informado pelo Ministério da Justiça do número de estrangeiros registrados em 2012. 

Países 
Am. Sul 

Bolívia Peru No 
Total 

Brasil 
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Fábrica de 
produtos 

alimentícios 
21,8% 

Fábrica de 
equipam. e 
máquinas 

p/transpor-
tes 

20,8% 
Indústria 

têxtil 11,1% 
Fábrica de 

produtos de 
metal, 7,0% 

Fábrica de 
equipam. e 
máquinas 

p/produção 
6,0% 

Fábrica de 
equipam. e 
máquinas 
elétricas 

7,8% 

Outros 
25,4% 

Especificação de manufaturas 

manufatura 
261 mil 

trab.  
38,2% 

Informação/ 
Comunicação 
26 mil trab.  

3,9% 

Atacado/Vare
jista 72 mil 

trab.  10,6% Hotelaria, 
Restaurantes 
75 mil trab. 

11,0% 

Educação/ 
Assistência 
nos estudos 
 48 mil trab. 

7,0  

Prestação de 
Serviços 

Outros) 

85 mil trab. 
12,5  

Outros 
114 mil trab. 

16,8  

Nº trabalhadores estrangeiros 
 por diferentes indústrias 

Classificados por diferentes tipos de indústrias, os trabalhadores da manufatura são cerca de 40 . 
Na manufatura, está aumentando o número de trabalhadores nas fábricas de  produtos alimentícios

21,8 , equipamentos e máquinas p/ transporte 20,8 . 

Fonte: “Apresentação da situação de emprego dos estrangeiros”. Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Fins de 10/2012) 
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Fonte: “Apresentação da situação do emprego de estrangeiros”. Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social (10/2012) 

Menos de  
30 func. 
63.843 
locais 
53,3% 

30 99 
func. 

24.601 
locais 

21,0% 

100 499 
func. 

16.231 locais 
13,6% 

Mais de 500 
func. 

5.274 locais 
4,3% 

Desconhecido 
9.782 locais 

7,8% 

Pequenas e médias empresas com menos de 100 funcionários ocupam  3/4  (74%) 
Empresas com menos 30 funcionários ocupam 50% (53.3%) 
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No de 
trabalhadores 

 

No de trabalhadores  
alocados / 
empreitadas  

Proporção de alocados 
/ empreitadas 

/  

No Total de trabalhadores 
estrangeiros 682.450 169.057 24,87% 
Qualificação de residência 
com base em status 308.689 116.472 37,7% 
Nacionalidade brasileira 

101.891 57.035 56,0% 
Nacionalidade peruana 

23.267 11.163 48,0% 

Sobre trabalhadores com nacionalidade brasileira, cerca de 60% são 
alocados / empreitadas, e a maioria possui emprego instável 

Fonte: “Apresentação da situação do emprego dos estrangeiros”. Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social (10/2012) 
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Mais de 1 mês e 
menos de 3  

11,6% 

Mais de  3 meses e 
menos de 6  

14,0% 

Mais de 6 meses 
menos1 ano 

9,3% 

Mais de 1 ano e 
menos de 2  

4,7% 

Mais  
de 2 
anos 
9,3% 

Outros 
46,5% 

Sem resposta 
4,7% 

Período de Contrato de Trabalho 

Menos de 3 meses 
33,2% 

Mais de 3 meses e 
menos de 6  

17,3% 

Mais de 6 meses e 
menos de 9  

11,4% 

Mais de 9 meses e 
menos de 1 ano 

6,3% 

Mais de 1 ano 
31,8% 

Período de Afastamento do Trabalho 

Os trabalhadores estrangeiros nikkeis que se empregam sob contrato de   
         trabalho com menos de um ano são cerca de 35%. 

Os afastados do trabalho são de cerca de 70%, que assim estão há mais de 3 meses, cuja  
situação é de afastados estagnados. 
(os desempregados há mais de um ano chegam a cerca de 30% entre os afastados) 

Fonte: “ Pesquisa sobre utilização de Recursos Humanos e da Indústria pós-crise simultânea mundial / pesquisa 
sobre o trabalho dos trabalhadores estrangeiros” do Instituto Política Laboral de Administração Independente/ 
Organização Estagiária (3/2011) 

Fonte: “Pesquisa questionário para visitantes estrangeiros”. Divisão de Política 
de Emprego Estrangeiros do Min. Saúde, Trabalho, Bem-Estar (10/2010) 
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A atividade de procura de emprego dos candidatos nikkeis é uma batalha difícil! 

 Esses tipos de trabalhos são mais vulneráveis à influência da situação econômica ou da situação geral dos empregos. Mesmo que consigam vaga, muitos 
trabalhadores acabam perdendo o emprego por conta disso.  
 A porcentagem dos trabalhadores que deixaram ou perderam empregos no período de um ano (quem deixa/perde emprego em relação aos que 
continuam) é de 34,9% (mais de um terço do total)  
 (número total dos trabalhadores estrangeiros que deixaram/perderam emprego entre nov./2011 e out./2012 dividido pelo número total dos trabalhadores 
estrangeiros no fim de out./2011)  
REFERÊNCIA: porcentagem dos trabalhadores estrangeiros da qualificação de permanência “nas áreas técnicas e (qualificação com limitações 
em relação ao tipo de emprego) que deixam/perdem empregos = 16,6% (um em cada seis trabalhadores).   

Em relação aos trabalhos terceirizados ou via empreiteira  

 A situação de emprego (para trabalhadores estrangeiros) continua severa, as empresas tendem a 
exigir um nível cada vez maior de proficiência no idioma japonês. Os trabalhadores estrangeiros 
precisam saber a língua japonesa para conseguir se comunicar no local de trabalho, entender o 
manual/instrução, fazer registros nos diários etc.  

Ao desejar um salário equivalente ao dos japoneses, trabalhadores estrangeiros precisam 
de uma capacidade superior à dos japoneses, tanto no idioma japonês quanto nas 
habilidades profissionais.  

Falta de conhecimento da língua japonesa (especialmente “ler” e “escrever”) 

Concorrência com os candidatos japoneses ao emprego 
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Total Homem Mulher 

¥ 205.392 
R$ 4.668 

¥ 224.965 
R$ 5.113 

¥ 175.119 
R$ 3.980 

(Referência) 
Média salarial almejada pelos candidatos (Pedido de 
candidato recebido em 12/2010) (Total: japonês + 
estrangeiro) 

Pesquisa do Departamento de Estabilidade de Emprego do Min. Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Salário almejado pelos candidatos estrangeiros 
atendidos pelo Hello Work de Toyota/Kariya, região de grande concentração de nikkeis – 12/2010) 

Pessoas que almejam salário acima de ¥ 200 mil(R$ 4.545): homem 89,3%; mulher 16,5%.  
Há homens (12,0%)  que almejam ganhar mais de ¥ 300 mil(R$ 6.818). 
O nível salarial almejado pelo candidato estrangeiro masculino é quase semelhante ao do 
japonês. 

Média dos candidatos estrangeiros: homem ¥227 mil (R$ 5.159) (média geral ¥ 225 mil) 
mulher ¥ 139 mil(R$ 3.386) (média geral ¥ 175 mil)  

4,0% 
6,7% 

44,0% 

33,3% 

10,7% 

1,3% 

37,4% 

46,2% 

15,4% 

1,1% 
0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 

  

  

Pesquisa do Departamento de Estabilidade de Emprego 
do Min. Saúde, Trabalho e Bem-Estar 
R$ 1 = 44 ienes 

Mulher 

Homem 
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Diferença entre o conhecimento da língua japonesa dos trabalhadores nikkeis  
e o exigido pelas empresas 

 32,6  46,7  

Conversação cotidiano 27,9

Sabe falar japonês necessário 
p/trabalho (termos  técnicos) 

Compreende instruções sobre 
trabalho em japonês 

Cumprimentar, consegue 
fazer compras 1,9 

38,1  

28,6  

Sabe ler kanji 
 16,5  

Lê um pouco kanji
Lê hiragana    33,3

Não consegue ler textos em japonês 
sem problemas/não consegue ler   

10,0  
Consegue ler manual sobre 
trabalho em japonês 
(termos técnicos) 

a 

empresas 

trabalhadores 
nikkeis  

Comparação do conhecimento da língua japonesa exigido pela empresa e o conhecimento dos nikkeis (conversação) 

 
Comparativo entre o conhecimento de japonês exigido pela empresa e o conhecimento do nikkei (leitura) 

Não consegue excrever texto em 
japonês sem problemas/não 

escreve      17,6  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Escreve kanji 

Escreve  um pouco 
kanji 

empresas 

trabalhadores 
nikkeis  

Comparativo entre conhecimento de japonês exigido pela empresa e o conhecimento do nikkei (escrita) 

Fonte: “Resultado de Pesquisa sobre Situação Real de  Emprego de Trabalhadores Nikkeis”. Instituto de Política Laboral Administração Independente/Órgão de Estudo 

Escreve relatórios em 
japonês 

Cerca de 80% 

Cerca de 30% 

Cerca de 50% 

empresas 

trabalhadores 
nikkeis  
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Resultado 2011  valor de contrato: 780 milhões de ienes.  
Região  15 Províncias 75 cidades Nº participantes: 4.231 pessoas Nº cursos: 290 cursos 

 Resultado 2012  valor de contrato: 540 milhões de ienes.  
 Região  14 Províncias 72 cidades  Nº participantes: 3.576 pessoas Nº cursos: 227 cursos  

 Plano para 2013  valor de contrato: 520 milhões de ienes.  
 Região  13 Províncias 71 cidades  Nº participantes: 2.800 pessoas Nº cursos: 190 cursos 

 - Carga horária total de cada curso de 120 horas.  
 -  Conforme situação real e necessidade dos participantes, foram criados cursos 

noturnos e nos finais de semana.  

Foram criados  os seguintes cursos conforme a proficiência da língua japonesa dos 
participantes.  
 - Reforço da capacidade de comunicação no trabalho, inclusive de japonês.  
 - Conhecimentos básicos da legislação trabalhista, hábitos praticadas no trabalho etc. 
 - Orientação para elaboração de CV, simulação de entrevista. 
 - Ensino de japonês a ser utilizado na área especializada (de cuidados dos idosos). 

Os cursos visam à aquisição de conhecimentos (língua japonesa, capacidade de 
comunicação, legislação trabalhista, hábitos praticados no trabalho, sistemas de 
trabalho e previdência social etc.) pelos trabalhadores nikkeis que têm interesse, 
precisam de empregos estáveis e residem nas cidades com maior concentração de 
nikkeis. Os cursos são realizados por entidades que possuem conhecimentos e 
capacidades para promover  o ensino que possibilita encontrar trabalho e emprego 
estável (desde setembro de 2009).  

Objetivo 

Conteúdo 

Região 2012 
  14 Províncias 72 cidades 

Visita às Empresas 

Curso Preparatório 

Curso de japonês 

Carga Horária etc. 

Número de Projeto e Resultado do Treinamento 
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Figura 16

Figura 14

Figura 15
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 Figura 17
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REFERÊNCIA N
o
   efetivo de procura nas 9 cidades com maior concentração (agosto/2013) 

 Em geral, o número de procura está excedendo o de oferta, à exceção de alguns locais com oferta de determinados trabalhos em 
fábrica (processo de produção e transporte de carga, limpeza, empacotamento etc.)  

Nas categorias de cuidado dos idosos e construção, a oferta está excedendo a procura.  
Muitos empregadores buscam trabalhadores, mesmo que sejam estrangeiros, com grande conhecimento da língua japonesa.  

agosto, 2013 Administração Técnica / 
Tecnologia Gestão Venda Serviços Segurança 

Agricultura / 
Indústria 
Pesqueira 

Processo de 
Produção 

Transporte / 
Operação de 

Máquinas 

Construção / 
Mineração 

Transporte de 
Carga/Limpeza/E
mpacotamento, 

etc 

(Cuidado dos 
Idosos) 

Nº  de oferta  168 10.097 4.996 8.195 12.579 1.682 387 11.687 3.428 2.311 6.147 4.221 
Nº  de procura 120 6.121 12.824 4.367 5.117 266 365 10.297 2.175 740 9.901 2.156 

Índice de aumento de 
candidatos 1,40 1,65 0,39 1,88 2,46 6,32 1,06 1,13 1,58 3,12 0,62 1.96 

168  
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4.996  

8.195  

12.579  

1.682  
387  
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266  365  

10.297  
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2.000  

4.000  

6.000  

8.000  

10.000  

12.000  

14.000  Nº  de oferta  
Nº  de procura 
Índice de aumento de candidatos 

Agosto  2013 Administração Técnica / 
Tecnologia Gestão Venda Serviços Segurança 

Agricultura / 
Indústria 
Pesqueira 

Processo de 
Produção 

Transporte / 
Operação de 

Máquinas 

Construção / 
Mineração 

Transporte de 
Carga/Limpeza
/Empacotamen

to, etc 

(Cuidado dos 
Idosos) 

Nº de oferta de estrangeiros 1 191 70 38 145 7 5 2,330 113 23 1,114 47 
Nº de procura de 
estrangeiros 0 6 6 0 10 0 2 76 3 3 21 2 
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1. Reforço de colaboração com órgãos/entidades competentes  

 Em 07/09/2012, foi emitido um aviso sobre este assunto pelo Departamento de Estabilização de Emprego (da Diretora da Divisão de 
Política de Emprego dos Estrangeiros, Chefe da Seção de Apoio aos Candidatos a Emprego), pelo chefe da Seção de Desenvolvimento de 
Capacidade da Secretaria de Desenvolvimento e Capacidade às Províncias e Secretarias de Trabalho (das 14 Províncias)  

 1. Entidades Competentes  
 Secretarias de Trabalho (de Província), Hello Work, províncias, municípios, órgãos/entidades encarregadas dos treinamentos preparatórios, entidades 
que apoiam busca de emprego, ONGs locais.  
 2. Promoção de Ocasião de Discussão  
 Secretarias de Trabalho devem tomar iniciativa para promover a discussão entre órgãos/entidades até dezembro de 2012 (Ao invés de novos lugares, 
podem ser feitas nos Conselhos de Treinamento já existentes ou nas Reuniões sobre Serviços de Apoio para Emprego aos Trabalhadores Nikkeis).  
 3. Conteúdo das Discussão  
 - Considerar os cursos profissionais para empregos estáveis, levando-se em conta as exigências dos municípios locais e as situações locais de procura e 
oferta de trabalho (visando à realização dos cursos em 2013).  
 - Ajustar a programação dos Cursos Preparatórios e dos Treinamentos Profissionais para Estrangeiros Residentes por longo período  
 - Considerar maneiras de aproveitar recursos já existentes em cada região, como as ONGs locais  

2. Fornecimento de oportunidades de treinamentos profissionais para estrangeiros residentes no Japão  
 - Baseando-se no resultado da primeira discussão, as Províncias definirão o tipo de apoio aos estrangeiros residentes. As Secretarias de 
Trabalho tomarão iniciativas necessárias para realizar cursos de apoio aos desempregados.  
 - Considerando demandas de cada local, as Províncias considerarão a possibilidade de curso in company.  
 - Nas regiões onde há cursos preparatórios especializados em cuidados de idosos, considerar possibilidade de novos cursos profissionais 
nessa área e ajustar períodos de realização.  

 Para o apoio eficiente e promoção do emprego adequado, com liderança das Secretarias de Trabalho, a colaboração entre entidades/órgãos competentes (prefeituras, 
províncias etc.) das regiões de maior concentração dos nikkeis será reforçada. Eles tentarão abrir caminho pra as áreas de maior crescimento e geração de emprego, como 
de cuidados dos idosos. Em relação ao ensino, é importante que os cursos preparatórios levem à admissão dos trabalhadores. Será necessário um sistema de apoio para 
conseguir o emprego, como dispor dos coordenadores, por meio da colaboração entre Hello Work e órgãos encarregados de treinamento.  
- novos coordenadores de apoio para procura de emprego (demanda para 10 coordenadores) – 38.979.000,00 ienes  
- realização dos cursos preparatórios para melhora da proficiência em japonês (em torno de 3.000 pessoas)  
 Tendo em vista as demandas de cada região e dos demais itens, aumentar cursos especializados nas áreas de maior crescimento e de potencial geração de emprego, como 
a dos cuidados dos idosos, com 598.766.000,00 ienes  

REFERÊNCIA: Cálculo Aproximado dos Orçamentos para Cursos de 2013  
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 - ministração de orientações 
profissionais e consultas 

 
 
 

 - Apoio sistemático e firme aos candidatos 
com forte vontade e dedicação à procura de 
emprego (durante 2 até 3 meses), através de 

um sistema que dispõe de coordenadores 
responsáveis para o atendimento , 

considerando a necessidade de cada um  

Aprovação de inscrição para cursos 
preparatórios de emprego  

 
 
 
 - procurar vagas para participantes dos 
programas  
 - promover serviços de apoio à procura de 
emprego dos estrangeiros; por exemplo, 
realização de seminário etc.  

Incentivar a vontade de 
trabalhar, principalmente 

entre os jovens  
 
 
 

Cursos Preparatórios  
 - melhora na capacidade de comunicação 
em japonês  
 - aquisição de conhecimentos sobre 
legislação trabalhista, hábitos praticados no 
trabalho, sistema de previdência social do 
Japão etc.  
 - aquisição de conhecimento da língua 
japonesa nas áreas especializadas  

entidades que realizam cursos preparatórios  

Aprendizagem de japonês 
para encontrar emprego  

 
 

Treinamento Profissional 
Público  

 
Treinamento de Apoio aos 

Candidatos de Emprego  

Secretaria de Trabalho das Províncias 
Províncias  
Entidades de Apoio à Procura de 
Emprego  

aquisição de conhecimentos 
especializados e técnicos  

Intermediação para treinamentos  

promover  de 
forma planejada e contínua  Apelos aos empregados para 

arrumar/encontrar mais 
vagas  

Emprego 

Hello Work prefeituras (cidades de maior concentração dos nikkeis), one stop, action plan etc.  

coordenação para fornecer local, etc.  

 Realizar reuniões para fortalecer a colaboração entre Hello Work e entidades/órgãos competentes, como prefeituras locais  
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Caso 1  
Kanagawa (2011) 

Caso 2  
Aichi (2012) 

[Curso especializado Helper ] 
O curso visa à compreensão dos 
termos técnicos e à aquisição de 
capacidade de comunicação para 
cuidar dos idosos. Os participantes 
são brasileiros e peruanos 
residentes nesta Província. 

Cursos Preparatórios 
(cerca de 1 mês e meio)  Emprego Treinamento Profissional Público 

da Província (cerca de 3 meses)  

 Realizar step up através de negociação (sobre cursos, as épocas para realizar treinamentos, 
etc.) entre a Província, a Secretaria e as entidades competentes.  

[Curso Especializado de Formação 
para Cuidador do Nível 2]  
O curso visa à obtenção do Certificado 
de Cuidador no Nível 2, através da 
aprendizagem da língua japonesa em 
nível avançado, dos treinamentos 
didáticos para cuidar dos idosos e de 
uso de computador etc.  

Cursos Preparatórios 
(cerca de 1 mês e meio)  

Para encontrar 
emprego 

Treinamento Profissional Público 
da Província (cerca de 3 meses)  

Informar detalhes do curso na hora da inscrição. Divulgação de informações aos 
candidatos interessados.  

10 dos 15 participantes 
continuaram o estudo. Todos 
conseguiram o Certificado de 
Cuidador no Nível 2. 
 7 dos participantes 
conseguiram emprego de 
cuidador.  

[Curso especializado Helper ] 
O curso visa à compreensão dos 
termos técnicos e à aquisição de 
capacidade de comunicação para 
cuidar dos idosos. Os participantes 
são brasileiros e peruanos 
residentes nesta província. 

[Curso Especializado de Formação 
para Cuidador do Nível 2]  
O curso visa à obtenção do Certificado 
de Cuidador no Nível 2, através da 
aprendizagem da língua japonesa em 
nível avançado, dos treinamentos 
didáticos para cuidar dos idosos e de 
uso de computador etc.  

Dos 7 participantes, 2 
continuam o estudo.  
4 continuam nos cursos 
preparatórios.  

 

Apoio ao 
Hello 
Work 

Apoio ao 
Hello 
Work  

Apoio ao 
Hello 
Work 

Apoio ao 
Hello 
Work 
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Caso 1 Peruana de 40 anos, residente na cidade de Yamato, Província de 
Kanagawa  

 De 01/2011 até 03/2011: Curso Preparatório (nível para melhora na capacidade)  
 De 08/2011 até 11/2011: Curso Preparatório (nível 3)  
 De 11/2011 até 12/2011: Curso Preparatório (curso especializado nos cuidados aos idosos)  
 De 01/2012 até 03/2012: Curso Profissional Público da Província de Kanagawa (Curso Especializado de Formação 

para Cuidador do Nível 2)  
 [Impressão que teve da participação nos Cursos/Treinamentos]  
 - No começo quase desistiu, porque as aulas eram difíceis, mas começou a gostar de aprender japonês e chegou até o 
fim. Percebeu como era bom ajudar os idosos incapazes de viver sozinhos, começou a se interessar por este tipo de 
trabalho, e resolveu participar do curso especializado.  
 - Participou deste curso pensando em trabalhar nessa área de futuramente, experiências didáticas foram muito úteis. 
Na ocasião da visita à casa de repouso como parte das atividades do curso, teve contato direto com os idosos. Sentiu-se 
motivada e disposta a cuidar deles com amor.  

Por que participou do curso  
 Como não sabia quase nada de japonês, não conseguia se comunicar com os colegas no trabalho. Decidiu participar 
no curso porque achava que a compreensão de japonês era imprescindível para conseguir um emprego estável.  

Sobre a participação nos Cursos/Treinamentos  

 Após o término do Treinamento, obteve a qualificação da Cuidadora e conseguiu emprego na casa de repouso 
através do Hello Work. Em maio de 2012, começou a trabalhar no apoio à vida diária dos idosos. 

 Aprendeu a gramática e a conversação nos cursos, passou a falar um japonês polido, correto, e a ler textos. 
Aproveita essa proficiência no atual trabalho.  

 As técnicas e os termos técnicos que aprendeu nos cursos estão sendo úteis no seu atual trabalho.  

Da situação atual e dos frutos obtidos nos Cursos/Treinamentos  
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No cenário difícil para encontrar novos empregos, esses serviços fornecerão subsídios de apoio quando do regresso 
dos desempregados, que assim decidirem, ao Brasil (sob a condição de não voltar ao Japão com a mesma qualificação 
de permanência).  
 

 No sistema de controle de imigração, a mesma qualificação de permanência não será permitida às pessoas que 
receberam esses subsídios, pelo menos por determinado período.  
 A mesma qualificação de permanência não será permitida durante três anos a contar do início desses Serviços de 
Apoio. Porém, este período poderá ser alterado, conforme futuras condições econômicas e de empregos.  
 

Detalhes dos Subsídios de Apoio ao Regresso  
 Entidades competentes  

 - Hello Work (parte dos serviços é de responsabilidade dos Centros de Estabilização de Emprego na Indústria)  
 Pessoas que podem se inscrever  

 - Os nikkeis desempregados (e sua família) que chegaram ao Japão antes do início desses Serviços (31/03/2009) e 
pretendem regressar ao Brasil, desistindo de encontrar emprego no Japão, sob a condição de não entrar novamente 
ao Japão com a mesma qualificação de permanência.  
 Valor a ser fornecido  

 - Para o próprio requerente, 300 mil ienes por pessoa. Para a família, 200 mil ienes por pessoa.  
 - Para as pessoas que recebem dinheiro do Seguro de Emprego, um valor complementar a ser fornecido.  

 100 mil ienes para aqueles que receberiam o seguro por mais de 30 dias; 200 mil ienes para os que receberiam o 
seguro por mais de 60 dias.  

 
 Período de realização 

 Início em 1o/04/2009 e término em 31/03/2010.  
 

 Resultado  
 Número dos regressados através desses Serviços: 21.675 pessoas  
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Número dos regressados por meio desses Serviços 21.675 pessoas 
Número dos regressados por nacionalidades  

       Brasil 20.053 (92,5%), Peru 903 (4,2%), Outras 719 (3,3%) 
Descrição dos regressados conforme nacionalidades e Províncias de residência 

Província Número total em cada 
Província 

Nacionalidade 

Brasil Peru Outras 
Aichi 5.805 5.547 150 108 

Shizuoka 4.641 4.387 158 96 
Mie 1.681 1.487 83 111 

Gunma 1.458 1.298 94 66 
Shiga 1.449 1.321 55 73 

Nagano 1.345 1.266 47 32 
Gifu 1.185 1.161 13 11 

Ibaraki 633 589 29 15 
Kanagawa 567 386 93 88 
Saitama 506 450 44 12 

Outras 2.405 2.161 137 107 
Total 21.675 20.053 903 719 

 Os serviços tiveram início em 1o/04/2009 e terminaram em 31/03/2010. Para os nikkeis desempregados que permanecem no Japão, os 
serviços de apoio à procurca de emprego (cursos preparatórios etc.) continuam sendo realizados.  
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1. Linha de montagem (Operário) 1990 – 1992; 

2. Seiko Kanagata (Técnico) 1993 – 1995; 

3. Mitsui Kinzoku (Engenheiro) 1997 – 2002; 

4. Big Bel Pizzas (Empreendedor) 2003 – 2013; 

5. RT - Training (Coaching) 2013 ~. 

MEUS EMPREGOS
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1. Definir Metas e objetivos; 

2. Vencer as Fases do Choque Cultural; 

3. Desenvolver a Inteligência Cultural; 

4. Superar Bloqueios (Ishindenshin, Grupos); 

5. Eliminar Crenças Limitantes; 

6. Aumentar o Coeficiente de Harmonia “Z”; 

7. Aprender a Cultura e Língua Japonesa; 

8. Entrar no Mercado Japonês. 
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Fonte: Roberto Tuji, 2010 

 

Língua e 
Cultura japonesa 

Respeito 

Pedir 
desculpas 

Dar 
saudações 

Polidez nas 
palavras 

Assumir 
responsabilidades 

Dar o 
Melhor de si 

Círculo de 
amizades 
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p p

 Ano de nascimento 
Idade em 

1o/04/2014

Idade para início  
de recebimento 

Homens  Mulheres 
~1o/04/1953 61 anos 60 anos

60 anos

02/04/1953~1o/04/1954 60 anos
61 anos

02/04/1954~1o/04/1955 59 anos
02/04/1955~1o/04/1956 58 anos

62 anos
02/04/1956~1o/04/1957 57 anos
02/04/1957~1o/04/1958 56 anos

63 anos
02/04/1958~1o/04/1959 55 anos

61 anos
02/04/1959~1o/04/1960 54 anos

64 anos
02/04/1960~1o/04/1961 53 anos

62 anos
02/04/1961~1o/04/1962 52 anos

65 anos

02/04/1962~1o/04/1963 51 anos
63 anos

02/04/1963~1o/04/1964 50 anos
02/04/1964~1o/04/1965 49 anos

64 anos
02/04/1965~1o/04/1966 48 anos

02/04/1966~ 47 anos 65 anos
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開会の辞

本日は、CIATE国際シンポジウム「デカセギ現象の湧起から25年、ブラジル日本間の移

住のこれからの潮流」にご参加下さいまして、御礼申し上げます。

日本政府の側より、福嶌教輝 在サンパウロ日本国総領事、堀井奈津子 厚生労働省外

国人雇用対策課長、白川光徳 海外日系人協会専務理事、また、ブラジル政府の側より、カ

ルロス・エドアルド・ガバス社会保障省審議官の代理であるベラーラ・ジラルデーロ氏、そ

して、本日の講演者であるロベルト・パレンチ外務省在外ブラジル人コミュニティ担当室付

書記官に対し、敬意を表し、ご出席いただいたことに感謝を申し上げます。

さらに、CIATEの理事・顧問である、文協（伯日文化援護協会）、県連（ブラジル日本県

CIATE理事長

二宮　正人
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人会連合会）、援協（サンパウロ日伯援護協会）及び宮坂國人財団等の日系諸団体の理

事・会長の皆様、また、CIATE昭栄奨学金奨学生にも、敬意を表し、ご出席いただいたこと

に感謝を申し上げます。

総領事及び日本当局の関係者にご尽力いただいたおかげで、昨日９月27日、2008年

の経済危機の最中に日本政府の帰国支援事業を通じて帰国したブラジル人の元就労者に

対する、査証発行の制限措置の解除が発表されました。2008年以来ブラジルに帰国した

10万人の元就労者のうち、約2万人が日本政府の支援金により帰国しました。彼らは、

３年間にわたり、日本への再入国を制限されていました。しかし、来る10月15日から

は、1年以上の期間の労働契約を締結した者については、日本への再入国と就労が認め

られる旨、昨日発表されました。

　日本政府、特に、この場にご出席の福嶌教輝在サンパウロ日本国総領事を通じまして外

務省に、堀井奈津子外国人雇用対策課長を通じまして厚生労働省に御礼申し上げたいと

思います。

　もちろん、この措置には、法務省その他の諸機関も関与していますが、本日ご出席いた

だいているのは、このお二人ですので、お二人を代表として、改めて我々の感謝の念を表し

たいと思います。

　帰国支援事業を受けた者への入国制限は2012年３月で３年を経過しましたのでその

ころから、CIATEには、帰国したブラジル人より、日本へ再入国したいとの、数多くの要請が

寄せられました。このため、CIATEは、理事長である小職の訪日時には直接日本政府に対し

て、また、日本政府各省庁の代表者がブラジルを訪問した時にはその代表者を通じて、繰

り返し入国制限の解除に向けた交渉を行ってきました。岸田文雄外務大臣が最近ブラジ

ルを訪問されたときには、CIATEは、ブラジルの日系コミュニティを代表する四団体である

文協、県連、援協、それから日伯文化連盟と、連名で請願書を提出しました。

もちろん、この請願書だけが原因で、査証発行の停止措置が解除されたのではありませ

ん。査証発行が通常の状態に戻ったのは、多くの人々の努力のおかげです。

特に、安倍首相の就任により、日本の経済状況がやや回復してきていることが、査証発

行制限解除の主な理由の一つだったと思います。いずれにせよ、2007年末に31万７千人だ

った在日ブラジル人人口は、現在19万人強までに減りました。もちろん、大事なのは、こうし

た数字ではなく、いまも19万人がいるブラジル人コミュニティに、これからも我々が注目し

ていくことです。

　今回は、この査証発行制限の解除を最大ニュースとして、お話しさせていただきました。

日系コミュニティ内の報道機関は、昨日来、この件について報道してきています。これが、

我 み々んなにとって、大きな安堵感をもたらすニュースであったことは間違いありません。
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このシンポジウムでは、ブラジル人就労者が日本やブラジルで立ち向かう現状につ

いて、まず、ブラジル国外務省代表が講演をされます。そのあと、日本から来訪さ

れた二氏、一人は、我々の古き知り合いである尾崎正利教授、また一人は井口泰教

授が講演をされます。井口教授は、現職着任以前は、厚生労働省外国人雇用対策課

長を務めておられ、CIATEのシンポジウムへの参加は、これが３回目です。続いて、

ブラジル人経済学者であるパウロ・ヨコタ氏が日伯の経済情勢について講演されます。

開会の辞を締めくくるにあたり、人生は喜びだけではないことを述べさせていただきた

いと思います。ブラジル日本文化福祉援護協会の元会長である岩崎秀雄氏についてです。

今年5月に羨むべく91歳の天寿を全うして亡くなられました。岩崎氏は、文協を率いられた

4年間に当CIATEにも名を連ねられていました。ここで慶弔の念を表させていただきます。

　改めて、皆様のご参加に対し、感謝の念を申し上げたいと思います、ありがとうございま

した。
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皆様、こんにちは。

まず、この国際シンポジウム「地域コラボラドーレス研修セミナー」の開催にあ

たり、デカセギ就労者や在日ブラジル人に関するあらゆる問題に対応するため努力

してこられたCIATEに、お祝いを申し上げます。

また、堀井奈津子厚生労働省外国人雇用対策課長、白川光徳海外日系人協会専務

理事、またブラジル政府の代表者の皆様、コラボラドーレスの皆様、ブラジル日本

文化福祉協会山下譲二副会長、サンパウロ日伯援護協会菊池義治会長ほか、本日ご

出席の皆々様にご挨拶申し上げたいと思います。

本日のイベント開催にあたり、三つの点について述べたいと思います。

在サンパウロ日本国総領事館総領事

福嶌　教輝

祝辞
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まず一つ目ですが、すでに二宮理事長が詳述されたように、来る10月15日から、

一定条件を充たす場合に限り、日本政府の帰国支援事業を通じて帰国した元就労者

に対するビザ発行の停止が解除されることになりました。

これは、二宮理事長の説明のとおり、経済の成長に特に力を入れている安倍政権

下で、日本経済が回復を示していることが解除の主な原因です。多くの方々が日本

での就労に戻られることを期待しています。

日本経済の状況に関連して、二つ目の点として、在サンパウロ日本国総領事館

は、本年度は、昨年よりも多数のビザを発行しました。おそらく今年度のビザ発行

総数は、前年度の30%増となります。2008年以降、リーマンショックによりビザ発

行総数は激減し、2009年、2010年、2011年、それに2012年と、この傾向が続いてき

ました。しかし、2013年には反転し、ビザ発行数が顕著に増加してきています。

日本には、大規模な消費市場がありますし、経済が回復してきています。こうした

ことからも、おそらく、来年はさらに多数のビザを発行することになると思います。

特に、東京でのオリンピックの開催が決定し、日本をめぐる状況は、急激に明るい方

角へと向かいだしました。

三つ目ですが、二宮理事長が説明されたとおり、リーマンショック以降、多数の

人々が日本からブラジルに帰国し、その数は10万人以上となります。この点は、両

国にとって非常に重要となります。というのも、日本での就労経験がある人々は、

日本の産業技術について知識を得て帰国していて、ブラジルの企業や、ブラジルに

進出する日本企業の経済活動に貢献することができるからです。現在、多くの日本

企業がブラジルに投資しています。ブラジル日本商工会議所によれば、この数は

350社にのぼります。さらに、毎月２社から３社の進出企業が新たに工場や事務所

を開設しています。これは、1980年代以上の歴史的な数字です。進出企業は、こう

した、日本で知識を吸収したブラジル人を必要としています。

これらの三点を考え合わせると、依然として多くの懸念事項があるにもかかわら

ず、現在の環境は非常にポジティブなものだと言えるでしょう。このシンポジウム

においては、日本とブラジルの雇用状況をめぐる多くの論点について、多様な議論

をすることができます。こうした場に参加できますことを非常に幸いに思います。

最後に、このイベントの成功とすべての出席者の皆様の健康を祈念したいと思い

ます。

ありがとうございました。
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ただいまご紹介いただきました、日本の厚生労働省外国人雇用対策課長の堀井奈津

子と申します。本日はCIATE主催のコラボラドーレス・シンポジウムにお招きをいただきま

して、本当にありがとうございます。また福嶌教輝在サンパウロ日本国総領事、ブラジル

政府関係者の皆様方、ブラジル日系人コミュニティの皆様方、そしてこの日系ブラジル人

を取り巻く諸問題をご専門とされる研究者の方、あるいは学識経験者の皆様、こういっ

た方々を前に、このような形でご挨拶をさせていただける機会をいただきまして、大変光

栄に存じます。

さて、一昨年、我が国で発生をしました東日本大震災におきまして、ブラジルの政府関

係者、ブラジル日系人団体の方々、そのほかブラジル全土の皆様方から、非常に多大なる

祝辞

厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課課長

堀井　奈津子
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ご支援をいただきました。また日本に在住されているブラジル政府関係者の方々、日系人

の方々からも非常に多大なるご支援をいただきました。そのような皆様方の支援に改めて心

から感謝を申し上げたいと思います。同時に、私どもとしましては、日本に住んでおられる日

系人の方々に必要な雇用対策を一生懸命取り組んでいきたいと思っているところです。

さて、皆様すでにご案内のように、今から20年以上前の1990年代初頭、就労を目的に日

本にいらっしゃる日系人の方々が非常に増えました。そして、そのデカセギブームの中で、

非常に悪徳なブローカーがいて、多数の日系人の方が被害に遭うということもありました。

そのようなことから、日本政府としましても、日系人の保護を図るため、日本国内における

相談窓口の整備や、派遣事業者に対する厳正な指導を行いました。しかし、そもそも、こう

した問題の背景には、来日前に日本の就労に関する情報などが得られていないということ

が問題であると認識されていました。

そこで1992年、関係者の皆様のご協力によりまして、このCIATEが設立されました。

サンパウロの事務所での対応だけではなくて、各地でコラボラドーレスの皆様方のご協

力により助言・指導といったことも行われるようになりました。当時、CIATEの設立に

あたりましては、本日ご参集の日系人コミュニティの皆様方、とりわけ「ブラジル日本

文化福祉協会」、「サンパウロ日伯援護協会」、そして「ブラジル日本都道府県連合

会」の日系三団体の皆様方をはじめとして、日伯議員連盟や日伯比較法学会など、まさ

に政界・学会といった方々を含めたブラジルサイドの広汎な皆様の多大なご協力があっ

たと認識しております。また、その後ブラジル刑法の改正も行われ、就労先の個別情報

の提供も可能になりました。このような一連の流れにおきます関係者の皆様方のご協力

に対し、改めて感謝申し上げます。

その後、20年経ちまして、日本におきましても、ブラジルにおきましても、その間様 な々こ

とがございました。特に、2008年秋にはリーマン・ショックにより世界同時不況が発生しま

した。元 日々系人の方は派遣や請負という不安定な雇用形態で働く方が多かったのです

が、リーマン・ショックの打撃が日系人の雇用を直撃しました。多数の日系人の失業者の方

々が公共職業安定所（ハローワーク）に殺到し、その周りをぐるぐると列をなして並ぶとい

う非常に大変な事態が発生しました。このような状況を受けて、日本政府は、今までよりも

さらに対策を充実し、例えば、通訳の配置を８倍にする、あるいは専従の相談員を18倍に

増やす、などといったことをしました。特に、日系人の方々の就職の最大の壁となっている

日本語の習得に向けて、120時間から300時間にわたる無料の日本語研修である「日系人

就労準備研修」を実施して、大規模な日系人の雇用対策を迅速に進めてきました。

ところで、現在の日本の雇用失業情勢は、一部の都道府県、あるいは一部の職種で厳し

さが見られるものの、改善が進んでいるという状況にあります。しかし、その一方で日系人
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Boa tarde, senhoras e senhores.

公益財団法人海外日系人協会専務理事の白川でございます。コラボラドーレス・シン

ポジウム開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

まず、はじめに、CIATEが日本での就労を希望する人たちの援護活動に、20年の長きに

わたって、取り組んで来られたことに対しまして、わたくしども海外日系人協会としても、深

く敬意を表します。また、本日ご列席の、ホベルト・パレンチ一等書記官に代表される外務

省、それからベラーラ・ジラルデーロさんに代表されるブラジルの社会保障省、アチリオ・

マシャード・ペッピさんに代表される雇用労働省などのブラジル政府関係者の皆様、それ

から福嶌教輝在サンパウロ日本国総領事、木多喜八郎ブラジル日本文化福祉協会会長を

公益財団法人海外日系人協会専務理事

白川　光徳

祝辞



210

はじめとするブラジル日系人コミュニティーの皆様、日本で就労するブラジル人の問題に携

わっておられます関係者の皆様、地域コラボラドーレスの皆様にも、日本における日系人

の就労環境改善に対するたゆまぬご努力ご協力に対し、御礼を申し上げます。そして平素

よりご指導いただいております堀井奈津子外国人雇用対策課長ほか、日本の厚生労働省

の皆様にも改めて感謝申し上げます。

さて、今月初めにアルゼンチンで行われましたIOC総会におきまして、2020年の東京開催

が決定いたしました。２年半前の震災から復興途上にある日本にとって、久々の明るいニ

ュースとなりました。実は昨年度、私どもが開催しました海外日系人大会第５３回大会の大

会宣言におきまして、出席された海外の日系社会の代表の方から、オリンピック東京開催

を応援するというメッセージが、大会宣言の中に採択された経緯がございます。今回の決

定にあたりましては、ブラジル政府はじめ関係者の皆さんにも力強い応援をいただいたと

承知しております。この場を借りて、御礼申し上げたいと思います。

2016年のリオデジャネイロの開催から、東京がバトンを受け継ぐことになりますが、やは

り日本の移民を受け入れてくれたブラジルとはなにか深い縁があるのだなあ、と改めて感

じた次第であります。

本年10月29日から、第54回日系人大会を開催することを予定しておりますが、その席に

おいて、昨年度応援のお願いをさせていただいたオリンピック招致委員会の関係者および

選手の方々が、皆さんにお礼を申し上げたいという意向であることを聞いております。ブラ

ジルの皆さんも是非、この大会にご参加いただきますよう、お待ちしております。

さて、今年度の海外日系人大会のテーマにつきましては、「多極化時代に生きる海

外日系社会と日本・持続的成長に向けた連携」となっております。ブラジルはブリックス

（BRICs）と呼ばれる世界でも成長の一番著しいグループに属しておりまして、その中でも

先陣を切って大きな発展を遂げられておられます。来年のワールドカップ開催、2016年南

米大陸で初めてとなるオリンピックのリオデジャネイロ開催が、そのことを象徴していると

思います。またアジアにおきましても、世界第二の規模の経済大国となった中国、BRICsの

一員のインド、それからASEAN諸国地域が世界の経済成長のセンターであると言われて久

しくなっております。この例に見るように、世界の経済はグローバル化の進展とともに、ま

すます多様化・多極化が進んでおり、日本として今新たな成長を、それをまた継続的に続

けるためにも、世界の国 と々の協調の必要性はますます大きくなっていると思います。ブラ

ジルを始め、それぞれの居住国で生活の根を張って活躍されている日系人の皆様は、日本

にとっては、貴重な資産であります。しかし、これまでの海外日系人大会でも、日本の進出

企業は日系人を雇っても幹部に登用してくれない、あるいは若い人は日本語を勉強しても

あまり得にならない、ということで、日本語離れが進んでいる、といった指摘が度 さ々れて
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おります。この貴重な資産の持つ、ポテンシャリティが充分生かされていない面があるので

はないか、と思われます。このような状況に対し、日本と海外日系社会がともに発展するよ

うな、手立てはないかと、本当の互恵関係をどうやって築いたらいいのかと、こういうことを

今回の日系人大会で、メインテーマの一つで議論していきたいと考えております。ブラジル

においても、日本企業の進出がここ数年盛んになり、日本企業が日本国内で就労経験のあ

る日系人を責任ある地位に登用するような例も出てきたと聞いております。一方、出稼ぎか

ら20年たち、日本国内では、日本で育った第二世代が社会に羽ばたいていく時代となりつ

つあります。こうした出稼ぎで来日した人々の子供の世代も、社会にとって資産と言える存

在に育てることが、日本・ブラジル双方に共通する、我々の重大な責務だと考えます。日本

の厚生労働省は、長引く不況下で、日系人の生活安定のために、日系就労準備研修などの

施策を三年間継続して実施されています。昨年三月にはブラジル社会保障省、日本の厚生

労働省関係者のご努力が実り、両国間の社会保障協定が発効いたしました。この場にいら

っしゃる関係者の皆様に、今一度敬意を表したいと思います。

CIATEが20年間にわたり、出稼ぎ現象に取り組み、日系人が日本で困らないよう、労働法

や社会保障、年金、教育、そして訪日にあたっての計画の重要性等、様 な々情報を提供する

活動を継続してこられました。その間、二宮理事長は日伯両国において、様々な発言、提言

を行っておられます。これらの地道なご努力が大きな原動力の一つとなって、今日、両国で

も社会保障協定の締結をはじめとする、多くの施策の実現に結びついてきたと言えるので

はないかと思います。海外日系人協会は、CIATEの有意義な活動に対して協力して、在日日

系人の就労環境改善に役立ち、ひいては日本とブラジルの友好の橋渡しができるよう、今

後とも努力してまいりたいと存じます。

最後にCIATE二宮理事長はじめ職員の皆様、ならびに地域コラボラドーレスなど関係者

の皆様、その他帰国者の支援等にあたられているブラジルの関係者の皆様の、日頃からの

活動に対し、改めて感謝と敬意を表し、わたくしの挨拶とさせていただきます。

Muito obrigado.



208

が集住する地域では、日本語ができないために、仕事に関する相談を何度も何度も繰り返

ししても、やはりお仕事の紹介に至らずに失業状態のまま滞留をしているという方、あるい

は契約期間が非常に短いために、繰り返し仕事を離れている方もいらっしゃり2011年12月

時点を底に、求職者の数や就職の相談の件数は、増加傾向にあります。また、中小企業で

はまだ回復の動きは見られないという状況にあり、経済全体としては、依然として不安な

要素が残っているのも事実です。

こうした中で、私どもは、日系人の方に安定した雇用を得ていただきたい。そのために

は、やはり日本語能力を含めた職業面でのスキルアップ、これが非常に重要だというふうに

考えています。現在、日本での定住を目指して努力をされている、約19万人の在日ブラジル

人の方がいらっしゃいます。これらの方々には、これまで日本の産業を支える役割を果たし

ていただきました。私たちは、その努力に報いたいと考えています。そのため日本語能力を

含めた職業のスキルアップを中心に、2013年度におきましても引き続き、日系人の方々の支

援に力を入れています。

今回予定されています私の講演では、我が国に定住されている日系人の雇用を取り巻く

現状と課題、そして日系人の雇用対策について、ご報告をさせていただきます。

今回のシンポジウムに参加をされる皆様方の間で議論がさまざまに深められて、その成

果があげられることを期待しております。さらに、その成果をご参加のコラボラドーレスの

方々の皆様方が各地に持ち帰られて、日系人の支えになられることも期待しております。

最後になりますが、昨年、ちょうどこのCIATEが設立されて20周年を迎えました。こ

れまでの皆様のご尽力、ご苦労に感謝をいたしますとともに、今後の益々のご発展を祈

念しまして、駆け足で恐縮ですが、私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとう

ございました。
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皆様、こんにちは。

ルイス・アントニオ・メデイロス サンパウロ州地域労働雇用監督局長に代わり、本日ご参

加の皆様に敬意と感謝を申し上げます。

このシンポジウムは「デカセギ現象の湧起から２５年、ブラジル日本間の移住のこれか

らの潮流」をテーマとしています。主催者である二宮正人CIATE理事長に、また、厚生労働

省担当者及び在サンパウロ日本国総領事の日本政府を代表してご出席の皆様、さらに、ブ

ラジル政府側の同僚たち、ISEC理事長で私たちの良きパートナーでもある吉岡黎明氏ほ

か、ご出席の皆様に敬意と感謝を申し上げます。

私にとって、労働管理局社会プログラム部管理者と、ブラジル国労働雇用省の政府関連

雇用労働省サンパウロ州労働雇用地域監督局補佐官

アチリオ・マシャード・ペッピ

祝辞
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事務管理者代理として、良きパートナーたる CIATE 及び ISEC と並び、2010年以来、当省

が協力関係を持つ NIATRE（帰伯労働者支援センター）との連携プロジェクトが順調に進

行していることを見るために、このブラジル日本文化福祉協会を再度訪れることができる

のは、大きな光栄です。

帰伯者の指導と職業支援の重要性を考えれば、この場に参加できることは、実に光栄

なことです。私は、日本の厚生労働省代表者の方と共に、来週月曜日に改めて ISEC を訪

れる予定ですが、その質素な設備にかかわらず、ISEC チームが実現する事業の質の高さ、

特に、雇用労働省との連携を通じて受ける公的資金が誠実に使用にされていることは、こ

こで改めて言及しておきたいと思います。

私が、ISEC が公的資金を誠実に使用していることを、特に言及するのは、会計管理当局

やマスコミによる調査により、公的資金の不正使用が発覚したため、現在、雇用労働省を

はじめとするブラジル政府の諸機関は、官民の事業連携のあり方の見直しを迫られている

からです。このような不正が発生する主な要因は、連携事業の会計報告を監査すべき有能

な公務員が常に不足していることにありますが、ISEC との連携事業が正しい道徳観と良

質のサービスを兼ね備えているということは、非常に高く評価されるべきだと思います。

ブラジル政府当局には、公的機関による補助金の交付が政策目的を効率的に達成する

ことが可能であることから、このような建設的な連携事業を増やしていく必要があります。

もちろん、すべての NGO を無責任と決め付けることはできません。一概に決め付けるとい

うのは、我々がしばしば犯す間違いです。

ISECとの連携は、サンパウロ市の日系コミュニティの主な諸団体の代表者との協議を通

じて、2010年初頭から、慎重に企画されました。当時は、世界金融危機の影響を強く受け

て、帰伯就労者、特に元デカセギ就労者の社会や労働市場への再参入を支援することが、

ブラジル政府と日系コミュニティの急務となっていました。連携の初年度に雇用労働省が

交付した金額は、わずか9万5000レアルでしたが、ISEC とそのパートナーである諸団体

は、これを大いに活用しました。対面で、またインターネットでの応対数の目標を十分に達

成し、10ヶ月間で約2400件の応対をしました。

翌2011年は、雇用労働省による連携更新が適わず、ISEC は独立せざるを得ませんでし

たが、独自の努力により代替資金を獲得し、その事業を継続して、雇用労働省との連携復

活を待ちました。

幸いにも、2012年末、雇用労働省は、さらに２年間の連携契約を ISEC と締結すること

ができました。2015年末までに合計4800件の応対を行うため、25万６千レアルを交付しま

した。同時に、連邦レベルの会計管理当局の求めに応じて、雇用労働省の連携担当部局

であり、雇用労働大臣室ともかかわりのある移民調整総局が、連携事業のより厳正な追行
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と管理を実施するための手続きを導入したことから、この連携の監督機関として、私の属

する地域管理局が、これを担当することになりました。

NIATRE は、プロジェクトにかかわるスタッフが少数でありながら、献身的なチームであ

り、目標達成と業績の月間報告書の提出において抜きん出た成果を挙げており、常に目標

を達成してきました。このチームの活躍は、本社会プログラム部の監督チームが訪問する

ことで、さらに促進されます。最も直近の訪問では、インターネットのソーシャル・ネットワ

ークを通じて、事業の広報手段を拡充するよう ISEC に助言しました。サンパウロ市から離

れた地方に在住する帰伯者についても、労働市場や社会への再参入の潜在的な可能性が

あるのですから、それを実現するために、このような質の高い支援を必要としているは明ら

かです。インターネットによる広報は、より多数の帰伯者に ISEC のサービスについて知っ

てもらえるようにすることを目的としています。

これは、非常に成功した実験的ケースであり、永続的に政府に依存することなく、独力

でプロジェクトが維持できるための条件を備えています。また、帰伯者がいまだに心理的な

問題や社会的な問題に直面していることを考えれば、サンパウロ州内の他の地域や他の諸

州でも、この件を手本として、同様のプロジェクト立ち上げが可能でしょう。こうした帰伯者

は、海外移住の挫折に苦しみ、母国であるブラジルにもいまだに違和感を持っています。

最後に、雇用労働省と労働雇用管理局は、日系のパートナー諸団体と共に実現した

NIATRE プロジェクトへの熱意とその成功を、たいへん誇りに思っています。このシンポジ

ウムは、日本の厚生労働省代表者の出席により、デカセギ現象の軌跡について議論するも

のです。このシンポジウムが、これまで述べたプロジェクトの主人公であり、グローバル化

が引き起こす社会的な変化の狭間で苦しむ帰伯者に対して、人間的に、また社会的に連

帯感を感じる人々の心に、新たな活力をもたらすよう祈念してやみません。

同時に、グローバル化がもたらす社会的な革新が、社会的な面で、また職業の面で帰伯

者がブラジルに復帰することに対し、実効的な貢献するよう期待しています。経済グロー

バル化の利益を最も受ける企業には、いわゆる「資本主義の創造的破壊」の負担を、政府

を社会的に脆弱なコミュニティにだけ、押し付ける権利は無いからです。

ありがとうございました。
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皆様こんにちは。

今回、このような席にご招待いただいたことを、ブラジル政府として日伯社会保障協定

関連の対応を行っています、国際協約対策事務所と南部執行管理部より、感謝いたしま

す。残念ながら、管理部長は、家族の病気により出席できず、また、カルロス・エドアルド・

ガバス社会保障省次官もブラジリアでの予定が重なったため、欠席しております。私は、

両氏の代理を務めるよう仰せつかって参りましたが、この協定に直接携わる者として、喜ん

で本日の責務を果たしたいと思います。この協定は、定年退職間近の在日ブラジル人が年

金受給の手続をするときに力になるためにまさに締結されたものだ、との思いを日々強くし

ています。

社会保障省サンパウロ国際協約対策事務所審議官

ベラーラ・ジラルデーロ

祝辞
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我々は、この協定が広く理解されるようになってきたと思うことがよくあります。このこと

については、特に二宮理事長に感謝申し上げます。二宮理事長は、国際協約対策事務所と

提携し、巡回CIATE開催の折に、私がこのテーマについて講演する機会を設けられ、これ

により、確実な成果を生んでいるからです。

我々はサンパウロで働いていますが、国内の社会保障庁受付窓口は多数あります。ブラ

ジルには5000以上の市郡があり、このすべての市郡に、情報が行きわたるというのは非常

に難しいことです。また、社会保障庁の職員自身も、日伯社会保障協定に関係する年金の

被保険者に対して、対応できるだけの能力がないということが、しばしばあります。現在、

ブラジルは9件以上の国際社会保障協定を結んでいますが、こうした事態がよく起きてい

ます。CIATEの事業により、我々は、遠隔地の人々に対し、この協定に関して指導する機会

を持つことができています。

今年度、サンパウロ支部は、バストス市とバウルー市にて、イベントを開催しました。この

両地域は、帰国した元デカセギ就労者が多く住んでいるところであり、帰国者がブラジル

社会への再適応する際に生じる問題が実際に置く手いることから、この2つの都市でのイ

ベントは非常に重要なものでした。バストス市では、市役所の支援を受け、講演に100人以

上の参加者が集まりました。

我々は、このよう方法を通じて、日伯社会保障協定に関する知識の普及を図っています。

次に、数字を引用してみます。今日、日本での受給者は417人で、総金額は、60万5518レア

ル80センターボスとなっています。こうした人々は、2012年3月以前には、居住国で年金を

受け取ったり、この協定の恩典により追加金額を受給したりすることができないでいまし

た。たった19ヶ月間で、日本だけでも417人が受給できるようになったのです。

私は、一人の公務員としての立場から、この協定の手続きが非常に重要なものだと思っ

ています。望むかどうかにかかわらず、世界中どの場所であってもグローバル化の影響を受

けます。公権力・政府は、特にこの影響を受けます。そして、我々は、このことについて、眼

をつぶっているわけにはいかないのです。

国際協定自体は非常に重要ですが、それだけでなく、こうした協定は、各国間の意思疎

通を盛んにする傾向があります。こうした点で、我々は、日本側から多大な支援を受けてお

り、日本側と意思疎通を取って、坪井領事やCIATEの支援を受けることができています。ブ

ラジル政府と日本政府の間に、非常に良い相乗作用が働いていると思います。

社会保障省としては、こうした意思疎通がますます深まり、より多くの人びとの下に情報

が届くようになって、これからさらに2年、3年経てば、ますます多くの人が年金を受給でき

るようになったことをお祝いしているだろうと、確信をもって予想しています。日本経済の

回復に伴い、多くの人びとが日本に就労に行くと思いますし、協定を利用する人の数は、常
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講演

1
日本のブラジル人
コミュニティにおける
ブラジル国外務省の事業

みなさま、セルジオ・ダネゼ・ブラジル国外務省在外ブラジル人コミュニティ担当室長に

代わりまして、ご挨拶申し上げます。私にとって、この場に参加できますことは、大きな喜び

です。外務省在外ブラジル人コミュニティ担当室は、領事部門、領事関連事項及び在外ブ

ラジル人コミュニティ関連事項といったことが根本的により重要となったと認識されるに至

り、近年創設された部門です。

今日、領事業務は、在外公館で不可欠なものとなっています。領事館や大使館内で、

外交官同士がこんなような冗談を言うことがあります。「政治部門や文化部門の責任者

が1日・2日休んでも問題は無いが、領事部門の責任者が休んだり、領事館が1分でも機能

しなくなったりしたら、応対が必要なブラジル人や他の人々の間でパニックがおこる」と

外務省 在外ブラジル人コミュニティ担当室付 第一書記官

ホベルト・パレンチ
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いうものです。

我々外交官にとって評価というものは、通常、外交機関のさまざまな部門の同僚や、軍

隊ヒエラルキーにも似た上下関係の中で、上司や上役から受けるものです。しかし、領事部

門や邦人支援部門のサービスは、他部門と異なり、効率的であるかどうかの評価は一般か

ら受けます。国外でサービスを提供するブラジル国外務省にとって、部外者である一般の

方から評価を受けるということは、比較的新しい話で、ここ数十年で起きた出来事だと思

います。こうした点で、領事業務は、他の部門の業務と大きく異なっています。 

パワーポイントでの発表も用意してきませんでしたし、本日の私の発表は、いわゆる

「講演」とはいえないかもしれません。ただ、我々が、国外、特に日本でブラジル人のため

に実施している事業について、お話したいと思います。サンパウロ出身の私にとって、仕事

で日本にかかわることは、大変な名誉です。私は、サンパウロで成長し、学校に通いました

ので、日系人の友人も多くいますし、その内、何人かは、より良い暮らしを求めて日本に行っ

た経験があります。サンパウロで育てば、素晴らしい日本文化や日本のルーツと関わりを持

つことになります。

私は、これまで外務省の領事部門で、さまざまな問題に取り組んできました。在日ブラ

ジル人とは、異なる問題を抱える米国在住のブラジル人、またハイチ地震や中東からのブ

ラジル人撤収など、緊急事態に関連する問題などに取り組みました。ただ、日本とは縁が

ありませんでした。近年、ブラジリアに戻った時、在日ブラジル人の問題について、調査し、

理解し、取り組むという新たな使命を命じられました。私にとって、いいってみれば、これ

以上にない使命であり、この機会を与えてくれた上司に感謝しました。

ブラジルの領事業務や、外務省の事業と役割は、時代とともに大きく変化しまし

た。19世紀当初、領事業務は国際航海を行う船舶の対応が主要なものであり、ブラジルの

場合は、移民奨励政策が20世紀初頭まで続きました。

やがて、少しずつ在外公館に公証役場としての役割が導入され、今日、多くの領事館

は、公証役場としても、在外ブラジル人及び外国人が必要とする役務を提供しています。し

かし、この10年間にいわば第二世代の領事業務とでも言うべき、新たな需要がコミュニティ

側に生じています。これまで、領事館の業務は、個人を対象とする性質のものでした。ある

人が、結婚やブラジル帰国のために書類や証明書を必要とする、他の場所に旅行するた

めの書類に印が必要になる、ビザが必要になるなど、そのような場合です。もちろん、この

ような業務は重要で、引き続き提供されていますが、これらの業務はあくまで個人の生活

に関わるものです。

この10年間で、我々の間では、在外コミュニティ向けの業務が必要であると認識され

るようになりました。これは、従来必要とされてきた業務とは全く異なるものです。書類



220

であれば、15分か20分、そうでなければ翌日には作成され、結果がそこに現れますが、コ

ミュニティ向け業務の成果は、数分後または翌日に現れる類のものではありません。ブ

ラジル国外務省が提供することのできるコミュニティ向けの業務は、外務省のみによる

ものではなく、また、長期間にわたる事業となります。そのため、ブラジリアにおける私

の仕事は、労働省、社会福祉省、厚生省、大統領府など、すべての省庁と連携を取ること

になっています。

これ以外に、世界各地に所在するブラジル国民のために、ブラジル政府の活動を取り次

ぐ役目もあります。特に日本においては、このようなサービスを提供するための第一歩とし

て、例えるなら、在日ブラジル人コミュニティの正確な「レントゲン写真」を撮りました。こ

れは、在日ブラジル人は、どんな人なのか、何が必要なのか、何を望んでいるか、政府とし

ては何ができるのか、我々の活動の限界は何かといったことを知るために撮ったのです。

在日ブラジル人については、すでに多くの研究がなされており、さらに多数の調査も現

在行われているため、デカセギ現象とは何か、それからブラジル人のデカセギ就労者に主

にどんなニーズがあるかについては、すでに一定の理解が確立しています。例えば、一般的

に、ブラジル人のデカセギ就労者は、自動車産業や、電機・電子産業や、食品産業で働い

ています。もう一つ重要な点は、2008年以降、世界金融危機を契機として、在日ブラジル人

の人口の減少していることです。過去には30万人を超えた在日ブラジル人人口は、現在19万

人強、正確には19万3千人となっています。現在、再び増加の兆候が見られるものの、在日

ブラジル人コミュニティの人口は顕著に減少しました。

また、別の変化も確認しています。過去、デカセギ就労は、日本で稼いで、貯金を貯め

て、ブラジル帰国後に、より良い生活を得ることを目的とした、一時的滞在でした。しか

し、現在の傾向として、多くの在日ブラジル人が、定住を希望することが増えています。ブラ

ジル人には、いわば一時的な仮の滞在から、日本に根を張ることを希望する人が増えたと

いう報告があるのです。

在日ブラジル人は、そのコミュニティ向けに特定サービスを提供するネットワークを築き

ました。例えば、商店、銀行、ブラジル人学校（大半がブラジル国教育省の認可を受けてい

ます。）、ブラジル製品の販売、サービス提供などです。ブラジル銀行は、日本で営業して

いますし、連邦貯蓄公庫（Caixa Econômica）やイタウー銀行も支店を開設しています。

　もちろん、こうしたことにより、我々ブラジル政府が責任を負わなくてもよくなるわけで

はありません。ブラジル国外務省も、新たに追加の領事館を開き、現在は、東京のブラジ

ル大使館以外に、浜松、名古屋、東京に領事館があります。

これらの領事館は、ブラジル人コミュニティに対応するために多くのサービスを提供して

おり、今後の傾向として、コミュニティ向けの第二世代の領事業務が主流となり、領事館の
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業務がますます増加するでしょう。5年か10年先に、日本にさらに新しい領事館が開設され

ることがあっても驚くにはあたりません。

	 １	

	

	求めていることと、　　　　　　　　　　
必要としていることについて

 

我々は、在日ブラジル人コミュニティを写した「写真」から、対象となる一般的な在日ブラ

ジル人がなにを一番求めて、なにを必要としているか、理解しようと努めています。ある事

項が他の事項より重要だとは言えません。すべての事項が重要です。しかし、私は、日本に

やってくるブラジル人の日本語学習の問題が第一だと思います。これが第一だというのは、

子供たちの教育と将来に影響を及ぼすからです。日本語学習の問題は、仕事を必要とし、

より良い就職の機会を求め、他国で成長したいと思っている大人のブラジル人だけでなく、

ブラジル人児童生徒にも影響を及ぼします。

　日本で耳にする報告のなかで、最も難しい問題は、子供たちに関するものです。日本

に行ったブラジル人就労者の子供たちは、二つの世界の狭間にありながら、どちらにも属

していません。日本語学習を深めることなくブラジルとの絆を失くす、または、母国との絆

を失くしても日本社会に完全に溶け込めずにいる。これは、我々にとって、非常に深刻な問

題です。

　我々は、日本での就労を希望するブラジル人が学齢期の子供を連れて行く場合、どん

なことが起きる可能性があるか、事前にできるだけ知らせるように努めています。日本での

就業時間は長く、親は長時間子供から離れざるを得なくなり、親子は、非常に多種多様な

問題に直面することになります。少なくとも、このような問題が生じるかもしれないという

意識を持つことが、解決への第一歩となります。

　教育関連の第二の事項として、日本政府は、移民の子供たちのために、公立学校の施

策をいくつか変更しました。ブラジル人に限らず、外国籍住民一般を対象としたものです

が、バイリンガルの教師を配置し、支援を必要とする外国人生徒が授業中に外国語で指導

を受けることを認めることにしました。この変化は、喜ばしいものでした。教育の問題につ

いては、近い将来に、日本政府の支援を得て何らかの解決をできる可能性があります。こ

れまでは、一方にブラジル人学校、他方に日本の公立学校と二つの世界に分かれていまし

たが、日本の公立学校におけるバイリンガル教師の増加をより、いずれにも対応する中間

的な解決策を見出せるのではないでしょうか。

我々の見積もったところでは、今日、約3万5千人のブラジル人児童生徒が日本で学校に
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通っていますが、これは非常に大きな数です。過去にはこの数が4万人に達したこともあり

ました。ブラジルで教育問題に取り組む方々は、学齢期の子供を伴って帰国した元就労者

にとっても、主な問題はやはり子供の教育である、と証言すると思います。

さらに、我々が最近得られた成果として、日伯社会保障協定の締結があります。この協定

発行から1年半になります。このような協定の締結についてブラジル人コミュニティからの要

求は古くからあり、デカセギ現象発生当初から、就労者は、いつになったらこのような協定

が実現されるか、尋ねていました。幸いなことに、重要な成果を挙げることができました。

また、別の要求として、就労に関する問題があります。我々は、最近、就労関係に関する

問題について、指導と支援を行えるよう、浜松に労働者向けの施設として「労働者の家」を

設置しました。

さらに、別の要求事項としては、ビザの問題があります。日本政府の帰国支援事業を通

じて帰国したブラジル人は、1年間の労働契約を締結している場合に限り、再入国を認め

られることになりました。これは、非常に肯定的な結果をもたらす可能性があります。一方

で、我々は、四世以降の日系人のビザに関する問合せをほぼ毎週のように受けています。

三世までの日系人には、一定の在留資格が認められるにもかかわらず、それ以降の世代に

は、外国人一般と同じ在留資格しか認められないためです。この点については、常に要求が

あり、日本への渡航を希望する者は、ブラジル政府からの働きかけがあるのかを知りたが

ります。私としては、ブラジル政府としては憂慮しているものの、この問題について決定す

ることができる主権は、日本政府にあると言わざるを得ません。もちろん、日本側も我々の

立場を理解し、日系人コミュニティから要求があることも知っています。ただ、やはり決定

権は日本政府にあります。

デカセギ就労者が関心をもっている他の問題としては、民事及び刑事部門での司法共

助協定の締結があります。民事部門については、外国裁判所への嘱託書送付の問題があ

ります。我々は、嘱託書送付が次の手続きに結びついていかないことによる高いリスク、つ

まり、到底認めることができないような高いリスクが生じていることに気付いています。こ

れは、ブラジルに残る家族への扶養料の支払い、子供の監護権など、より簡単に解決され

るはずの民事紛争の解決に影響しています。しかし、我々は司法共助協定の締結に向けて

歩みを進めており、既に多くの話し合いの場が持たれています。

コミュニティの要求と必要について、もう一つの問題が加わりました。それは犯罪行為の

問題です。この問題には、多くの側面が関わっています。多くのブラジル人青少年は、日本

社会に溶け込むことができない、またはその行動から溶け込むことを認められず、非行に

走っており、これは、教育とも関わりがあります。言葉の壁により適切な教育を受けていな

いことに関わりがあるかもしれません。それ以外にも教育、語学や家族環境等の様々な要



223

因にから、非行に走ることが考えられます。うした非行に走るのは、先ほど述べたように、

ブラジル人就労者の子供たちが二つの世界の狭間にあり、一つの世界に受け入れられず、

もう一つの世界から見放されたと感じるためです。

 

	 ２	

	

第二世代の領事業務
	

以上、在日ブラジル人コミュニティが求めていることと、必要としていることについて考え

てみました。次に、これを前提として、特に日本で我々が実施している事業について述べた

いと思います。伝統的な領事業務である、公証業務やブラジル人個人への支援に関連する

在外公館の役割などは、いわば第一世代の領事業務に当るため、ここでは触れません。

先ほど申し上げたように、ブラジリアにおける私の役割は、外務省と様々な他省庁との

橋渡しをすることです。第二世代の領事業務では、外務省だけでは何もできないと我々は

実感しています。外務省は、ケースバイケースで、それぞれの事案ごとに重要となる省庁と

協力して行動を取る必要があります。

例えば、教育省は外務省の重要なパートナーです。教育省との間では、まず、日本のブラ

ジル人学校を認可するための審査の問題がありましたが、学校との距離と行政手続の困難

から審査がなかなか適切に行われないでいました。また、ブラジル人学校が、ブラジルの

履修課程と、日本社会との統合を求める人々の希望とをどうやって合わせていくかという問

題もありました。

しかし、日本の公立学校は、外国人児童が容易に学校に適応できるような措置を取ろう

とさまざまな試みをしています。また、最近では、日本政府としても公立学校への外国人児

童受入れに適切な制度を設けようとする動きがあります。我々は、これを非常に心強く思っ

ています。これまで、さまざまな人により、多くの対策が試されたものの、有効な効果が得

られず、問題解決に至らなかったことを考えると、日本の公立学校が外国人児童生徒を受

け入れる人員と体制を整える可能性は、新しい事態として、大変歓迎すべきものです。解

決策としては、バイリンガルの奨励も考えられますが、子供たちがおそらく長期にわたって

日本に滞在するだろうということも、忘れてはなりません。そのためには、日本社会で成長

し、成人して希望する職が得られるよう、職業訓練をする必要もあります。

教育に関連して在日ブラジル人家族が直面する問題の一つとして、不就学の問題があり

ます。しかし、総じて、日本にいるブラジル国籍の子供たちの未来が、より明るいものとなる

であろうという、楽観的な結論を得ています。少なくとも、ブラジリアの我々は、今後につい
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て楽観的です。

もう一つの重要な問題は、子供ではなく、もう少し大きな17歳から19歳くらいのブラジ

ル人に関連します。外務省の成果の一つとして、国外で初等・中等教育を修了した者に

適用される高校課程修了検定試験(supletivo）があります。日本住んでいたために、ブ

ラジルの初等・中等教育の修了証明書を持たないブラジル人は、日本で高校課程修了検

定試験を受け、帰国することなくブラジルの初等・中等課程の修了証明書を得ることが

できます。

ブラジルの教育省は、1年間のうちに、日本だけでなく、米国やヨーロッパにもチームを

派遣します。ブラジル連邦政府は、外務省と教育省を通じて、対象者がブラジルで取得で

きなかった、基礎教育修了の証明書を得るチャンスを持てるよう、ENCCEJAと呼ばれる試

験を導入しました。例えば、対象者が17歳、18歳で勉強をあきらめたのであれば、この検定

を受け、これに通れば、ブラジルで認可済みの証明書を得ることができます。この証明書

は、日本も含めた他国での認定が可能です。

この検定試験は、教育調査研究院（INEP）と教育省の実験的プロジェクトであり、今日

では、日本だけでなく米国のいくつかの都市でも実施されています。私は、この検定試験

を新たに実施するために、来週ボストンとサンフランシスコに出張します。日本では、この

試験は軌道に乗り、既に何回も実施されています。なによりも重要な点は、国外在住のブ

ラジル人に対して、初等課程または中等課程の修了証明書を取得する可能性があるという

点にあります。

労働の分野について、浜松に開設された「労働者の家」について、再度述べたいと思い

ます。このスペースでは、日本政府の政策に抵触しない範囲内で、労働法、労働市場、福祉

その他の項目についての指導、支援、情報の提供をしています。「労働者の家」を開設にあ

たり、このブラジル政府の事業が日本政府の主権を侵害しないということが、確認されて

いたようです。浜松領事館に勤務する外交官からは、この「労働者の家」について非常に

肯定的な評価を伝え聞いています。

これは、雇用労働省と外務省による、非常に重要で、先駆的な取り組みとなっています。

ここブラジルでも「移民向けのスペース」と呼ばれる、同じような取り組みがありますが、そ

れはパラグアイとの国境地域にあって、日本の「労働者の家」とは異なる移民関係の事項

を扱う取り組みです。日本では、労働問題が非常に重要であり、このプロジェクトは、在日

ブラジル人に何か問題が生じて、それに対してAにするか、またBにするか対応を決断しな

ければならない場合、その選択によってどのような結果になるか予測できるよう、本人がど

のような権利を持っているか、どのような法律の仕組みになっているかなどを、知らせるた

めの枠組みを提供しています。このプロジェクトは、日本国内の他の地域、または米国での
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類似プロジェクトのモデルともなることができるものだと思います。

健康に関する分野では、名古屋領事館の電話相談窓口サービスとして、健康ホットライ

ン Disk Saúde を導入しました。この電話相談窓口サービスでは、電話を通じて医師また

は心理学者と話すことができるというサービス内容そのものと、ブラジル外務省がボラン

ティア制度の導入を試みたという2点が重要となります。健康ホットラインDisk Saúdeにお

いて、電話で対応するのはボランティアの医師や心理学者であり、その多くが、相談者が

住むコミュニティに属するブラジル人です。我々は、コミュニティの団結を促進するため、ま

た、特に注目すべき分野での成果を上げるために、ボランティアの活用に努めています。

四世の日系人に対するビザの問題については、未解決であり、またブラジルの外務省の

管轄が及ばないものであるものの、コミュニティから多くの要求があることは既に述べまし

た。それ以外の事項としては、在日ブラジル人には関わりが薄いものの、ブラジルの運転

免許証に関する問い合わせが常にあります。この点について、在日ブラジル人が日本で要求

をすることはありませんが、ブラジルに滞在し、車の運転を希望する日本人が、言葉の壁

により試験を受けられずにいます。

以上、第二世代の領事業務について、まず、優先すべき事項として、ブラジル人児童が日

本社会に溶け込むと同時に、ポルトガル語を忘れない可能性など、教育についてお話しま

した。その他の事項として、高校課程修了検定試験、それから、我々が皆で勝ち取った日

伯社会保障協定について触れました。労働の分野では、ブラジル外務省の重要な事業で

ある浜松の「労働者の家」があり、民事及び刑事法部門の司法共助協定は現在交渉中で

あること、これ以外の分野については、健康、ビザや運転免許証の問題などについて述べ

ました。

在日ブラジル人コミュニティにおけるブラジル外務省の取り組みに関する、この発表を

終えるにあたり、その内容を簡単に要約しましたが、新世代の領事業務に対する要求は、

日々新しく生まれていることを忘れてはなりません。第二世代の領事業務については、在

外ブラジル人コミュニティとブラジル政府の他の省庁を巻き込み、その実現可能性を探り、

その場合、外務省、他の省庁とブラジル人コミュニティは、常にひざを付き合わせて問題解

決について考えなければなりません。こうすることで、新たな要求が生まれ、問題が生じて

も、それに対する新たなアイデアも湧いてきます。

第二世代の領事業務は、日本、米国やヨーロッパで一定の成果を得てはいますが、ま

だ業務としては初期段階にあります。コミュニティに関連する業務は、今後ますます重要

なものとなるでしょうが、コミュニティ自体が常に変化するため、コミュニティ向けサービス

がどのようになるかその可能性も無限の広がりがあります。1990年代のデカセギ就労者の

先駆者は、経験不足であることから、要求するものが多くありました。今日では経験は積
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んでいても、また別の要求が生じています。同じことは、米国、ヨーロッパや南米諸国にも

言えます。

最も重要な点は、ブラジルが在外ブラジル人コミュニティのために活動すべきであると

いう価値判断であり、外務省内の在外ブラジル人コミュニティ室とその傘下の様々な課の

設置は、こうした問題が優先事項と考えられていることの表れです。また、外務省とブラジ

ル政府の他の省庁との協働は、これ以上無いほど素晴らしいものとなっています。

最後に、我々のパートナーとして協働関係にあるすべての省庁、あらに、この機会を提供

くださったCIATEに対して感謝いたします。ご清聴ありがとうございました。

	 コメント	

	

	二宮正人理事長

ロベルト・パレンテ一等書記官におかれましては、日本在住のブラジル人についての素

晴らしい講演をありがとうございました。

講演テーマとしては、よく知られているものでしたが、帰国支援事業により帰国したブラ

ジル人帰国者の査証問題の解決にあたってのブラジル政府の努力と日本政府のブラジル

政府へのご協力について、改めて感謝いたします。

私には、在外ブラジル人担当室に親しい人が多くいまして、初代室長でギリシャへ赴任

されたオト・アグリピーノ・マイア大使、その後、現在ニュージーランド赴任中のエドワル

ド・グラジローネ大使の時代にビザ問題が生じました。そして、去年、セルジオ・ダネーゼ

大使がビザ取得制限の取り消しを日本政府に請願するために、日本に行かれたことはよく

知っています。ですので、この場で感謝の意を表したいと思います。そして、私たちの尊敬と

感謝の意をダネーゼ大使へお伝えしていただければと思います。

さて、私自身が講演をもう一つする訳ではありませんが、外務省にとって、非常に複雑

で難しい問題である教育について、一点だけ述べておきたいと思います。日本に連れて行

かれた若いブラジル人達は数多くの問題、特に日本の学校では頻繁である「イジメ」など

に直面しました。しかし、高校課程修了検定試験(supletivo）など、少しずつ新しい機会

も出てきました。私はブラジル政府が日本で行なった第一回高校課程修了検定試験で一

位になったジュリアーナ・シゲナガという子を忘れることができません。当時、彼女が教育

省の公使の手から修了検定試験の認定証を受け取れるよう、ヴァリグが航空券を贈りまし

た。その後、彼女はブラジルで予備校に通い、サンパウロ大学法学部に入学しました。彼女

は私の生徒でしたが、すでに卒業していまして、現在は私の事務所で働いています。このフ
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ォーラムにも、出稼ぎの子供としての経験を語るために講演をしたことがあり、それは、素

晴らしいものでした。最近では彼女のように大学で勉強するためにブラジルに帰国する、

あるいは日本で大学卒業後に仕事を就いた若者たちが数多くいます。彼らは大学卒業と

同時に出稼ぎや二流の社会人ではなくなり、胸を張って日本の労働市場へ入っていくこと

ができます。

昨年、CIATEは、帰国したブラジル人に奨学金を給付することにしました。日本企業から

まとまった金額の寄付がありました。すべての人の需要に応えることはできませんが、それ

でも初年度として５人に奨学金を給付しました。その中の何人かが、明日この場で講演し、

自分たちの経験を語ります。大学に通うためにブラジルに帰国してきた人たちの多くは、

私立大学で勉強しているために大変な苦労をしています。私達は、彼らの力になりたいと

思っています。この点についても、ダネーゼ大使に伝えていただければと思います。
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に増え続けています。逆に、ブラジル経済が軌道に乗り、日本から多くの人 を々迎え入れる

ことも期待しています。

我々、ブラジル国社会保障省サンパウロ国際協約対策事務所は、ますます業務を拡大

しており、サービスの向上に努めています。この協定により、以前に別の国で働いたことが

あって、それとは異なる国に住んでいても、これまで働いたことによる恩典が受けられると

いうのは、重要なことです。社会保障省の任務は、こうした労働者やこれに扶養される家

族に与えられる保障を実現することです。

以上、カルロス・エドゥアルド・ガバス社会保障省次官に代わり、私個人と、国際社会保

障協定に対応しているINSSと南部執行管理部より、こうした機会をいただいたことに対し

感謝致いたします。

ありがとうございました。
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講演

2
◆ー日伯交流の新たな段階ー◆

日伯還流市民の実効的な
保護システムを考える

青森中央学院大学　教授

尾崎　正利

	 １	

	

はじめに

昨年、2012年12月、青森中央学院大学において、青森県からブラジルに移住した人 と々

青森地域との交流の歴史を辿り、その中で、新たな時代、すなわち日伯間を還流する日系

ブラジル人から生じる日本とブラジル間の交流の増加、BRICSの台頭に起因する経済交

流、特に資源開発に伴う投資の増大により、日伯間の資本交流及び人的交流が両国の関係

を重要なものにしつつあるとの認識を共有した（尾崎：2013）。

青森県は他の都道府県と同じく、県内から移住した人 と々の間で、在ブラジル青森県人
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会の活動を支援する形で交流を続けてきた。これら活動の主要な目的の一つは実務的な

問題に由来し、相続問題が発生した場合、戦後の家族法の改正による子供全員に対する

均等相続分を保障する法定相続に由来し、そのためにブラジルに在住する子孫に対する

法的権利の処理が必要になったためである。しかしながら特筆に値する活動として、県人

会は青森県のリンゴ栽培技術のサンタ・カタリナ州への導入活動の重要な仲介者として

活動し、この活動は日系人以外の農家に対する支援活動を行なったことがポイントになろ

う。すなわち、すなわち移住者と故郷の交流に止まらず、ブラジル農業への支援及び交流

が青森県人会を通じて実現した、新たな日伯交流の段階に入ったと見なされ得るからで

ある（尾崎：2013：213-214）。

しかしながら最近顕著な傾向は、日本経済のブラジルへの製品の売込及び投資の増加

である。最近の日伯交流事業を見れば、①各県人会と都道府県の交流において、日本側の

地場中小規模企業の製品売込及びパートナー探しの活動が経済ミッションとして渡伯し

た地場中小企業及び行政当局により積極的に行われ、それらは基本的に、通商産業省及

び農林水産省が進める、日本地場産品の海外輸出の促進政策による見本市の開催と並ん

で、関係県人会の仲介を重要な梃子として行われている。こうした事業活動の拡大が成功

するかどうかは不明である。しかしながら②とりわけ自動車製造工場のブラジルへの積極

的進出は関連部品製造工場並びにスタッフの生活を支援するサービス業及びリクルート産

業などを含めて、日本流製造過程及び従業員管理を維持し得るスタッフの雇用も大きな問

題になり始めたことがあげられるであろう。

後者の問題について、例えば、タイにおける自動車生産は、日本人でない現地タイ人の労

務管理者を有効に活用しているように思われる。彼らの多くは日本の大学に留学した経験

を持ち、企業グループごと或いは企業グループを横断した連絡協議会を持ち、非公式なコ

ンタクトを密にしている。そこで労務管理及び労働組合との関係にかかわる経験及びノウ・

ハウを交換している。例えば、マツダとフォードの合弁会社の時代、フォード出身のアメリ

カ人社長が対労組の関係について対立型を採用していたために、労使紛争が頻発したが、

後任のマツダ出身の日本人社長が日本式の対話型方式を用いたために、日本流労務管理

のノウ・ハウを持っていた彼らの活動により、企業内の労使関係は安定したとされている1。

しかしブラジルに進出した日系企業においては、とりわけ労務管理者については日系人に

大きな期待をしていると思われる。しかしながら彼らがこうした日本スタイルの対労組対

策をブラジルにおいてうまく行うことが可能であるとは必ずしも断定できない。さらに日本

1　タイにおける日系企業の労使関係については、尾崎が2012年9月に行った調査研究に基づいているが、この調
査研究は2014年度に予定されている追加調査を待って公にされる予定である。
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における外資系企業の労使紛争の歴史（尾崎：1992）を思い起こせば、ごく少数の英語の

話せる日本人スタッフが、その他の日本人従業員を支配したことが主たる紛争の原因とな

ったことなども考慮する必要があろう。

本稿は、二つの問題を扱う。すなわち第一に、前述の新たな日伯交流の時代において、

ブラジルに進出する日本企業のスタッフの問題を扱う。中でも、日本における自動車或いは

電機産業におけるピラミッド型の生産構造がそのまま移転し得るとすれば、その際に日本

流の労務管理システムが同じように採用された場合の、ブラジルにおける個別労働関係並

びに集団的労働関係を扱う労務担当者のリクルートにかかわる様 な々問題を検討するとと

もに、とりわけ日本で労働を経験して帰国した日系ブラジル人の採用に関わる問題を検討

する。第二に、主として日本の地場産品販路拡大地の一つとして、ブラジル日系人社会を

足掛かりにコンタクトを取ろうと努めている中小企業の動向について、その活動がもたらす

日伯交流の可能性を見ておく必要があるけれども、今回は省かざるを得ない。

　

	 ２	

	

日本における　　　　　　　　　　　　　
日系ブラジル人労働者の就労経験の特徴

第一に、彼らの就労の不安定さに言及されなければならない。

日本における日系ブラジル人の就労経験がブラジルに進出した日本企業の生産シス

テム、とりわけ日本流のそれに貢献することができるのか、との問題がある。云いかえれ

ば、彼らは日本においてどのような労働を経験してきたかである。これまでの様々な調査

研究報告は、業務請負或いは派遣就労を問わず、次のような特徴を持つと指摘されてき

た。時間給で、実質的に日々雇用の要素を強く持ち、受入工場の日々の仕事量に合わせ

て実際の労働時間或いは就労の有無が定まり、ケースによっては就労先工場が変更され

得る（場合によっては、日々変化する労働者もいた：丹野：2007）こともある。こうした不

安定さは、業者の規模が小さい、及びピラミッドの底辺に近いほど大きくなる傾向がある

とされている（丹野：2007）。

受入先企業を産業別に見れば、自動車製造業（主として二次或いは三次下請の部品製

造及び塗装等の下請企業）、電子部品製造業（EMS工場或いは部品製造下請或いは請負）

などの製造業をはじめとして、食品製造業（コンビニ用の弁当製造、或いは農水産品の加

工処理）、旅館等のサービス業（清掃・雑役等のバックヤード作業）が主要なものである。

これら産業での就労形態において、規模の小さな製造業の中には直用の形態も多くみら

れるが、こうした企業における労働条件は一般的に良くなく、雇用の不安定度も大きい（一
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般的に二重構造と呼ばれた）。しかしながら規模が大きい企業に就労している場合でも、

雇用は不安定である。と云うのも非正規の労働力は基幹労働力と見なされず、生産調整を

柔軟に行うための変動要素であるとして位置付けられているからである。1970年代後半か

ら始まったこの就労形態の、この性質は日本人或いは外国人を問わず等しく適用される。

但し、同じ非正規の身分を持つ日本人は、外国人非正規労働者に比べてレイ・オフの順番

が後にされる場合のあることは否定され得ない。

さらにまた、同じ非正規労働者の中に直接雇用によるものと間接雇用によるものがある

が、前者に対して雇用期間中に解雇をする場合には労働法の解雇要件を必要とするが、後

者は業務請負契約或いは派遣契約の変更或いは打切りだけで可能である。労働者に次の

仕事を与えるのは業者の裁量による。しかし労使（個別及び集団的）紛争が受入先企業か

ら排除される原因である場合には、業務請負或いは派遣業者からも排除されることにな

る可能性が極めて大きい。

このように見れば、日系ブラジル人の雇用形態として、直接雇用の期間雇用が優れてい

ると見なされ得るが、場合によっては、使用者は、例えば偽装派遣を労働行政当局から指

摘され、直用の期間雇用契約に切換えて、期間満了後に解雇するといったケースもあり、こ

とはそれほど単純ではない2。

こうした雇用の形態を前提として、以下において彼らの労働を通じて得た経験はどのよ

うなものと考えられるかを見ることにする。

一般的に、彼らが採用され、受入先企業に送出されるのは、彼らが特定の技能を持つ、

その技能が理由であるからではない。しかしながら、だからと云って、彼らは日本での労働

生活を通じて技能を身につけないというわけではない。中には何年もの間に職人的技能を

取得し、生産工程の複数の技能、すなわち溶接、旋盤、塗装或いは機械修理など高いレベ

ルの技能を身につける者も多く見られる。また、大型トラック、フォークリフト或いは建設用

機械の運転免許を取得し、雇用され得る能力（employability）を拡大した者もいた3。日系

ブラジル人の大きな数がリーマンショック以降においても、日本に19万人を超える数が生

活している要因の一つとして、日本での労働生活で獲得した技能により、地域に定着して

労働を行うことのできる者が増加しつつある可能性も否定できないと思われる。こうした

者が中小規模製造業或いは運送業若しくは土木建設業において直接雇用の職を見つけ、

相対的に安定した労働生活を送る可能性も同時に大きくなってきている。さらにまた業務

2	 コミュニティ・ユニオンが偽装請負を組織化闘争の重要な梃子に利用し、労働監督行政の傘の下に有利な闘争
を展開したときに、使用者が採用した対抗的措置であって、期間雇用に切替えて直接雇用をしたのち、組織の
切崩しを進めた。例えば、尾崎：2012aを見よ。

3　「グルッポ光」の組合員の職歴については、尾崎：2012a：67-68を見よ。
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請負或いは派遣業者に雇用されて労務管理を主として行なってきた者もあり、それぞれの

分野における職業的技能を相当高いレベルで習得したと見られ得る。しかしながら、だか

らと云って、彼らが大規模企業の正規社員として労働生活を送る可能性はほとんどないと

思われる。

上の外観は、日系ブラジル人の多くにとって、日本での労働生活は相対的に不安定な地

位に置かれ続けていることを明らかにしている。日本で労働生活を送っている日系ブラジ

ル人には、ブラジルに両親、祖父母、兄弟姉妹などを持つ者が多い。彼らのブラジル在住

の親族の中には日本で労働生活を送った経験を持つ者もきわめて多い。中には日本で教

育を受けた者も少なくない数がいる。さらにまた、日本で労働生活を送っている者はブラ

ジル在住の親族の日本での引受人となる者もある（親族呼寄せ）。このようにして日本にや

ってきた者には日本で労働生活を経験した者だけでなく、呼寄せた本人もその後ブラジル

に戻る者もある。日伯間の還流とは、個人レベルでの現象だけでなく、親族全体或いは友

人レベルにおける現象でもあり、従って、日本での労働生活で培われた職業的技能はブラ

ジルにおいても有用でなければならないことを示唆している。

	 ３	

	

ブラジルに戻った　　　　　　　　　　　
日系ブラジル人の労働市場問題

リーマンショック以前において、日本で育ち、ブラジルに戻った子供の学力が、大きな

深刻な問題として、ブラジル日系人コミュニティにおいて、彼らのとりわけ言語（日本語及

びブラジル語）能力不足対策の必要性が強く主張された（ISECによる帰国子女対策をもた

らした）。リーマンショック以後の大量帰国後は、日本で労働生活を経験した者の就労機

会の確保が問題として浮上した（NIATREの活動をもたらした）。とりわけサンパウロ大都市

圏に居住する者にとってはその必要性は大きかった。彼らが日本で習得した技能を活かせ

る製造業での雇用が見つからなかった、或いは居住地を遠く離れた郊外の工場でしか見

つからなかったからである。NIATREの活動はこの意味で注目される。しかしながら報告に

よれば、大半の雇用は最低賃金の2倍程度の職が殆どであるとされている。この原因の一

つとして、就職先に製造業がなく、彼らの日本で習得した技能が活かされていないことに

ある。結果的に習得した技能及び職業経験とは無縁な流通、サービス業等での求人に頼

らざるを得ない。

この状況は日本企業がブラジルに大規模に進出し始めた現在でも、大きく変化していな

い。とりわけ家族を持って大都市圏に居住する者にとってそれは当てはまるであろう。それ
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は工場の立地場所が地方都市に集中し、日本での就労の場合に受けられる宿舎や食事の

便宜供与が存在しないからでもある。アパート賃料は工場立地が伝えられればすぐさま高

騰し、家族が別々に暮らす中で実質所得はそれほど多くないのが現状である。

さらにまた、帰国してブラジルで仕事を探す日系ブラジル人には、次ぎの二つのタイプ

が認められる。一つは女性或いは男性で、技術開発、管理職、或いは経理技能或いは労

務管理などでの管理職の経験を持たなかった者で、もう一つのタイプは少数であるが、日

本或いはブラジルにおいて大学或いは専門学校若しくは企業の職業訓練をシステム的に

受けて働いた経験のある者で、若い男性が中心である。この両タイプの区分けは、現在の

日本の一般的な雇用区分である、基幹労働者とマージナルワーカーの区分にほぼ相当す

ると思われる。先に述べたように、マージナルワーカーであっても相当高度の技能習得を

実現した者も存在するが、習得した技能が何であるかそれ自体は問題とされないのが普

通であると思われる。

後者の人材を求めているのは、一般的に、最近日本から進出或いは生産を増強し

つつある企業である。こうした労働者の求人には、特定の技能及び経験並びに日本

での就労実績等についてのマッティングが必要であるのは当然である。彼らのリク

ルートを扱うのは民営職業紹介業者（PREA）であり、彼らはそうしたマッティング

を専門とする。勿論、一般のワーカーの紹介もこうした業者は扱う。しかしこうし

た業者にとって重要な業務は、例えば臨時の仕事について大量のスタッフが必要と

なった企業に労働者を送出すことであって、個々のマージナル労働者の就職をマッ

ティングさせることではないのは明らかである。

前者については、一般的に、公共職業紹介業務（PES）がこれを扱う。しかしこうした機

関は法に基づいて業務を展開しなければならず、柔軟な対応が困難であり、大量の労働

者を特定の企業に送出すことは不可能である。さらにまたこうした求職者に対するPESの、

いわゆるヘッドハンティング的紹介が、それほど効率的ではないこともはっきりしている。

例えば、日本において、バブル崩壊後の銀行破綻に対応した紹介業務がそれを如実に物

語っていると思われる。

以上の仮説は、民営（PREA）と公共（PES）の紹介業の棲み分けが成立していることを明

らかにしていると思われる。移住労働者の民営職業紹介については、日本では業務請負

業者及び派遣業者がこれを主として担い、著しく流動的で、大規模な労働移動を支えた。

ブラジルではこの分野における活動は公然化しておらず、その能力も不明であるが、少な

くとも日本におけるそれに匹敵する活動は存在しないように思われる。ブラジルにおい

て、ヘッドハンティングタイプ及び特定の技能に着目した労働移動を可能にする職業紹介

業は、これと異なり大きく発展している。日本から進出した職業紹介業者は、日本において
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は業務請負としての実績を豊富に持つが、ブラジル労働市場において、日本のような就労

形態を前提に事業活動を行なう可能性を持たない。

結局、日本においてマージナルな労働者として就労経験を持つ者がブラジルで労働市

場に参入しようとする場合には、公共職業紹介事業の支えが必然的に必要とされる。こう

した機能を一般的に担い、しかも、とりわけ日本で就労経験を持ち、ブラジルに帰国した

日系ブラジル市民の労働市場参入を支えるのは、リーマンショックを契機に大量に帰国し

た求職者を対象として設立されたNIATREがその任務を遂行することになる。この機関は

伝統的なブラジル公共職業紹介機関の機能を特定の求職者に絞って補うものであり、そ

の機能は一般的に、還流する日系ブラジル人或いはその他帰国ブラジル市民に対するブ

ラジル側サービス機関として、継続されることになると思われる4。

	 ４	

	

今後の課題

上記の検討を踏まえて、ブラジルに進出した日系企業の人材獲得にかかわる問題点の

幾つかをあげておくことにする。

ブラジルに進出した日系企業が日系ブラジル人に期待するのは、基本的にはその言語

能力であり、日本人と同じ或いはそれを少なくとも理解する行動パターンであろうと推測

するに難くない。しかしながら、これまでのとりわけ1960年代以降にブラジルに進出した

日系企業での経験では、ブラジルで就労する日系ブラジル人は、日本的な企業内の終身雇

用で、年功賃金を前提とする雇用構造（従って高学歴であることが賃金及び職務権限等に

すぐに反映されない）、並びに日本から派遣される日本人スタッフの補助的業務に限定さ

れることが、とりわけ不満であったとされている。日本の多国籍企業の雇用問題について、

その特徴として、合衆国企業ほどの強力な中央集権メカニズムを持たないが、ヨーロッパ

企業のような積極的な現地人材登用も出来ない、両者の中間的な形態として説明されるこ

とが多かったように思われる。しかしながら、日本企業の特色としてさらに加えられるべき

4	 このタイプの求職者はブラジルの伝統的な公共職業紹介機関にも、民営職業紹介業者の扱うタイプにも属さ
ないと思われる。このタイプを一種の、事実上の熟練技能者と見なす場合、ブラジルでは労働組合による職業
紹介が大きな役割を果たしてきたのではないかと思われる。NIATREを設立したブラジル労働省の構想にもこの
点が垣間見られ、労働組合の行なう職業訓練及び紹介事業との連携を紹介システムに組込んでいる。さらに
また、NIATRE自身はブラジルに進出した民営職業紹介業者であるフジアルテとの関係について、この二つの紹
介機能のタイプを両機関がそれぞれカバーしていると認識している。これらについては尾崎：2012bの尾崎によ
る調査研究報告を参照されたい。
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は、海外子会社における日本人スタッフの異常な多さ、並びにその権限の低い職にも多数

存在することである。しかも昇進或いは役職ポストの与え方も、日本本社における終身雇

用及び年功システムを基本的に導入していることである。

この矛盾する求人側の雇用システムと求職側の期待をどのように調整し得るの

か、それが大きな問題となる。東南アジアでは、基本的に、ワーカーと管理スタッ

フを別個の雇用システムに位置づけ、後者に終身雇用及び年功賃金を適用するとい

う方法が、不満があるものの、一定程度成功してきたように思われる。そうして日

本的な生産システムを工場内に浸透させる先兵として、留学経験を持つ現地人によ

る労務管理スタッフをワーカーと日本人管理スタッフの間においたと整理できる。

しかしこのシステムは時に、大規模な労使紛争を毎年経験するような、対立型労使

関係を発生させ得る。それは、労使関係を基礎づける法システム及び労使関係にか

かわる現地の慣行と、日本本社及び日本人スタッフがこれまで経験してきた労使関

係文化と大きく異なるためであるのは明らかである。従って、異文化理解に立った

雇用慣行の調整が必要となる。日本特有の労使関係慣行の実施を帰国した日系ブラ

ジル人社員にだけ要求することは問題の解決にはならないであろう。異文化理解と

それによる調整は基本的に、日本本社及び日本人スタッフの側の問題であるからで

ある。こうした調整を帰国した日系ブラジル人に委ねる場合には、雇用慣行を変化

させ得る一定の権限を与える必要があると思われる。そうした権限を行使できる能

力を持つ人材の獲得は一般的に困難であり、ブラジルに派遣した多くの日本人スタ

ッフに対して日本とブラジルの労使関係にかかわる異文化理解を徹底すること5も

相当のエネルギーを必要とし、極めて困難であると思われる。

しかしながら、最近の日本本社におけるスタッフの多国籍化の進行により、従来の多国

籍化は現地雇用管理に日本流の慣行を持込む先兵として雇用された人材が中心であった

が、そうした傾向は徐々に薄れてきたようにも思われる。しかしながらここで想起されるべ

きは、制度が変更されても、前の制度に基づいて形成されたイデオロギーはずっと後まで

残るという有名な仮説（川島）である。日本多国籍企業の雇用構造の変容は、未だその緒

に就いたばかりであり、当面の効果として期待することは出来ない。

こうした分析は、帰国した日系ブラジル人の雇用について、極めて否定的な結論を導き

出すことになる。これまでの日系企業に対する評価が低かった雇用構造が変化しない限

り、彼らの能力の活用は困難になろう。またそうした評価をものとせずブラジルに進出した

日系企業において、その日本語能力及び日本的行動パターンを理解している人材に着目し

5	 		例えばネスレ社の現地派遣スタッフに対する、言語訓練を含む派遣先の異文化理解講習などの例を見よ。
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て雇用された者は、日本とブラジルの労使関係制度及び文化の相違の中で、日本本社及び

日本人スタッフと、ワーカーとの間で困難な状況に遭遇し得ると思われる。
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関西学院大学経済学部  教授

井口　泰

みなさま、おはようございます。

５年前のコラボラドーレス会議にも、私は参加しました。それから５年経ち、日本人の多

くが日系ブラジル人のことを今どのように考えているか、日本政府がどのように考えている

のか、日本はしっかりこの問題に取り組んでいるのか、そういったことを今日は議論したい

と思っております。

【表1】本日の講演の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　

	 １．はじめに
	 ２．日本における移民の受入れと送出しのバランスの変化
	 ３．2012年外国人住民の生活・就労及び教育の状況に関する調査

講演

3
◆ー日伯経済関係の将来と日系ブラジル人の役割ー◆

世界経済危機の教訓と
包括的な外国人政策の展望
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	 ４．日本ブラジル間における経済関係の変化	

	 ５．「ディアスポラス・ポリシー」の必要性の高まり

	 ６．先進国と新興国の間の人口流出入の変化

	 ７．日本における総合移民政策の策定

	 ８．結論

１―外国人集住都市会議による規制改革要望の提出
私は、「外国人集住都市会議」という都市連合のアドバイザーをしています。外国人集住

都市会議は、１０月に日本政府に対して規制改革の要望を提出する準備をほぼ終えており

ます。あとは、事前に関係省庁と少し協議し、提出のタイミングを見定めなければならない

と思っています。こうした動きから明らかなように、私は、実は現状に満足しておりません。

２―日本における移民の受入れと送出しのバランスの変化
まず、外国人労働者が、日本に入ってきても、各自治体が日本語教育や講習を一生懸命

実施してはいるものの、やはり日本政府の予算は乏しく、日本語の標準化も充分でなく、制

度化ができておりません。

また、雇用の問題についても、外国語で取得できる職業訓練科目が、あまりにも少ない。

ドイツの例を引くのは、あまり適切でないかもしれませんが、特に若年層の職業訓練に関

しては、はるかにドイツのほうが、きめ細かに、制度的にも予算的にもそろっています。若

い外国人たちもしっかり職業訓練が受けられるようになっているのです。

それから、問題は、今述べた日本語教育と職業訓練だけではありません。日本の

PES ( Public employment services )であるハローワークが実施する公共職業紹介に、

市町村が各地域で協力するための法制の整備についても、要望しています。今は、契約ベ

ースで個々に協力をしていますが、やはり、情報が充分に市町村には回って来ません。それ

から、出入国管理をしている法務省の情報も、市町村が充分にアクセスできるようにはな

っていません。

こうした状況を考えると、今、日本の景気がよくなってきたといって、受け入れ態勢がそろ

わないままで、日系ブラジル人の数がただ増えていくというになれば、これまでと同じ問題

を繰り返すことになります。

ですから、私は、大変な危機感を持っております。この点を、ご理解をいただきたいと思

います。私は、大学に勤めていますが、半分は、各地域を回っています。その経験から、問

題の実体は、ローカルレベル、つまり地域にあると感じています。

一昨日、９月２７日、帰国支援事業により帰国支援金を受けた日系ブラジル人の再来日の
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停止が解除になることが明らかにされました。しかし、よく考えてみると、この決定も、国が

頭越しで決めてしまったものです。私は、たまたま９月２６日に法務省にいたため、既にもう

その時点でこの話を聞いていました。その際、入管局長、それから谷垣禎一法務大臣とも、

この解除の問題について、意見を交わすことができました。

以前から、市町村による日系人受入れのための様々な取組みだけでは、もはや限界であ

るということを訴えてきましたが、国は、そのような対策は不十分なまま、帰国支援事業に

よる再来日の制限を一方的に解除しました。

再来日がいけないとは言っていません。受入れ態勢がまだ充分できていないということ

です。なにより、外国人の受け入れ態勢を追いついたものとするために、我々が規制改革

の要望を出そうとしていることを理解していただきたいと思います。

同時にもう一つの問題は、長期的にみると、日本は決して人材を集められる国ではなくな

っているという兆候が各所にあるということです。もっと日本はしっかりする必要があります。

３―2012年外国人住民の生活・就労及び教育の状況に関する調査
日系ブラジル人について、その雇用の形態、家族の状況などを、昨年８月に外国人集住

都市会議で調査をしました。全体で約９００サンプルぐらいのデータを取っていまして、そ

のほんの一部ですが、本日は、ぜひ見ていただきたいと思い、図として用意しました。

４―日本ブラジル間における経済関係の変化
それから、本日のもう一つの重要なポイントですが、日系ブラジル人の問題を、先ほど尾

崎先生がおっしゃっていたような「日本への移動と還流」ということだけに、矮小化しては

ちょっとまずいだろうと思います。どうしたら、日本とブラジルの間の経済交流をもっと活

発にして、日系ブラジル人の若い世代が、もっと希望を持って、この日伯の間を行ったり来た

りできるようになるのか。まさにそこのところを考えるときに、両国間の経済関係の将来に

ついて、ネックとなるのは何かを考えます。

５―「ディアスポラス・ポリシー」の必要性の高まり
さらに、これも一つ大事な論点ですが、ディアスポラスあるいはダイアスポラスです。こ

れは、よくユダヤ人のことをベースにして語られてきました。現在では、例えば、移民研究

の一人者の一人である、著名なロビン・コーエン先生は、このディアスポラスという言葉を、

非常に多様な意味で使われるようになっておられます。南米諸国の日系人も、日本から移

民した人の国際移動という意味でとらえると、このディアスポラス・ポリシーの対象になり

得ます。それで、こうした人々に対して、どのような政策を各国が取っているのか、あるいは
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どのような新しいアイディアが出ているのかという点をもっと学んでいく必要があります。そ

こで、この点を取り上げます。

私は、幸いなことに、今年６月、テルアビブの大学や、エルサレムの研究所あるいは省庁

に行くことができ、イスラエルの人 と々も、さまざまな交流ができるようになりました。先日、

シリアで緊張が高まった時に、イスラエルの知人に「大丈夫ですか？」とメールを打ったら、

「大丈夫ですよ。９月はユダヤの新年です。ハッピーニューイヤー」と返ってきました。

ユダヤ人は、紀元後７０年くらいにユダヤの神殿が崩壊して、エルサレム周辺から散らさ

れて以降、イスラエル建国まで国がありませんでした。自分がいる場所で、大変な災難に

あっても、逃げる所がありませんでした。そして、先の大戦で、ドイツでホロコーストが起き

ました。その反省の一つとして、なにか事があったときに逃げ込める場所を作る必要があ

るということになったのです。

これは、実はわれわれ一人一人についても言えることです。大変な災難や災害やあるい

は戦争や、原発の危機など、なにか危機に直面した時に、そこに逃げて行ったら、次の人

生を立て直せるか、ということを一人の人間として考えてみると、このディアスポラス・ポリ

シーというのは、非常に汎用性のある考え方だと思います。

６―先進国と新興国の間の人口流出入の変化
前述した問題ですが、日本の人材を集める力に陰りが出ている理由の一つとして、特に

中国や韓国との間の人材競争の問題があります。実際、国際的な人の移動は、いま東アジ

アでは、非常に熾烈な人材の取り合いになっています。

先進国全体として見ても、実は言えます。後で、データで見ますので、なるほどと思って

いただけると思います。

いわゆる専門技術職や高度人材は、今世紀になってからずっと流出超過になっていま

す。ところが、それが見えないようになっています。日本では、入ってくる人の数が増えてい

ると言われていますが、それは、留学生が入ってきて、その流出分を補っているからです。

留学生は、アジアの少子化あるいは所得の向上に伴って大変な勢いで増えています。昨

年、アメリカに留学した外国人の学生の数は７２万人を超え、最高記録となりました。こう

いった動きがあるため、先進国から新興国へ戻ってくるという、人材移動の高まりを見えな

くしているに過ぎないのです。

７―日本における総合移民政策の策定
以上のことを見た後、最後に、包括的な政策という視点から、こうした問題をとらえるた

めにはどうしたらいいかについて、いくつか具体的な提案を述べたいと思います。
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	 １	

	

	はじめに

１―講演の目的
この講演の目的は、国際的な移民と 両国の経済関係に関して得られる知見に基づいた

日本人とブラジル人の役割を示すことにあります。世界経済危機後の現実に照らしたエビ

デンスと具体的な観察及び日本での総合移民政策の実施について議論されていることを

述べたいと思います。

特に大事なのはこのエビデンスです。やはりエビデンスがなければ、一つずつ証拠で確

かめていく必要があります。ただ、データだけでは語れない部分がたくさんあります。在日

ブラジル人の境遇がどうなっているか、データをとっても、それを読み取るのは非常に難し

い。しかし、そのことをできたら示してみたいと思っています。

２―2006年の規制改革要望とその成果
先述のように、現在、規制改革要望の準備をしていますが、実は、すでに、２００６年に、

かなり内容をまとめて、規制改革要望を出しています。これが規制改革会議という内閣府の中

の会議に受け入れられ、雇用対策法の改正が実現しました。この法律に２８条、２９条などを

創設し、外国人が働いている場所をしっかり確認できる仕組みを作りました。そして、この法

律の改正と、２００９年７月に成立した入管法と住民基本台帳法の改正は、実は一体のもので

した。これも、２００６年に外国人集住都市会議が提出した要望がベースになっております。

３―安倍内閣の外国人政策
今回提出しようとしている要望が、前回同様に、次のきっかけになるかどうかはまだわか

りません。それどころか、むしろ心配な点があります。

昨年、日本で、安倍首相が就任してから、いわゆる「アベノミクス」として、積極的な経済

政策が進められていますが、実際には、外国人政策に関しては、高度人材の受け入れ以外

のことについては、極めて無関心になっています。確かに、政府の政策を企画立案する内

閣府は、定住外国人のための対策や行動計画が決めました。しかし、そこには、具体的な

達成目標として、いつまでに決める、又はいつまでに制度を作るといったことは、なにも書

いてありません。確かに、そこには、行政としてどのような対策をするかは書いてあります。

しかし、効果が出るまでどのような手段を採るのか、あるいはどのような法改正をするかと

いうことは書いてありません。
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ですので、厚生労働省や他の省庁がこの計画などによって縛られるということは、おそ

らくないでしょう。例えば、日本語講習の体制をとっても、これではその整備は難しいでし

ょう。国語施策や日本語教育を担当する文化庁という役所がありますが、文化庁だけで

は、働く人のための日本語のガイドラインを作ることはできません。現場の市町村で既に

行われているさまざまなノウハウを取り込まなければ作れないはずです。しかし、内閣府

の計画などは、文化庁や市町村を縛るものとはなっていないのです。

ですから、この点では、内閣府の動きはまだまだ非常に限定的なものだと思っています。

今の安倍内閣は、外国人政策について大きく３つのことに関心を持っています。

一つ目は、高度人材のためのポイント制です。この制度がなかなか周知されず、また、使

いにくいという批判があるので、改革しようという動きが進んでいます。外国人政策では、

これが前面に出ています。

二つ目が、先述した日系ブラジル人の再来日の禁止の解除です。

それから、三つ目が、ハウスメイドの受け入れです。安倍首相も何度も発言しています

が、わが国では、女性の人材が充分に生かされていないということが問題となっています。

そこで、現在、大使館の外交官や外資系企業のトップなどに認めている、外国人の家事使

用人の受け入れを、日本人にも認めようではないかという提案が出てきました。フィリピン

などから家事使用人を受け入れることで、家事から女性を解放しようという提案です。しか

し、月に１８万円や１９万円程度の賃金・労務費をハウスメイドに払って、雇えるような高額

所得者が実際にどのくらいいるかを考えると、これは、そんなに簡単でないことがわかりま

す。逆に、もし、低賃金でハウスメイドを入れてよいということになれば、大変な社会問題

が起きかねないということも、非常に懸念するところです。これは、あまりにも部分的で、ア

ドホックな議論です。決して、この問題に、このことだけで、自民党が対応しているとは、私

は思いません。そのことは、谷垣大臣にも申し上げました。

	 ２	

	

日本における移民の受入れと　　　　　　
送出しのバランスの変化

１―ブラジル人の動き
さて、先に述べましたように、日本をめぐる人材の移動に大きな変化が出てきたのではな

いか、という点について、次の表のデータを見ていただきたいと思います。これは、再入国許

可を得ている者も含めた、ブラジル人の入国者と出国者のデータです。最近、入管統計の取

り方が、法改正に伴って変更となり、以前のデータと接続しない部分が生じています。
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２００８年以降の部分を見ますと、純流出になっています。特に２００９年は６万４千人

以上の純流出になります。再入国許可を得ている者は、外国人登録をしたままで、いった

ん国外へ出ている場合もあるので、単純にこの純出入国者数だけでは、登録人口が変動

するわけではありません。

しかし、ご覧のように、登録人口は、２０１１年末の時点で２１万人となっています。その

後、ご承知のとおり、２０１２年には２０万人を切りました。

２―高度人材の動き
高度人材については、もっと激しい動きがあります。高度人材に関し、「人文・知識・国

際業務」というステータス（在留資格）を有する者について、同じように、次の表で入国者と

出国者のデータを示します。

このステータスに関しては、今世紀になってからほとんど流出超過ですが、登録者数で

みると、一見増えてきているように見えます。それは、特に中国人を中心に、「留学」からス

テータスを変更して、日本の国内で就労している人がいるからです。

しかし、別のサンプルの調査を見ますと、彼らは、３年くらい経つと、ほぼ４割が元の就

職先にいません。その中には、帰国した人やあるいは海外に移転した人がかなりいるの

で、平均して３年から４年くらいで日本を去っているのではないかと思われます。こういう動

きは、他のステータスについても調べてみますと、若干IT技術者の受け入れが多かったと

ころは増えておりますが、それ以外のところは同じ傾向があります。

【表２】日本国内のブラジル人の出入国者数及び在留者数

年 入国者数 出国者数 純出入国者数 登録者数

2002 71,763	 73,097	 △1,334 268,332

2003 79,692 66,791	 12,901 274,700

2004 79,960	 73,485 6,475 286,557

2005 91,268	 81,246	 10,022 302,080

2006 85,592 79,680 5,912 312,979

2007 80,912 80,152 	760 316,967

2008 69,692 82,514 △12,822 312,582

2009 37,380 101,667 △64,287 267,456

2010 45,733 58,753 △13,012 230,552

2011 43,660 59,105 △15,455 210,032

【出典】法務省の統計に基づき講演者が作成
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年 入国者数 出国者数 出入差 在留資格変更 登録者数

2002	 	101,178 	102,196 △1,018 727 40,861

2003	 			98,312 			99,287 △975 1,949 44,496

2004	 	112,828 	114,705 △1,877 2,378 44,493

2005	 	126,137 	126,931 △794 3,417 47,682

2006	 	132,843 	134,103 △1,260 4,159 57,323

2007	 	142,643	 	145,134 △2,491 5,938 61,763

2008	 	144,478	 	147,211 △2,733	 7,304 67,291

2009	 	145,217	 	147,498 △2,281	 7,863 69,395

2010	 	147,215	 	149,643 △2,428 6,677 68,467

2011	 	159,786	 	164,805 △5,019 5,422 51,687

【出典】佐伯（2013年）

【表３】日本国内の「人文・知識・国際業務」の在留資格を有する

外国人の出入国者数、在留者数及び在留資格変更者数

そのことをまとめたのがこの表です。

これまで、日本という国は、人材の受け入れ国だと信じ切っていましたが、今や人材を失

う国でもあります。

流出する最大理由は、デフレではないかと思っています。デフレが、非常に極端な労働

コスト削減の動きをもたらしています。

それから、先ほど尾崎先生がおっしゃっていたように、日本の雇用システムの中には、

【表４】日本における人口流出入のバランス
環境 要因 方向 流出入の理由 事例

■日本のデフレ
vs.世界のインフレ

■新興国の成長
vs.先進国の停滞	

■為替の変動

■企業による
全体の労働コ
スト削減への
強い圧力

■高い離職率
に対応し又は	
人的資源を開
発するための
雇用システム
改革の遅れ

流入
(国外から)

人口の減少と高齢化	 (
供給)	 及びグローバル
化による企業のビジ
ネスモデルの変化(需
要)の結果としての、
地域の労働市場での
ミスマッチ

■日系アジア人（新た
な日系人）である技能
実習生の純流入
■大卒留学生の採用

流出
(国外へ)

正社員に対し徐々に
進む選別又は評価及
び不安定雇用の増加

■日系ブラジル人など
の純流出
■留学生の早期　　
退職
■日本人技術者の　
流出

【出典】講演者により作成
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３年から５年で一仕事をして、実績を上げたら昇進したいと考えているような、そういうモ

チベーションが高い人たちを処遇しきれないという問題が残っています。これはきわめて

深刻な問題です。

上の表の右下部に「日系ブラジル人などの純流出」と書きましたが、日系ブラジル人な

どは、非正規雇用で雇われていて、働いていても技能が伸びない、そのうちリストラされ

てしまう、という流れの中で、やはり「流出」が大きくなっているということは、もう否定

できない事実です。どうやって、こういう人たちが、しっかり技能を伸ばして、資格を取っ

ていくのか。そのための人的投資のコストをどうやって負担するのか。あるいは本人たち

が、そういう訓練や教育を受け続けるモチベーションをどうやって維持するのか。これに

ついては、トレーニングを受けている間の所得の保証の問題もあります。ですから、でき

るだけ雇用保険の仕組みなどを上手に使わないと、なかなかこういったことはうまくいか

ないと思います。

あとは、最近支援訓練と言いまして、雇用保険に全く入っていない人に対しても、３か月

又は６か月の間、月１０万円を出して訓練を受ける制度があります。しかし、３か月や６か月

のトレーニングで得られる技能というのは、限界があります。きちんと技能を身につけよう

とすれば、１年あるいは２年、場合によっては３年かかる場合もあります。

今述べたようなことをきちんと考えていきませんと、現在の「負の連鎖」は止まらないかも

しれません。こうしたことから、特に日系人の方々の出国については、懸念をしております。

そして、この表には、最近時折問題になる日本人技術者の流出問題についても触れてい

ます。雇用が維持できなくなったときに、リストラしてしまってもうさようなら、というのはあ

まりにも寂しい話です。本当は、こういう人たちが自ら集まって新しい企業を興したり、ビジ

ネスを興したりするところが必要です。しかし、そうした受け皿がなかなかできないという

のも日本の現実であると思います。

	 ３	

	

	2012年外国人住民の生活・就労　　　　　
及び教育の状況に関する調査

１―滞在年数別の日本語能力
ここでも、データをちょっとお見せいたします。ここでは、日本語能力と滞在年数の関係

で見ます。これは昨年８月の時点で、外国人集住都市にいる９００人をサンプルとして調査

したものです。
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【表５】滞在年数別に見た日本語を話す力

滞在年数

日本語は話せるか

計
話せる 少し

（通訳必要） 話せない

10年以上 51.5% 43.9% 4.6% 100.0%

5年以上10年未満 18.6% 67.2% 14.2% 100.0%

2年以上5年未満 10.4% 65.8% 23.8% 100.0%

1年以下 6.5% 42.9% 50.6% 100.0%

全体の割合 39.0％ 50.8% 10.2% 100.0%

【出典】外国人集住都市会議（2012年）

１０年以上日本に滞在している人の５割以上が、日本語が話せると回答しています。ま

た、表全体を見ますと、日本語が話せるという人は、１０年以上日本に滞在している人に非

常に集中していることが分かります。

【表６】滞在年数別に見た日本語を読む力

滞在年数

日本語は読めるか

計
新聞も読める 簡単な漢字は

読める

ひらがな
又はカタカナ
は読める

読めない 不明

10年以上 16.3% 26.5% 43.7% 13.4% 1.1% 100.0%

5年以上
10年未満 3.0% 17.8% 56.5% 21.8% 0.9% 100.0%

2年以上
5年未満 0.0% 12.3% 57.0% 30.7% 0.0% 100.0%

1年以下 0.0% 16.7% 38.7% 43.5% 1.0% 100.0%

全体の割合 11.4% 22.5% 47.3% 17.9% 1.0% 100.0%

【出典】外国人集住都市会議（2012年）

それから、「新聞が読めるか」と質問すると、１０年以上日本に滞在している人でも、

１６．３％の人しか読めると答えていません。「平仮名とカタカナは読める」という人たちは

かなりいますが、「単純な漢字が読める」というのは、やはりものすごく難しいようです。

２―日本語能力と家族の就労状況
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【表７】回答者の日本語能力とその属する家族の就労状況

回答者の日本語能力

就労形態別の家族構成

計正社員で働
く者がいる

正社員はお
らず、派遣
事業で働く
者がいる

正社員や派
遣労働者は
おらず、パー
ト他で働く
者がいる

働く者はい
ない

話せる 42.4% 31.3% 17.6% 8.6% 100.0%

少し（通訳必要） 26.5% 49.2% 16.1% 8.2% 100.0%

話せない 29.8% 22.0% 28.2% 20.0% 100.0%

合計 35.3% 38.2% 17.5% 9.0% 100.0%

【出典】外国人集住都市会議（2012年）

この表は、日本語能力が雇用とどのような関係があるかを示したものです。ただ、この調

査のやり方には、ちょっと限界があります。この調査は、聞いた人の言語能力と家族全体の

就労者の構成とを掛け合わせて聞いているので、一人でも正規雇用あるいは正規雇用に準

じた人がいれば、この表の「正社員で働く者がいる」に該当することになります。「正社員

はおらず、派遣事業で働く者がいる」場合はその右側の欄、「正規雇用も派遣もいないパ

ートで働いている正社員や派遣労働者はおらず、パート他で働く者がいる」場合はその次

の欄になるように、作成しました。

この表の数値だけ見ると、私は、決して悪いものではないと思いました。確かに、見かけ

の数値だけでは、本当のところは分かりません。しかし、正規雇用として、企業で戦力とな

っている人が、３分の１以上いることになります。

実際には、本人はそう思っているだけかもしれません。しかし、私は、このことをある程

度心強く思っています。日系ブラジル人がみな苦しい仕事をして、それにもかかわらず、技

能が全く身につかないような状況にあるとは言えない。企業の戦力となっている人は必ず

いますし、また、実際に私は、そういう人に会ったこともあります。ですので、この数字は決

して嘘ではないと思っています。

ただ、その一方で、派遣形態の人たちが４割近くいます。さらに、一番深刻なのは、パー

トで、非常に短い間しか働けない人たちがまだまだたくさんいます。この人たちは、家計が

非常に苦しい状況にあります。

３―日本語能力と家族の所得の十分度
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【表８】回答者の日本語能力と家族全体にとっての所得の十分度

回答者の
日本語能力

所得は家族
全体にとって
ほぼ十分で
ある

所得は家族
全体にとって
やや不十分で
ある

所得は家族
全体にとって
全く不十分で
ある

公的な援助
によって生活
している

その他 計

話せる 47.2% 28.1% 18.4% 2.2% 4.1% 100.0%

少し
（通訳必要） 40.8% 32.6% 17.2% 3.7% 5.6% 100.0%

話せない 35.2% 31.8% 19.3% 10.2% 3.4% 100.0%

合計 42.5% 31.0% 17.8% 3.8% 4.9% 100.0%

【出典】外国人集住都市会議（2012年）

次は、日本語能力と所得の関係を見ます。この表では、日本語能力の高さと所得の十分

度が比例して、その数字が左上から右下にきれいに降りています。

「公的な援助によって生活している」人が、全体の３．８％います。「公的な援助」には、

生活保護あるいはそれに準じるもの、また、児童扶養手当も含まれるでしょう。

しかし、なにより「所得は家族全体にとって全く不十分である」人が１７．８％もいるとい

うのが、やはり非常に問題です。

この中には、子供を養っている「シングルマザー」の人も含まれます。例えば、ブラジル人

の夫が仕事をせず、所得がなくなって、夫の収入では家計を維持できなくなり、妻も働い

ている。そのうち、夫は、行方知れずになってしまった、あるいはブラジルに勝手に帰って

しまった。ところが、子供は、日本で学校に通って勉強しているので帰れない。そのため、

妻が日本に残って、シングルマザーとして働いているという例があります。そういう例を、私

は、津市でも、あるいは総社市でも見ました。

いったいどれくらいの人がそのような状況にあるのか、正確なデータは分かりませんが、

ここで述べた「公的な援助によって生活している」３．８％の人と「所得は家族全体にとっ

て全く不十分である」１７．８％の人の中に、そういう状況の人たちがかなりいるというのは

紛れもない事実だと思います。市役所とか国際交流協会などで雇っている、通訳や相談役

になっている日系ブラジル人のキーパーソンに話を聞きますと、結構深刻な家庭崩壊の状

態が浮かび上がってきました。
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	 ４	

	

日本ブラジル間における　　　　　　　　
経済関係の変化

次ですが、日本ブラジル間における経済関係の変化についてです。ここには、いくつか

問題があります。その問題点を、整理して４つ上げます。

１―日本からブラジルへの直接投資は、いまだ大きなものにはなっていない
この４、５年の間に、日本からブラジルへの投資が増えました。

日本の直接投資は中国に非常に集中しています。中国に出ている日系企業数はなんと

２万社以上といわれています。日本経済が中国経済に対する依存度が非常に高くなってし

まっています。そのため、中国で万が一のことがあったときに日本にその危険が及ぶ可能

性がある。これを「チャイナ・リスク」と一般に呼びますが、企業はそれを避けようとして、

他の国への投資を増やしています。

ブラジルには、現在でも２８０社から３５０社くらいしか、日系企業は進出していませ

んので、投資額が大きいとは言えません。ただ、確実に増えてきており、昨年と一昨年

では、少し減ってきた中国への投資の４分の１ぐらいの金額になっています。この金額

だけを見ると、インドへの投資金額よりは少ないのですが、ロシアへの投資金額よりは

ちょっと多いくらいになっています。決してブラジルへの投資が少ないということはあり

ません。

２―両国間の国際取引が「垂直型分業」となっており、資源や食糧を求める新興国と

【表９】日本ブラジル間における経済関係の変化

１
日本からブラジルへの直接投資は、いまだ大きなものには
なっていない。（2012年現在267社1,740百万USドル：東洋
経済新報社）

２ 両国間の国際取引が「垂直型分業」となっており、資源や
食糧を求める新興国との深刻な経済競争を招く。

３ 日本からブラジルへのＯＤＡが両国間の直接投資や貿易
の拡大に結びついていない。

４ 両国間の人的移動がほとんど日系人で占められ、多様性
を欠いている。
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の深刻な経済競争を招く
また、日本とブラジルの経済関係は、どうしても、食糧や、鉱物資源、鉄鉱石などの資源

を中心として、いわゆる垂直型分業になっています。これではなかなか経済関係が進展し

ません。かえって、中国がブラジルに大豆や資源を買い付けに来ると、日本と競合すること

になります。これも結構大変な問題だと思います。

３―日本からブラジルへのＯＤＡが両国間の直接投資や貿易の拡大に結びついていない
日本は、ブラジルに対して、以前はODAをかなり供与していました。しかし、これが投資

や貿易の拡大にうまくつながってきませんでした。

４―両国間の人的移動がほとんど日系人で占められ、多様性を欠いている
さらに問題だと思っているのは、人的交流の中身です。日本とブラジルのデータを、日

本とインド、日本と中国、日本とインドネシアなど、他国とのデータと比べてみます。そうす

ると、日本とブラジルの間の移動は、日本とフィリピンとの間によく似ています。移動の中

心になっているのは、日系人です。日本から出る人も、日本に入る人も、いずれもそうなっ

ています。

中国の場合はそうではありません。留学生、あるいは旅行者、研修生など、多様な人が

来ていて、その人たちがまた再来日してビジネスマンや企業家となって来て仕事をしたりし

ています。いろんな人の行き来があって、人と人との連鎖が広がっています。

こうした連鎖が日本とブラジルの間では起きにくいのです。こうしたことを解決するため

には、日系ブラジル人をひとつのキーにして、もっと両国間の人的交流を増やさなければい

けないでしょう。

それで、私は、サンパウロ大学と共同で授業をすることを提案したいと思い、二宮先生

に、関係者の紹介をお願いしているところです。地球のちょうど反対側同士なので、テレビ

で授業を同時に行うという試みもなかなか難しいかもしれません。ただ、日韓の間では、例

えば、ソウルでの授業を大阪で見せるということをすでに実施しています。日本とブラジル

の間では実現できないでしょうか。

人々の移動が見えないところで貿易や投資の拡大を支えているということを考えると、

両国に住む日系人を土台にして、両国をもっと身近な存在にするために、どのようにして交

流を増やすかを考えなければならないと思います。
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	 ５	

	

「ディアスポラス・ポリシー」の　　　　　
必要性の高まり

次は、「ディアスポラス・ポリシー」の話をします。

イスラエルという国が、逃げる所がなかった人たちをとにかく受け入れる場所として作ら

れたということを、私は、イスラエルに行った時に、非常に身に染みて感じました。

「ディアスポラス・ポリシー」については、伝統的には、ドイツとイスラエルに代表的な制

度があります。先祖を何世までで切るかというのは、国によってそれぞれ違いがあります。

ドイツでは、第二次大戦後にできた帰還法が、ある種の偶然から、何世代さかのぼって

も、ドイツ人であったことが証明できれば、国籍が取れる制度になりました。こういう点で

は、奇しくもイスラエルと似ております。ただ、イスラエルは、ユダヤ教徒であれば、イスラ

エル人になれるという制度になっていますので、これは独特のものです。

いずれにしても、非常に大事なのは、単に人の出入を管理しているだけではないという

ことです。帰還した人たちに対しては、所得の支援をしながら、集中的に６か月から１年程

度の期間、言語のトレーニングを安心して受けられるようになっています。また、その他に

も、さまざまな基礎的なオリエンテーションを受けられるようになっています。こうした対

策は、イスラエルとドイツでは少なからず実施されています。

これは、人が入ってくる「入口」だけを管理して、入ってからのケアをしない制度では、社

会的には、十分な機能はしないということを示す、まさに代表的な例だと思います。ただ、

人数が限られているから、このような対策がとれるというのも事実でしょう。

もう一つの例としては、インドが挙げられます。インドは、インド系の外国人に対して、

６か月間滞在し、仕事などどのような活動をしてもよいという権利を認めました。しかも、

海外にいるインド人の支援をする  Overseas  Indians  という役所も創設しました。これ

は、明らかに、経済的な理由によるものです。海外からの技術移転、国内での貧困問題へ

の対応等に、海外に出ている移民の力を借りたいというのも理由の一つです。また、在外

の富裕層に、インド国内に対し、なにも支援をしようとしない人が少なくないという裏の面

もあります。

「ディアスポラス・ポリシー」の観点から、日本がブラジルの日系人のために、どんなに

施策をしてきたのか、もう一度問い直す必要があると、私は深刻に考えています。しかし、

一般には、そこまで深く考える人は、なかなか多くありません。
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	 ６	

	

先進国と新興国の間の　　　　　　　　　
人口流出入の変化

さて、五番めとして、まずは、中国人留学生のデータを見てください。これは、OECDが集

計したもので、さまざまな研究でよく利用されています。

このデータを見ると、留学に出る中国人も増えていますが、帰国する中国人も非常に増

えているのがわかります。つまり、依然として海外に出る人が多いのですが、それだけでな

く、新興国である中国に戻って、雇用の場を求めている人も増えていることになります。

これは、中国の例ですが、東南アジア諸国でも、次第にこのような傾向になりつつあり

ます。特にインドネシアは大変な消費ブームですし、マレーシアも華僑が非常に元気になっ

ています。このようなことも背景にあると思います。

【表10】	中国における中国人学生の出国と入国,	1996-2011

	【Source】National	Statistical	Yearbook	of	China.

	 ７	

	

	日本における	　　　　　　　　　　　　
総合移民政策の策定

さらに話を進めますが、日本では、外国人の受け入れ政策について議論するときに、

「多文化共生」（multicultural  coexistence  policy）という言葉を使います。この言葉
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EU加盟国　①→②→③　　　日本　①→②（→④）

は、もともと、９０年代初めに川崎市で始まった動きの中で生まれ、震災のあった神戸や大

阪で別の意味で使われるようになりました。外国人集住都市会議では、２００４年からこ

の言葉を使っています。「多文化共生」とは、外国人の文化やアイデンティティを尊重する

だけでなく、その権利を保障し、義務の遂行を助けるということを意味しています。私は、

社会参加を促進するという意味も加えて、「多文化共生」と言っています。この言葉は、意

味を定義しないまま、議論をすると非常に混乱します。ここでは、今述べたような意味で使

っていると考えてください。

「多文化共生」を実現すべき理由は、このような対策をとることによって、次の世代がし

っかり元気に育ってくれる、あるいはそういう人たちが能力を発揮して、受入れ国に貢献し

てくれるというところにあります。その結果、人を受け入れるに伴って、全体として受入れ

のベネフィットは上がるし、さらに、すでに受け入れた人をこの制度のインフラととらえれ

ば、さらに受け入れることによって、全体として受入れのコストを下げていくことができると

思います。

【表11】日本とヨーロッパの移民政策を比較したグラフ

 

このような観点から考えると、多文化共生政策は、先進国で「インテグレーション・ポリ

シー（ Integration Policy ）」と言われているものにあたることになります。ただ、日本で

は、まだ、地域の力に頼りで、現場ではたくさんのボランティアが支えているようなレベル

に止まっていて、インテグレーション・ポリシーのレベルまで行っていません。さまざまな
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集計を見ても、この政策に使われる資金は、以前比べれば増えてはいるものの、大した額

にはなっていません。そういう意味ではまだまだだと思っております。

	 ８	

	

まとめ

いま、日本の国内では、在日ブラジル人の雇用を安定させるための職業訓練の強化が非

常に大きなポイントになっています。しかし、昨年取ったデータによれば、若い在日ブラジ

ル人が、高校に進学しても４割が授業について行けないという結果が出ています。大学に

進学する人も出てきましたが、やはりまだまだ限られております。

その一つの背景に、このような人に対して人的投資をしても、日本の教育を受けている

ために、日本人と同じ扱いになってしまうために、外国人政策として位置づけできないとい

うことがあります。しかし、政府が高度人材の受け入れを促進する政策を取るならば、な

ぜ若い在日ブラジル人にもっと支援をして、高度な人材にしようとないのか、私は、この点

を強く訴えてきています。

移民に関して、ジェネレーション・エフェクト（generation effect）という概念がありま

す。移民の二世、三世が成功し、その人たちのステータスが上がって行けば、ジェネレーシ

ョン・エフェクトはポジティブであるということになります。このままだと、わが国は、ジェネ

レーション・エフェクトはネガティブになってしまいます。この部分については、とにかく早

く手を打たなければなりません。

この点から、法務省に対しては、帰国支援事業による再入国の制限も解除を、ただ頭越

しで決めるのではなく、受入れ支援策を強化することとセットで、判断して欲しかったと思

っています。

「多文化共生」には、外国人の文化やアイデンティティを尊重し、権利の保障や義務の

遂行を助け、それからなにより、社会参加を促進するための様々な支援が必要です。これ

がないままに今の政策を続けて行ったら、不幸なブラジル人の若者をこれまで以上に多く

生み出してしまうと、強く危惧しています。

そして、日本が人材を受け入れていくうえで、こうした制度を整備することこそ、結果とし

て、非常に暮らしやすい、子供が育てやすい、あるいは家庭と仕事と両立しやすい、といっ

たメリットを日本社会全体にもたらすことになるでしょう。なんといっても、日本はまだ治安

がよい国です。そういう意味で、これまで述べたような社会的インフラをしっかり築きあげ

ていくことが必要です。今後も、出入国管理と、社会統合と、この二つの柱（two pillars）
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のしっかりとした確立を、政府に強く求めて行きたいと思っております。

	 9	

	

付言

最後に、日本に住む外国人の問題が日系ブラジル人に限られなくなっていることを指摘

しておきたいと思います。

私どもの都市連合「外国人集住都市会議」は、もともと日系ブラジル人が集住している

都市が集まりです。しかし、最近、非常に人口構成が多様化してきており、ブラジル人が他

の国から来た技能実習生によって置き換えられていく兆候が見られます。「外国人集住都

市会議」で調査したデータの上でも、そのことが表れています。

さらにアジア系の子供たちが、小学校や中学校に非常に増えております。三重県伊賀市

の中学校などでは、扉に五か国語で言葉が書いてありました。そこでは、数学の授業も、

日本語で行いつつ、他に四種類の言語で書いてあるといった状態になっていました。

「外国人集住都市会議」は、もともと日系人を中心とした政策を議論してきましたが、こ

れからは、そろそろ、アジアからの入ってくる人 を々含めた、広くさまざまな国籍の人にもし

っかり対応できるシステムを作らなければならなくなってきています。このことを、ひとつ

指摘しなければなりません。

このような変化は、在日ブラジル人の人口が減っていることも一つの原因ですが、同時

に、日本が、中国だけでなく、東南アジアとの間でも、人の行き来が非常に増えているとい

うことの証しでもあります。さらに最近では、ミャンマーやネパールなどから来日する人も

増え、日本に学校を作るようになっています。また、第三国定住の難民も、少しずつとはい

うものの、地域に入ってきています。

このような状況の中で、日系ブラジル人を受け入れてきた様々な過去の経験を、ほかの

国の人にもしっかり移転していけるようにしたいというのが、私自身の願いです。こうした状

況に、これまで日系ブラジル人に対応してきた地域の、ソーシャル・キャピタル、または人

的資源ともいうべき社会的インフラが、ベースになって対応できるということが重要だと思

います。そういう意味で、決して私どもは、日系人のためだけの政策を扱っているのではな

く、むしろそれが発展して、大きく広がっていくことを願っています。

先ほど来、日伯関係を、非常に多様な交流をしないといけないと述べましたが、これま

でのような、血縁あるいは家族といった関係に基づく移民に限定した交流ではなく、やは

りそれをどこかで超えていく努力をしなければならないでしょう。それは、都市連合自身に
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経済評論家、元ブラジル中央銀行理事

横田　パウロ

ご出席の皆様並びに各政府関係者の皆様、こんにちは。

このような素晴らしい聴衆の方々の前で話すことができる機会を与えてくれたCIATE、特

に二宮正人理事長に感謝申し上げます。この貴重な機会を活かすために、今日の世界の潮

流の中で、日本・ブラジル間の交流をどのように考えたらよいかについて発表しようと、準

備してきました。特に、一般的には必ずしもそうではないものの、私が注目に値すると考え

る、いくつかのトピックを扱います。今日の発表が、国際交流におけるブラジルの立場を理

解するのに役立てばと思います。

残念ながら、日本とブラジルの二国間の交流の最も輝かしい時代が、すでに過去のもの

となったことは認めざるを得ません。しかし、現状でも、一定の評価に値するものですし、

講演

4 ブラジル日本両国間の交流
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さらに、現状よりも、より高い段階に押し上げる可能性も具体的にあります。こうした指摘

をすると、衝撃を受ける人もいるかもしれませんが、国際交流については、異なる財を生産

する二国間の相互補完関係の必要性がよく強調されますが、実際には同じ部門の財を生

産する二国間のほうが、より発展する傾向があります。

1970年代、ブラジルは、ゼネラル・モーターズ社などの自動車用エンジンを日本に輸出

し、日本は、これを組み立てて北米その他の国際市場に輸出していました。当時のブラジ

ルは輸出に対して、より積極的な姿勢をとっていたため、日本IBM社に対し、高性能コンピ

ューターのための部品輸出なども行いましたが、現在はこうした姿勢はなくなっています。

当時、これらは、経済発展にとって戦略的な製品と考えられていました。

ブラジルは、現在でも、依然として、自動車やその部品をイタリアのフィアット社に輸出

し、国内市場向けには、他の車種やその部品を輸入していますが、日本を含む、他の諸国

やその自動車メーカーでも、同じような現象が起こっています。近年、日本に起源を持つ多

くの企業は、多国籍企業となりました。その例として、旭硝子を挙げることができることが

できます。同社は、世界最大のガラス製造メーカーですが、本部をブリュッセルに置き、今

年中にブラジルで生産を開始する予定となっています。ブラジルの現地法人は、日本人の

会長、イタリア人の社長とベルギー人の販売担当役員を擁し、国際企業にふさわしい体制

となっています。

日本最大の武田薬品工業株式会社をはじめ、日本の製薬会社がブラジル市場の30%の

シェアを有することはあまり知られていません。しかし、これは、決して無視できない数値

です。これは、スイスや北米の現地法人を通じた、ブラジルへの製品の大量輸出によるも

ので、今後、数年内にますます増加するでしょう。日本経済がここ数十年停滞状態にあると

いう識者もいますが、こうしたことは、日本が加速的に変化し、世界経済における重要性を

ますます増していることを示しています。

日本企業は、人口が減少傾向にある日本国内では成長しなくても、近隣のアジア諸国の

ような新興国では、成長することが予想されます。現在の日本は、福島の放射線管理の問

題を含め、様々な困難に直面しているにもかかわらず、いわゆる「アベノミクス」の経済政

策により、大きな飛躍をしようとしています。

ブラジルは、今後も日本企業の進出を歓迎しており、また、多数の日本企業も、ブラジル

での事業計画を発表しています。進出する企業にとっては、熱帯性気候に属することが非

常に特徴的な、新興経済であるブラジル市場の現状に製品を適応させるよう、現地のマー

ケティングに力を入れることが重要です。

小池百合子元防衛大臣は、日本の国会議員の中でも最も聡明な人物で、安倍晋三内閣

の中核である自由民主党総務会長を務めています。小池氏は、先週木曜日、世界の地政学
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に興味を持つ会員が利用する組織である、プロジェクト・シンジケートに寄稿しました。

この寄稿では、日本政府の関係者間ではあまり見たことがない鋭い視線から、米国の

優柔不断な外交政策のために、日本を含めたアジア諸国が困惑していることを指摘してい

ます。今日、経済成長面でも防衛面でも、アジアは戦略的に重要な地域であり、特に防衛

局面は危機的展開を迎えています。ヒラリー・クリントン氏が国務長官を務めていた時代

は、米国もアジアに注目していました。中国が軍事費を拡大し、近隣アジア諸国も米国との

同盟を強化して軍事費拡大を余儀なくされています。

しかし、最近のシリアやアラブの春など、中東にさまざまな事態が生じたことにより、バ

ラク・オバマ大統領は、世界における中東の優先順位を上げざるをえなくなりました。小池

氏は、こうした姿勢がエジプト、パキスタンをはじめ、日本を含めた米国と同盟を結ぶアジ

ア諸国を当惑に陥れたと指摘しています。同大統領が宣言したことで、かえって、シリアの

ガス兵器を国連へ引き渡すことを仲介するロシアの影響力が増しました。

世界中に疑惑が広がりました。私は、悲しいことに、冷戦時代に偉大な実業家であった

ヘルマン・アブス氏の言葉を思い出さずにはいられませんでした。同氏は、メルセデス・ベ

ンツ社、ドイツ銀行、ルフトハンザ航空をブラジルへ進出させた立役者であった人で、既に

伝説となった日本の実業家・土光敏夫に比される人物です。

アブス氏は、裕福で3人の子がいるドイツ人は、安全の問題から、1人をドイツに残

し、1人を米国に、もう1人をブラジルに移住させるべきだと説きました。小池氏は、日本の

有力な同盟者である米国が優柔不断で、国内及び国際レベルで、外交に関する確固とした

態度を示せないのであれば、残念ながらアジアの地政学的状況は困難なものになると述

べています。

ブラジルは、軍事リスクが非常に少ない国で、日本人は、安全を考えるならば、地政学の

視点でみて、世界中で最もリスクの低いブラジルに、その投資の一部を振り分けることをお

勧めします。

小池氏は、米国と中国が二大大国として対峙する悲惨な状況が生じる可能性が現実的

であると考え、その時には、米国と同盟を結ぶアジア諸国、取り分け日本が非常に困難な

状況に陥ると危惧しました。日本人は、危険を分散する方法を考える必要があります。第

二次世界大戦直後にしたように、子供たちの一部をブラジルに移住させ、さらに、日本企業

を通じてブラジルへの投資を拡大する必要があります。日本とブラジルの関係は、このよう

な視点から検討されるべきなのです。

ブラジルのバレーボールは、日本人の指導の下に発展し、今日では、女子チームは9回の

世界チャンピオンに輝き、同チームが一番最近優勝した世界大会は日本で行われました。

男子チームも健闘しています。日本人は、ブラジル人指導者からサッカーについて多くを学
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び、日本の女子サッカーチームは、現在世界一となっています。ブラジル柔道の女子チーム

は、日本人の指導の下で、世界大会準優勝者を輩出し、まもなく日本チームを追い抜くので

はないかと期待しています。近い将来に、日本の男子サッカーチームが世界一となる日が

来たとしても、驚くにはあたりません。このように、日本とブラジルの関係は、経済・貿易部

門に限られず、文化やスポーツ部門にも広がっています。

セラード地域の開発のみならず、大豆栽培においても、ブラジルは日本人の指導から多

くを学び、今日のブラジルは世界最大の大豆輸出国です。さらには、アジア諸国への輸出

向けに、輸送費を節減できる可能性があるとして、旧ポルトガル領であるアフリカ諸国のサ

バンナでの大豆栽培を検討しています。また、日本で消費される多くの製品は北米製だと

思われがちですが、例えば、オレンジジュースは、フロリダやカリフォルニアで事業を展開

するブラジル企業が、ブラジルで製造しています。ブラジル経済もグローバル化が進展して

おり、今日、ブラジル企業のアンベブ社は、世界最大のビールメーカーです。牛肉や鶏肉メ

ーカーも国際市場で注目を浴びています。

ブラジルは、アジア及び日本向けの鶏肉輸出大国で、鶏肉を輸入しておきながら、豚肉

及び牛肉輸入を認めない衛生上の理由は無いことから、まもなく豚肉・牛肉類の輸出も開

始されるでしょう。食肉は、特定の切り身又は焼き鳥などとして、最終消費の一歩手前まで

加工して輸出することで、付加価値を加えることができます。

ブラジルは、重要なサトウキビの生産国で、従来の砂糖生産を損なうことなく、環境負

荷の低い再生可能燃料エタノールを生産できます。化石燃料は、地球温暖化を推し進め、

アジア諸国で起こっているような自然災害を増大させますが、世界はいまだに化石燃料の

消費に固執しています。

ブラジルは、単なる鉱物資源や農産物の生産者というだけに止まろうとは考えていませ

ん。工業製造品や洗練されたサービスの輸出により、付加価値を加えることを目指してい

ます。そのために、日本人は、高度な包装技術や、小売店における食品の魅力的な外装の

ノウハウを有しているので、そこからは、学ぶことが多くあります。今日、ブラジルの電気料

金は、日本の電気料金と同じくらいになっており、日本の技術により、これを経済的なもの

にする必要があります。

かつては、アジアの新興諸国と同様に、ブラジルの人件費も安価でした。しかし、ブラジ

ルでも日本同様に、より正確に単純作業が効率的に繰り返し行えるよう、産業用ロボット

の導入が必要となっています。サービス部門でも、日常生活の動作の能力が低下した高齢

者を支援するために、介護ロボットの導入を検討する必要が生じてきており、そうした高齢

者の需要は増える傾向にあります。現在、ブラジル人は、世界中で就労しており、先端技術

の業界でも十分な競争力を持つ飛行機を製造するなど、技巧的に優れた業種でも活躍し
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ています。

ブラジルの銀行システムは洗練された安全なものです。消費と生産能力の拡大に貢献

し、世界の大半の国々のシステムより、おそらく安全性が高いでしょう。しかし、いわゆるミ

セス・ワタナベ（Mrs.Watanabe：個人のＦＸ投資家の俗称）が引き起こしたような投機的投

資は望んでいないにもかかわらず、外国当局は、必ずしもこのようなブラジルの銀行業務

を理解していません。

日本は少子高齢化による人口減少傾向にありますが、ブラジルでも、予測以上に早く、

今後数十年内に同じ問題に直面し、いわゆる人口ボーナスを失うでしょう。ただ、ブラジル

は、今でも世界中から移民を受け入れており、特に現在、日本移民の黄金期と同様、毎年

多数の中国人移民を受け入れていることはあまり知られていません。ヨーロッパ及びラテ

ン・アメリカ各国からも、高い技術を持った人 を々含め、失業の問題を抱える移民を多数受

け入れています。

ブラジルは混血の国で、日系人の間でも「二世」で日本語を話すのは約10％、「三世」と

なるとおそらく1%以下でしょう。他民族や他文化との混交は急激で、おそらく他の移民諸

国よりも早く進んでおり、人種差別も皆無ではないものの、わずかです。ブラジル人の創造

性は、ポピュラーミュージックにも合わられており、これは全世界に知られ、日本でも認め

られていますが、こうしたことは、ブラジル人口の急激な混交から生まれたものです。

世界のグローバル化はシルクロードの時代に始まりましたが、近年のコミュニケーショ

ンの手段の発達により、そのスピードが加速してきました。我々は、このような世界で生き

抜くことを学ばなければなりません。一つの列島に閉じこもったガラパゴスのような文化

は、生き抜くことができません。大半の外国人は、ブラジル人はよく働くが、人生を楽しむ

ことも知っていると考えています。神経症になる必要は無いのです。日本でも、サンバ・パ

レードが開催されるようになりましたし、我々ブラジルが陽気で愉快な民族で、その長所

は吸収する価値があるということが知られるようになってきています。

我々の文化的な伝統は、ポルトガルから承継したものですが、他の民族や文化との混交

を容易とする、寛容な姿勢を持ってきました。気軽な生活ができる、ブラジルの海岸地域

に居住地を移す外国人が増えています。我々は、メディアで誇張して報道される暴力が、い

までは減少してきていることを強調して、ブラジル社会の長所をもっと知ってもらうよう努

めています。

ブラジルは、わずか数世紀しか歴史がないにもかかわらず、広大で多様であり、ブラジ

ル人自身も自国をよくわかっていないという自覚があります。しかし、ブラジルは非常に豊

富で多様な生物がおり、薬品や多くの食品の生産において、世界の力になることができま

す。我々は、持続可能性を維持しなければならないことと、そのためには、他国の経験の成
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功例から学ぶ必要があることをわかっています。この課題のためには、日本人は我々の大

きな力となり得るでしょう。

健康を害する汚染や、地球温暖化が原因である異常気象の増加など、あらゆる代償を

払ってでも、開発を進めるべきであると考えていません。我々は、生産性向上とともに、ブ

ラジルが恵まれた資源を無駄にしないように、精力的な調査を続けています。ブラジル

は、世界で最も水資源が豊富な国ですが、飲用水は世界中で不足する傾向にあります。

若年層のブラジル人の多くは、社会的地位の向上に最適な手段が教育であることが知

っています。ブラジルでは、学生が、昼間働いて自活しつつ、1日の勤務時間を終えた後

に、勉学に勤しむため、公私の大学の夜間コースが一杯であるということを知って驚く人

は、少なくありません。

教育、保険、社会的対応の改善、物理的及び社会的インフラの部門では、いまだに多く

の課題が山積しています。ブラジルの所得配分はいまだに偏ったものですが、世界でも稀

に見るほど思い切った形で改善されてきており、新たに誕生した中流階級が国内消費を拡

大しています。インスタントラーメンをはじめとする日本製品は、このような新たな中流階

級の需要を充たしています。

また、ブラジル人には健康的な食生活への関心が高まっており、日本食はブラジル人

の間で一般的なものとなりました。醤油、酒、味噌や豆腐は、今では日系ブラジル人コ

ミュニティの日系人よりもブラジル人がより多量に消費しています。オーガニック製品

の需要は、年間二桁を超える割合で成長していますが、これには日本人の健康的な生活

習慣からの多大な影響が見られます。

ブラジルは民主主義の国です。この国では、自由選挙により、高等教育を受けていな

い工場労働者が連邦共和国の大統領となったり、女性の元ゲリラ戦士が国と政府を率い

たりすることが可能です。軍事政権の独裁時でも、大統領の就任期間は今とあまり変わ

らず、一人の独裁が続くのではなく、複数の大統領が交代していました。問題点はあり

ますが、多くの場合、ブラジルとブラジル人は、非常な柔軟です。

ブラジル人は、今の社会に満足していません。公共の場所ではその不満からデモが起き

ています。世界的な流れを反映した、こうした新しい動きに、一部の無政府主義者も警察

権力も、対応が追い付いていません。ブラジル人は、デモの際に見られる暴力に反感を持

ち、これを封じ込めようとしています。

ブラジルの選挙は電子選挙で、アマゾンまで含むほど、広大な国ですが、投票結果は

選挙当日に確定します。これは米国ですらなしえていないことです。

我々は、日本を含めた外国から得た知識の改良に成功しています。サンダルのブラン

ド「ハワイアナス（Havaianas）」は、ジゼル・ブンチェンをはじめとするブラジル人モデ
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ルのおかげで全世界に知られるようになりましたが、これは、日本の「ぞうり」の改良版

なのです。

1960年代、ブラジル経済が二桁台で成長していたころは、当時日本で採用され、「日本

株式会社」として有名な経済政策がブラジルでも採用されていました。

現在、日本は、「アベノミクス」を採用し、より顕著な経済成長を求めて、国際関係の深

化に努めているように見えます。地理的近さから、アジア地域が日本企業の進出先として

好まれていることは誰もが知るところです。しかし、二国間協力を通じ、地球の反対側にあ

る日本の製鉄業の発展を支援するため、安価ではあるが重量のあるブラジル産鉱石を輸

送するため、効率的なシステムを構築することを成し遂げた者にとって、こうした両国間の

距離はおそれるべきものではありません。

ブラジルは、我々に課された制限を承知しつつも、これを乗り越えようと奮闘していま

す。批判を真摯に受け止め、同時に世界が我々の意見に耳を貸すことを希望しています。

外交政策においては、ブラジルは政策が一致しない国も含めた、あらゆる国 と々の対話

を続けています。ブラジルにはブラジルの宗教がありますが、他の国々の宗教も尊重しま

す。我々はブラジルが開かれた国であると思っていますが、社会的格差を減らすために、

更なる社会制度の改善が必要です。

日本・ブラジル間には、両国を疎遠にするよりも、両国間の絆を深めるような事象が多

数存在します。第二次世界大戦中でも、両国間に直接の紛争は起こりませんでした。我々

は、両国間関係をさらに深化させ、より良い世界のために貢献することが可能でと信じて

います。これについては、話すことよりも実行することが大事で、そのために必要な課題

は、非常に広範に及ぶものとなり得ます。

以上、ブラジルと日本の二国間関係を、ラテン・アメリカ及びアジア全体の文脈に当ては

め、地域、国、それから世界的規模での課題が存在することを示してきました。このような

課題は、両国関係を今後も深めていく作業に、資するものです。

ありがとうございました。
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課せられた非常に重い課題です。このような課題を持ち出すと都市連合の中にも、すぐに

アレルギー反応が出ます。私たちは、日系ブラジル人を中心として集まったんだという主張

が、どうしてもやはり出てきます。このことも、指摘しておきます。

本日の講演だけでは充分にお話できなかったこともありますが、ぜひ皆さんの闊達な議

論を期待しております。

ご清聴ありがとうございました。
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	 質問者	

	

	

【質問】
質問というより、要望があります。

私は、今から30年ぐらい前にブラジルに移民で来ました。それから、途中で家族の問題で

いったん戻って、日本からまたこちらに来ました。

最初に来た時に感じたのは、ブラジル人は日本のことを知っているということです。日系

人問わず、ブラジル人はだいたい知っていました。でも、日本人でブラジルのことをどのくら

い知っているのかというと疑問です。日本では、アメリカやヨーロッパ一辺倒に教育が偏っ

ています。

特に、最初にブラジルに来た時に素晴らしいなあと思ったのは、あの時はまだ公式に移民

を受け入れていましたので、学校を解放して、確かモブラール（MOBRAL）と呼んでいたと思い

ますが、来たばかりの移民者に、ポルトガル語を教えていました。日本でも、そういう取り組

みはないのでしょうか。

日本は、役所が多すぎて、その縄張り争いが激しいのですが、それを一本にして、日本語

を徹底的に教えてくれるような学校を作ってほしいと思います。

私は、２０１１年にブラジルに戻ったのですが、当時、日本の地下鉄などには、英語と中

国語と韓国語などの案内はありました。でも、そんなことをする必要があるんでしょうか。日

本に来たら、まず日本語を覚えるべきです。少なくとも英語だけでいいと私は思います。

そういう細かいことに、手をかけすぎてしまうから、より大きなことができない

のではないか。

日本政府の政策がばらばらで、なにか効率よく動いていないように思えてなりません。

質疑応答

5 質疑応答
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我々は、もっとブラジル人に日本のことを知ってもらいたいし、日本人にもっとブラジルのこ

とを知ってもらいたいんです。

個人的な話になりますが、私の婿は日系二世です。彼のお父さんはブラジル人で、日

本に20年働きに行ったけれど、日本語はほとんど話せません。日系移民がこっちに来た

当初と、同じですね。彼らは、同胞同士で固まってしまっているんです。

よく、日本にいるブラジル人は、日本人にはシャッテアード（chateado：うんざり）だといい

ます。でも、そんなことはないんです。彼らブラジル人に、日本人ともっと積極的に語りかけて

ほしいんです。そういうためには、やはり、特に日本にいる外国人に対して、学校を、どこかが

主導権をとって、もうちょっと作ることをお願いしたいと思います。

	 ■■■■【回答】井口泰
	 　いま、非常に興味深いコメントをいただきましたので、私から三点、お答えします。

	 	 まず、一番最後におっしゃった、一か所に同じ国籍や民族の人が集まってしまう

という問題です。

	 	 社会学では、セグリゲーション（segregation：離隔）の研究というのが、各地

で行われております。いろいろな場合を比較すると、日本人はセグリゲーションを

起こしやすいのだそうです。恥ずかしいことですが、これは、社会学的にある程度

結果が出ております。

	 	 ところが、東南アジアは、ヨーロッパや日本による植民地化で、民族がすでに多

様化した後、独立をしたという歴史があるので、最初からセグリゲーションを起こ

さないこと、あるいは集住をさせないというのが非常に重要なテーマになってお

りました。ですから、公共住宅を建てても、民族が固まらないように入居をさせる

ことが、マレーシアやシンガポールでは、もう当たり前になっています。

	 	 私が関わっている都市連合は、「外国人集住都市会議」と、名前に「集住」とい

う言葉が付いています。しかし、この都市連合は「集住がいい」と言っているのは

ありません。将来的には集住しなくていいことを目指しています。

	 	 この点が住宅問題と深く関わっています。日本の場合、財政支出の削減という

こともあって、公的住宅の建設がここ10年間ほとんど行われていません。それか

ら、最低住宅の保証というのは、災害対策の場合の仮設住宅くらいしか行ってい

ません。

	 	 その結果、実際に、安い賃料で、危険な建物に外国人の人たちが集まって住む

という、非常に危ない事態が一部に見られます。この点については、ぜひ今後も、

もっと議論を盛り上げてもらいたいと思います。
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	 	 もう一つの点ですが、日本語の問題については、文化庁が中心になって、関係

者を集めて会議をやっています。しかし、いったいいつになったら結論がでるの

か、参加している方に聞いても全く分からない状況です。このままでは、既存の日

本語能力試験に替わるような、生活に最低限必要な実際的な日本語標準化とい

うものが、なかなか確立できないままとなってしまいます。

	 	 厚生労働省が、日系人向けに就労準備研修として、日本語教育を行っています

が、以前は、このような仕事場に合った実際的な日本語の教育をやっているところ

もありました。しかし、最近では、日本語能力試験の４級や３級といった易しいレ

ベルを取らせたほうが、後で資格として認知してもらいやすいという理由で、そち

らにシフトしています。これは、ある意味で問題があります。日本語能力試験とい

うのは、決して実務的な標準に基づくものではないからです。この点については、

今後政府内でもしっかり議論しなければなりませんし、どういう基準を作ったらい

いかについて、もっと知恵を出し合わせなければならないでしょう。

	 	 それから、最後に、ブラジルとの関係については、ポルトガル語の教育をしてい

る機関が日本国内でやはり少なすぎるという、大きな問題があります。国内で、語

学の講座を創設する際に、もっと多方面からしっかり要望を出さなければならな

いと思います。

	 	 私も大学の中で語学講座の創設が問題となった時に、ポルトガル語を最後まで

推したのですが、スペイン語に負けてしまいました。ポルトガル語を勉強したい日

本の若者は決して少なくありません。特に、ブラジル人の方が住んでいる地域で

は、本当に少なくないのですが、勉強する場所がほとんどないのです。その点も次

の課題としたいと思います。

	 ■■■■【回答】横田パウロ
	 	 私は、いつも、日本人は、好むと好まざるとにかかわらず、中国人や韓国人と比

較されるのだと思っています。私はサンパウロ大学を卒業し、その大学の教員を務

めましたが、私の時代もITA（航空技術院）のような著名な総合大学や単科大学で

は、20%以上の教員や学生が、アジア系でした

	 	 ただし、当時は、日系人が約20%で、中国系・韓国系は2%しかいませんでした。

今や、この割合は完全に逆転しました。そうしたことから、実際には、問題は日本

人ではなく、我々の間にあるのだと思います。今日、ブラジルは年間2万人以上の中

国人移民を受け入れ続けていますが、いうなれば、これは日本移民の黄金期の平

均入国数に並ぶ数です。
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	 	 韓国人は非常に勉強熱心です。勉学について言えば、このブラジルで、私がとも

に働いている韓国系の仲間はみな、ITAやジェトゥリオ・ヴァルガス財団大学とい

った教育機関の出身ですが、現在これらの大学で日系人の学生は少数です。

	 　ですから、新世代の日系人に自覚が欠落していると思うのです。移民の父母は

必死になって働き、師弟により良い生活を保証しましたが、その子供達は今や勉

強に熱心ではありません。勉学、学校は社会的な上昇をするために重要な機能を

有します。幸いなことに、ブラジルでは、郊外や内陸部地方都市の私立大学まで

も学生で溢れていますが、そこで学ぶのは日系人ではなく日中は働き夜学に通う

ブラジル人です。こうした教育に対する熱心さは、日系人の間では過去のものとな

りました。

	 　話題が戦後移民に及びましたが、二宮理事長や、先日亡くなられた我々の友人

である竹田祐子氏は、企業がまだ成長を拡大するための人材を集めるのに苦労し

ていた時代に日本から移住してきた人々です。	

	 　私の視点をうまく伝えることができたかどうか分かりませんが、今や、我々は再

び似たような状況にあります。ブラジルは、アジアだけでなくラテン・アメリカの近

隣諸国からも、最も多くの移民を受け入れている国です。新規移民は非常に優秀

で、子孫は良く働き勉強にも熱心です。しかし、現在の日系人には、これが当ては

まりません。

	 　今日でもなく、ブラジルは世界中から移民を受け入れています。アジア系の移

民が重要であることは今も変わりません。ブラジルは、両腕を広げてこうした移

民を受け入れています。また、現在、ブラジルに移住する移民は教養のある、レ

ベルの高い人々です。例えば、現在のヨーロッパでは失業の問題が非常に深刻

ですが、ブラジルのレストランは、スペイン、ポルトガル、イタリアといった国か

ら、ウェイターやコックを迎え入れたことで質が高くなりました。こうした移民の

到来により、物事が近代化しましたが、産業や商業、サービス業でも同じことが

起こっています。

	 　日本人は、非常に質の高いサービスを提供しており、このことは、世界中に知ら

れています。上智大学の堀坂浩太郎教授は、1964年に日本で開催されたオリンピ

ックの影響に関する論文を書いておられます。当時の日本は多くの投資をしまし

たが、特にサービス業の改善に努めました。それまで、日本のタクシーは、神風と

呼ばれていましたが、訓練を受けて、「普通の運転手」になりました。デパートで

も、すべての従業員が外国人への接客マナーを学びました。

	 　我々ブラジル人は、ワールドカップやオリンピックの開催にあたり、こうした事を
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日本人から学ぶべきでした。しかし、それは実行されていません。実際、インフラ

や競技場への投資ではなく、ブラジル社会の質の変化を成し遂げられたかを確

認する必要があります。サービス業部門は、非常に重要なのです。我々は、まだ、

日本人から多くのことを学ぶ必要があります。

	 　ありがとうございました。

	 質問者	

	

	マルセロ・カルガロ

【質問】
私は、マルセロ・カルガロといいます。私は、日系人ではありませんが、今年四月まで大阪

大学に留学生として留学し、ブラジルの会社のサポート・システムや、ソーシャル・キャピタ

ルについて研究していました。今日の講演は、本当に興味深いものでした。

井口先生に、よくわからなかった２つの点について質問をします。

一つ目は、ちょっと早くて聞きそびれてしまったのですが、外国人集住都市会議で起きた

ことについてです。規制改革要望を提出し、2009年にそれが受け入れられ、それが2012年

に実現したとのことでした。しかし、私には、2013年10月の今になって、新しい変化が起き

たように思えます。

では、経済や外国人の受入れになすべき規制改革は、どのようなものでしょうか。ま

た、2009年の規制改革でまだ実現していないものは何でしょうか。2012年に実現したこと

は何でしょうか。

二つ目は、日本が何を求めているかについて、教えてください。日本での民族的な均一性

を維持するため、あまり熟練した労働者でなくてもいいから、日系人に関心があるのか。そ

れとも実際には国籍とは全く関係にない点に関心があるのか。日本は、今後どのようなタイ

プの外国人を受け入れたいのでしょうか。

	 ■■■■【回答】井口泰
	 	 ご質問ありがとうございます。帰国支援措置についてお答えします。

	 	 若干、正確ではないかもしれませんが、日本が帰国支援措置を実施し

た2009年の時点で、世界経済危機の影響を受けて、同じような措置を取った国

が、先進諸国で少なくとも３か国か４か国あったと思います。スペインや、もし
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かしたらチェコも実施したかもしれません。日本の場合もそうですが、いずれの

国も、いわゆる「デカセギ」が目的で、外国人労働者が多数就労していて、経済

危機のために、急速に雇用が減りました。日本の場合は製造業で、あるいはスペ

インの場合は建設業で、雇用が減りました。その結果、大量の失業者が出てしま

うおそれがあり、外国人労働者の多くには帰国する資金もないので、それを支援

して、いったん祖国に帰ってもらう。これがこの措置の趣旨でした。

	 	 ただ、日本の場合、当時政権を取っていた自民党内の特定の数名の国会議員

が、この措置を強く主張し、その結果導入されたという経緯があります。これらの

議員がどのようなことを日系ブラジル人に望んでいたかは、定かにはわかりませ

ん。ただ、この措置は、完全にトップダウンで行われたもので、各省庁が中身を積

み上げて検討したものではありませんでした。そのことを、ぜひ知っておいていた

だきたいと思います。

	 	 そして、この措置は当初３年程度で解除するとされていましたが、その後の民主

党政権下で解除されないまま、４年が経過しました。政権を取り戻した自民党は、

解除のタイミングは探っていたのだろうと思いますが、解除の理由も含めて、なぜ

このタイミングで解除したのかについては、まだ明らかではありません。

	 	 この問題については、ご意見あるかと思いますので、他の講演も含めて、議論し

ていただければと思います。

	 質問者	

	

山中イシドロ

【質問】
私の友人である横田先生が日伯関係に関して素晴らしい講演をされましたので、その

後では、私の話しなど取るに足りないものですが、少しコメントをさせていただきたいと

思います。

横田パウロ、デルフィン・ネット、池田アキヒロの三氏は、伯日関係の潜在的可能性につ

いて理論的に分析されました。私は、農業従事者として、そして農学者として、とにかく行

動するということしか知りませんし、連邦政府で働いた45年間は、意図的に行動すること

こそが、私の使命と考えてきました。

しかし、近年の日伯政府関係には、大きな進展が見られません。過去にはルーラ前大統
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領やジルマ現大統領が、日伯関係を緊密化しようとする試みが見られましたが、現在は、

むしろ中国に関心が向けられています。最近では、日本の農林水産省の国際関係を担当す

る部長が、日本が加入したTPPと高付加価値の製品の貿易を活発化する可能性を探るため

に、1年間で3回ブラジルに来ました。しかし、食品では、既に5品目につき、関税が免除さ

れましたが、例えば、日本が米を輸入するときの関税は1トンあたり750USドルという非常識

なものです。

ここで、横田先生に質問させて頂きたいと思います。日本人はブラジルをよく知らない

ようですが、過去に実現したものに似たプロジェクトを実施することはできないでしょう

か。一つの例としては、セラード開発計画（PRODECER）があります。このプロジェクトは、

当初2万5000ヘクタールの開発から始まり、最終的には何百万ヘクタールを開発するに至っ

たでしょうか。1979年当時、すでに580万トンの大豆を生産するに至りました。日本の技術協

力のおかげで、現在のブラジルは約8000万トンの大豆を生産しています。

ですから、セラード開発を一つの手本とするならば、当時すでにサン・ゴタルドで大豆

生産を行っていた日系人からプロジェクトを始めたように、日系人に限らず、日伯の中小規

模の民間企業のイニシアティブをとって、プロジェクトを開始することができるのではない

かと思います。日本の需要に応じるため、日系人に限らないブラジルの中小規模な農業従

事者が広大なセラード地方に開発拠点を設けることで、組織力を発揮することができるの

ではないでしょうか?

日伯間の貿易は78億ドルの規模で、横田先生が述べられたように、輸出量の多い10品目

のうち7品目が農産物です。残りの3品目のうち、一つは鉄鉱石、もう一つは付加価値のある

セルロース、三つ目はニオブです。農産物は、牛肉、鶏肉などですが、これらの一次産品の

付加価値を高める必要があります。

サンパウロには、JETROを通じるなどして、多くの日本人事業家が駐在しています。私は

パウリスタ大通り付近に住んでいますが、私の行き着けのレストランでは、必要な農産品

の買いつけに来ている日本人駐在員とよく出会います。彼らの需要に応じるため、中小規

模の農業従事者によるプロジェクト着手ができないだろうか、という点について意見を伺い

たいと思います。

	 ■■■■【回答】横田パウロ
	 	 イシドロさん、ありがとうございます。

	 　実際、ブラジルの農業分野は非常に成長して来ていると思います。大豆にして

も、その生産は、リオ・グランデ・ド・スール州で始まり、日本の支援によりセラー

ドで推進され、現在では、アマゾニア州との境まで生産地が延びました。
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	 　今日ではマラニョン州やピアウイ州でも生産されていますが、しかし、これ以上

の大豆生産が成長する可能性は見込めません。あなたが述べられたように、今後

は、他の分野での生産の向上が重要となります。例えば、私はあなたが活躍して

来られた魚類養殖の分野の将来は明るいと思います。日本の魚類の消費量が多

いものがあります。皆様ご存知のように、今日の世界で消費される魚類の半分以上

は、天然で釣り上げられたものではなく、養殖魚です。

	 　養殖の潜在的な可能性をうまく引き出すことができれば、我々には、パクーや

タンバキなどのアマゾン地方の川魚も含め、日本人や国際市場に魚を売ることがで

きる可能性があります。

	 　公共部門が能率的でなく、また、あらゆる制限を課しているにもかかわらず、ブ

ラジルは少しずつ成長して行くと思います。農業部門の実業家は非常にダイナミッ

クで、ホリタという会社はよくその例として引用されますが、日系人に限らずリオ・

グランデ・ド・スール州のドイツ人やイタリア人などの、多くの移民の子孫が活躍

し、機械化による生産性の向上に成功しています。

	 	 さらに、ブラジル農牧調査研究公社（EMBRAPA）は、さまざまな新たな分野の開

発に多くの支援を行っています。私は、新たな産業の発展は、研究と技術開発に

よってのみ起こると思っています。経済的価値が安い分野、安い土地、安い労働力

を利用するだけでは限界があります。生産性の向上が不可欠で、そのためには、ま

だまだ多くのことを学ぶ必要があります。これは、今後数年以内に我々が立ち向か

うべき挑戦なのです。

	 　ありがとうございました。

	 質問者	

	

ホベルト・ツジ

【質問】
ハローワークの外国人向け就業準備研修コースの設置の本当の目的について知りたい

のですが、この質問は、おそらく井口教授に伺うのが適当かと思います。

日本でも調べてみたのですが、この事業の設置に関する統計データを見つけることがで

きませんでした。私自身もハローワークから授業を担当しないかという招きを受けました

が、例えば、何人の外国人がこの研修に参加し、そのうち何割が実際に日本の労働市場に
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吸収されたのか、彼らにとって日本で就労するための最大の障害は何だったのかなどにつ

いて伺いたいと思います。

	 ■■■■【回答】二宮理事長
	 	 質問された点については、この後の堀井課長の報告の中で触れられると思いま

す。堀井課長は、日本政府のこの問題の担当部局の代表として出席していますの

で、より適切な回答をすることができると思います。

	 	 そちらで、確認をしていただくようお願いします。

	 質問者	

	 	

相本雄一

【質問】
私は、サンパウロで日本語教師をしています。先ほど日本語能力試験について話が出ま

したので、ちょっと伺いたいことがあります。今、日本語の実務的な能力を測るために、国

際交流基金で新しい基準に従った日本語能力試験が実施されていると思います。それで

も、日本語能力試験の結果は、就職の際に、あまり評価されていないのでしょうか。

	 ■■■■【回答】井口泰
	 	 実用的な日本語の標準化については、多くの機関で研究がされてきていて、国

際交流基金も熱心に取り組んでいます。

	 	 しかし、現在のところ、例えば、名古屋大学が協力して愛知県豊田市が作った

標準などもありますが、まったく一本化は図られていません。国際交流基金は、国

内ではあまり権限がなく、海外での事業に集中特化することになっているため、日

本語の標準化においては、主役にはなれなくなっていると思います。このような残

念な状況にあります。
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厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課　課長

堀井　奈津子

皆さまこんにちは。ご紹介いただきました、厚生労働省外国人雇用対策課長の堀井と申

します。しばらく、お付き合いいただければと思います。

今日は、大きく３つの内容についてお話ししたいと思っております。今回は、帰国支援事

業の関係についても話しますので、あわせて４つの説明になるかと思います。

では、まず話に入る前に、お礼を言わせてください。一昨年の３月、東日本大震災が発

生しました。その際、日本国内、そしてブラジル国内にいらっしゃる多く日系人の関係の方

々、政府関係者の方々からご支援をいただきましたことを本当に厚く御礼を申し上げたい

と思います。

それでは、内容に入りたいと思います。

講演

6 最近の雇用情勢と
日系人対策について
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	 １	

	

最近の日本の雇用情勢と
	 	 	 日系人の動向について

１）日本の最近の雇用情勢
まず、日本の最近の雇用情勢がどうなっているかについて、ご説明をしたいと思います。

（図表１）

【図表１】完全失業率と有効求人倍率の動向

 

大きく２つのグラフがあるのがわかると思います。太い実線のグラフが有効求人倍率で

す。これは、仕事を探している方と、人を探している企業が、どのくらいの割合でいるかを

見るデータになります。そして、点線のグラフが完全失業率です。

ご覧いただけるとわかるように、完全失業率については、最近の最も悪い数値は

５．５％でした。その後、この５．５％がずっと下がりまして、最新の失業率が３．８％になり

ました。状況として、かなり改善していると言えます。

同じように、有効求人倍率については、こちらも一度は非常に悪くなり、０．４３倍にまで

下がりました。その後、ずっと上がって、今は０．９４倍になりました。大まかに言えば、この

数値が「１」になると、仕事を探している人一人について、１つの求人があるということにな

ります。今は、この「１」に非常に近い数値になっています。
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これらの数値から、全体として、日本の状況がかなりよくなっているというのが見て取れ

ると思います。したがって、今の日本の雇用情勢を一言で言いますと「現在の雇用情勢は

一部に厳しさが見られるものの改善が進んでいる。」ということになります。

２）日本における最近の日系人の動向
次に、日本における最近の日系人の動向として、まず、「南米諸国の国籍を有する在留外

国人数の推移」のデータを図表２に示します。（276頁参照）

在日ブラジル人に関しては、他の方の講演などでもいろいろ話題が出てきました

が、2008年におきたリーマン・ショックの影響を大きく受けました。そのリーマン・ショ

ックの前年2007年と、最新の数字が出ている2012年を比べると、在日ブラジル人は、約

１２．６万人の減少となっています。今回の井口教授の講演の中にもありましたように、統

計の取り方が変わり、若干正確な比較ができない事情はありますが、図表２の下部のグラ

フにあるように、全体として、ブラジルをはじめとする南米諸国出身の在留外国人の数は、

減少している状況になっています。

３）南米日系人労働者の概況	
日本で就労する外国人労働者がどれくらいいるか、というデータが図表３になります。さ

きほどの図表２は、そもそも日本に外国人が何人いるかというデータでしたが、こちらの図

表３は、何人の外国人が働いているか、というデータです。すべての外国人が働いている

わけではありませので、図表２の数字よりは、若干数字が下回ることになります。

【図表３】日本で就労する外国人労働者数（在留資格・国籍別）
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【図表２】南米諸国の国籍を有する在留外国人数の推移
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日本で働いている外国人の数は、全体として、現在約６８万人、この中で、ブラジル人は

１０万人強となっています。さらに、図表３を見ていきますと、ブラジル人も多いのですが、

その他には、中国人も多くなっています。

また、図表３では、外国人労働者を「①専門的・技術的分野」、「②身分に基づく在留資

格」、「③技能実習」、「④資格外活動」の４つに分類しています。これは日本の出入国管理

法上の在留資格に従って分類したものですが、外国人は、この分野に従って日本で活動し

ています。図表３は、この４つの分野と外国人の国籍をクロスにとって見たものです。これ

を見ると、ブラジル人は、「②身分に基づく在留資格」、すなわち「日本人の配偶者」、「定住

者」といった形で日本に入国して、働いている方が多い、ということがわかります。

４）日系人求職者の状況
では次に、日本にいる日系人の求職の状況についてのグラフを図表４に示します。上の

グラフが、日本国内にあるハローワークの窓口に日系人が仕事の相談に来た「相談件数」

です。下のグラフは、新たに仕事を探し始めた「新規求職者件数」を示しています。

【図表４】日系人求職者の状況

この図から、2008年のリーマン・ショックがあった後に、どっと「相談件数」が増えてい

るのが、本当に如実に見て取れます。また、「新規求職者件数」も、この時期に非常増えて

います。それぞれの件数のピークは、図表４に書いてあるように、「相談件数」が2009年４

月に16，２８１件、「新規求職者件数」が２００９年２月に５，０９０人でした。
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その後、時がたつにつれて、急速に数が減りました。ただ、２０１１年３月に東日本大震

災があって、東北地域を中心として、工場などが被災をしたり、サプライチェーンが寸断し

たりしたため、経済状況が冷え込んでしまいました。それが全国的にも波及したこともあ

り、一時的に「相談件数」や「新規求職者件数」が増えました。

その後は、一旦減少傾向になったものの、若干の増減を繰り返しながら、全体として

は、数がやや増えている状況になっています。

現在の最新時点のデータを、リーマン・ショックの直前のデータと比較すると、「新規求

職者件数」は１．５倍、そして「相談件数」は約３．６倍という水準になっています。

つまり現在は、リーマン・ショックの直前より、どちらも高い水準になっていることがわ

かります。流れとしては、リーマン・ショックでどっと増えたものが、一旦下がって、その後は

ちょっとずつ増えた。結果的に「相談件数」や「新規求職者数」は、リーマン・ショック前

よりは高い数字になった。ここがポイントです。後述する内容との関連もありますので、こ

のことは覚えておいてください。

５）外国人労働者の各割合
では、違う視点で外国人労働者の状況を見てみましょう。図表５は、日本の外国人労働

者がいったいどのような産業で働いているのかということを示したグラフです。これは日系

人の方に限ったデータではありません。

【図表５】日本で就労する外国人労働者（産業別など）
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図表５の上部にあるとおり、産業別でみると、製造業に従事をしている人が約4割と多く

なっています。その他には、宿泊サービスや卸売業・小売業などの割合も多くなっていま

す。しかし、やはり製造業が全体として一番多いようです。そして、製造業の内訳を見てみる

と、食料品、それから輸送用機械器具（自動車などの業界）、繊維工業という順に多くなっ

ています。

これが、産業別に見たときに、どの産業で働いているのかという全体像です。

次に、事業所の規模別に見てみましょう。図表６は、どういう規模の企業で働いているか

というデータです。これを見ますと、従業員数が１００人未満の中小企業の割合が７４％、そ

して、３０人未満の企業が５０％となっていますつまり、非常に小さい規模のところで働い

ている人が多くなっているという状況にあります。

【図表６】日本で就労する外国人労働者（事業所規模別）

今度は、どのような就労形態で働いているかというデータです。図表７では、「外国人労

働者の総数」を示すとともに、その中から、特に日系人との関連で「身分に基づく在留資

格」を持つ労働者数、それから、「ブラジル国籍」の労働者数と「ペルー国籍」の労働者数

を取り出して見てみました。

これを見ますと、「外国人労働者の総数」の中で、派遣あるいは請負といった就労形態

の労働者が２４．８％います。また「ブラジル国籍」の労働者は、その約５６％が、派遣・請

負という就労形態で働いていて、非常に高い割合となっています。

そして、「外国人労働者の就労状況等」について、雇用期間に着目してみたデー

タが図表８になります。



280

【図表７】外国人労働者の就労形態について

【図表８】外国人労働者の就労状況等

 

このうち、「雇用契約期間」については、左の円グラフをご覧になるとわかるように、一

年未満の雇用期間で働いている労働者の割合が、３５％となっています。そして、「離職期

間」については、右の円グラフをご覧頂くとわかりますが、離職した人のうち、結果的に約

７割の人が３か月以上離職したままになっていて、滞留していることがわかります。これ

は、一旦仕事を辞めて離職した場合、すぐ仕事が見つかれば、また新しい仕事に行くのでし

ょうが、なかなか仕事が見つからないために、３か月あるいはさらには1年といった長い期
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間、ずっと失業した状態のままでいることを示しています。これを「滞留」と呼んでいます

が、そのような状況が多いであろうということです。ちなみに、1年以上の長い期間に渡って

離職している人は、離職者の全体のうち、約3割に上っています。

細かく具体的に図表８を見てみましょう。「雇用期間」に関する左の円グラフでは、１か

月以上３か月未満の雇用期間が１１．６％、３か月以上６か月未満の雇用期間が１４．０％、

６か月以上１年未満の雇用期間が９．３％となっていて、これを合計すると、約３５％になり

ます。そして、「離職期間」に関する右のグラフでは、１年以上離職している人が３１．８％、

３か月未満離職している人が３３．２％となっています。

６）日系人の求職の状況
これまでお話したことから、いくつか大きな問題点をまとめたのが図表９です。日系人の

日本での求職活動は非常に苦戦をしているのではないかということが推測できます。

【図表９】日系人求職者の状況

 

まず、１つ目ですが、さきほどご覧いただいたように、派遣や請負という形で働いている

人が非常に多い点です。結局、そのよう働き方だと、契約期間が短く、景気や雇用情勢の

影響を受けやすい。ですから、いったん仕事を得ても、また景気が悪くなってきた場合に、

離職をすることになる人が多いのではないかと推測できます。

それと、もう１つの点ですが、これも、このシンポジウムで非常に多くの方からの意見や議論

があったところですが、日本語能力です。特に読むことと書くこと。例えば、私がポルトガル語

を勉強するとき、「Bom dia.」や「Por favor.」といった表現は、すぐ頭に入ってきますが、それ

を実際に書いたり、また新聞を読んだりといったことになると難しい。そうしたことから、日本
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語を習得する場合に、なかなか読むことや書くことは難しいというのはよくわかります。

しかし、仕事をするために企業に採用されるということになると、やはり仕事に必要な水

準の日本語が求められます。したがって、企業が求める日本語能力の水準は高くなる傾向

にあります。具体的に言えば、「職場でのコミュニケーション」。すなわち、会話をやりとり

して、話し、理解する。あるいは、「指示書の理解」。工場やサービス業でも、「○○のとき

は、△△を××する。」という指示書・マニュアルといったものがあります。それをちゃんと

読んで、内容を理解できるかどうかといったこと。あるいは、「日誌の記録」。これは介護な

どの職場にもありますが、働く人が日によって変わるような職場の場合、業務に関する事

項の日誌を書いて、「申し送り事項」として、みんなできちんと情報を共有するということが

必要とされています。ここに挙げたようなことができる人は、容易に仕事が見つかるようで

すが、そうでないとなかなか仕事を見つけるのは難しいという状況にあります。

さらに、もう一つは、日本人求職者との競合という点です。より高い賃金が欲しいとなる

と、やはり、そういう仕事はみんなが探していますから、他の求職者と競合することになり

ます。もし、その競合の中で仕事を得ようとすれば、職業スキルという面でも、日本人を凌ぐ

ようなものが必要になります。

７）希望する賃金水準
図表10は、賃金の関係の資料として、日系人の求職者が求める賃金水準はいかほどかと

いうデータです。

【図表10】日系人求職者が求める賃金水準



283

例えば、月収２０万円の場合、これをレアル（Ｒ＄）に換算するとＲ＄４，５４５ほど（Ｒ＄１

を約４４円とします。）になりますが、この金額以上の賃金を希望する求職者が、男性で

８９．３％、女性で１６．５％いました。これは、日系人の集住する地域で外国人を対象にア

ンケートをとった結果です。そして、特に男性の中には、月収３０万円（Ｒ＄６，８１８）を希望

する人も１２％いました。これは、日本の求職者も同じくらいの賃金を求めていますので、外

国人の求職者が希望する賃金水準というのは、日本人とほぼ同じレベルだということです。

さらに、同じアンケートで外国人求職者の希望する平均賃金額を見ると、男性で２２．７万円

（Ｒ＄５，１５９）、女性で１４．９万円（Ｒ＄３，３８６）になっています。日本人を含めた全

体の平均は、男性で２２．５万円、女性で１７．５万円ですから、求めている給料の水準は、

本当にほぼ同じです。そうなると、日系人の求職者が求人に応募して、企業が人を選ぶとき

には、「これくらいの給料を求めているとして、では、あなたどういうことができますか。」と

いうこと、すなわち日本語能力と職業スキルがどの程度出来るかがポイントとなります。パ

ッと仕事が決まっていく人もいれば、なかなか決まらず苦労して、長い期間失業となってし

まう人もいる、と大きく分かれてしまうということが推測できます。日系人の求職者の現在

置かれている状況というのは、そのようなイメージでとらえることができそうです。

８）就職に必要な日本語能力
【図表11】日系人求職者の日本語能力
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図表１１は、日本語能力に関する資料です。これはすでにご覧になったかもしれません

が、企業が求める日本語能力と、日系人の持つ日本語能力のギャップがどのくらいあるか

を見るために、関係機関で調査したものです。ただ、日本語能力と言っても、「会話」と「読

解」、「筆記」では、それぞれ違うものですので、分けて分析しています。企業の過半数が、

仕事上必要な日本語を読むことができる、さらには漢字を読むことができる能力を求めて

います。しかし、ここまでできる人はなかなかいません。日系人労働者で、そこまでできると

考えているのは、約３割ぐらいです。

	 ２	
	

日系人雇用対策の現状

１）ハローワークの体制整備等	
このような状況を受けて、日系人に対する雇用対策として、どのようなことを実施してい

るかを示したのが図表１２です。全体として、３つのことが指摘できます。

【図表12】日系人に対する雇用対策

まず１つ目として、私たち厚生労働省は、事業主の方々に対して、雇用対策法第８条に基

づいて、事業者が適切に雇用管理をし、外国人労働者を活用するための指針、「外国人指

針」を策定しています。この内容をベースに事業者の指導を行って、外国人労働者の雇用
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管理の改善を図っています。

２つ目として、日系定住外国人の雇用の安定に向けた課題です。繰り返しになりますが、

リーマン・ショック後の日系人をめぐる様々な状況から、全体としては、経済状況は持ち直

してきてはいるのですが、「相談件数」は、まだ高止まりをしており、長期の離職者も多い

ままです。ただ、経済状況の改善から、業種によっては、短期の就労などは戻ってきている

ようです。しかし、全体として、不安定な雇用という構造は、なかなか変わっていません。こ

のようなことから、様 な々取組を引き続き、積極的に実施していこうと考えています。

そして、３つ目としては、こうした日系定住外国人に対する取組です。まず、リーマン・シ

ョック以降、通訳の配置など、様 な々きめ細かい相談・支援を実施してきましたが、こうした

ことを強化し、継続しています。さらに、日本語能力の向上の支援のために「日系人就労準

備研修」(Curso Preparatório para trabalho aos Nikkeis)を積極的に実施しており

ます。具体的には、通訳を全国116か所に配置したほか、「日系人就労準備研修」について

は、今年度も２，８００人規模の受講を前提として計画して実施しています。また「日系人就

労準備研修」に加え、外国人に配慮した職業訓練の機会の確保のため、「公共職業訓練」

と「求職者支援訓練」の２つを実施しています。

こうした取組は、都道府県と各労働局・ハローワークの連携により実施しています。この

ハローワークは、日本の各地にありますが、求職者と、従業員を探している企業のマッチン

グをする機関です。企業が求人を出し、仕事を探している人は求職を出して、それぞれの

条件が合えば、そこで就職が決まるというのがその一番メインの役割です。その他、失業

したときの雇用保険の手続きや、職業訓練の受講の紹介なども行っています。仕事の紹介

から次の仕事へのつなぎまで、「ハローワーク」は、いわば「トータルな仕事探しのための

公共機関」です。

そして、その職業訓練にも、都道府県が主体となって、民間の機関にお願いして実施す

るものなど、いくつかの種類がありますが、図表１２では、雇用保険をもらえる資格のある

人を対象とした「公共職業訓練」、あるいは、それがなくても、仕事がない期間に、いろい

ろ手に職をつけて、次の仕事を見つかりやすくするための「求職者支援訓練」を紹介して

います。これらの訓練を、外国人に配慮した機会を確保するために実施しています。

２）日系人就労準備研修について
次に、日系人の就労準備研修の概要です。

この研修についてはこれまでにも何回か述べてきました。この事業の目的は、「日系人

が集住する地域において、安定就労への意欲及びその必要性の高い日系人求職者を対象

に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国の労働法令、雇用慣行、労働・社会保
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険制度等に関する知識の習得に係る講義・実習を内容とした就労準備研修を専門的なノ

ウハウを有する機関へ委託して実施することにより、就労に必要な知識やスキルを習得さ

せ、円滑な求職活動を促進し、もって安定雇用の促進を図る」というもので、つまり、日本語

のコミュニケーション能力の向上や、日本の労働法令、雇用慣行などの諸制度の知識をト

ータルに伝える講義や実習により、就労に必要なスキルの習得し、就職につなげることを

目的としています。

【図表13】日系人就労準備研修事業の概要

現在、コース当たりの総研修時間を120時間として、地域の実情や受講生のニーズに合わ

せて、土日などにも講義を実施しています。図表14の写真にあるような雰囲気で講義をや

っています。

私も見に行きましたが、日系人の方中心に、みなさん本当に熱心に勉強しています。

図表15は、コースが終了するときの閉校式の写真、図表16と図表17は、専門コースの写

真です。日本語だけではなく、専門コースとして、具体的な仕事に結びついていくような訓

練も実施しています。図表16は、事務職のコースの写真です。図表17は、介護の専門コース

の写真で、寝ている人の介護ということで、受講者がモデルになって、実際に研修をしてい

る場面です。このような形で、各コースを実施しています。
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【図表14】日系人就労準備研修～授業の様子～

【図表15】日系人就労準備研修～閉校式の様子～

	

【図表16】日系人就労準備研修～専門コースの様子～
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【図表17】日系人就労準備研修～専門コースの様子～

図表18が、就労準備研修のコースの内訳です。2012年度の統計ですが、トータルで227

コースを実施しました。日本語の簡単なものから順にレベルが１、２、３とあり、それに日本

語の資格対策の講座が同じく３段階あります。これに加えて、分野別の専門コースとして「

介護」や、それ以外の就労準備対策のコースもあります。

【図表18】日系人就労準備研修のコース内訳

 

	 ３	
	

　日系人雇用対策の今後の展開

１）最近の求人・求職の状況
では、就労準備研修についてはここまでとして、ここでは、これまで説明した日本の雇用
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失業情勢や雇用対策、そして、帰国支援事業による再入国の制限が解除になったというこ

とも踏まえて、これからを見越した話をします。

図表19は、「今後の展開」という表題をつけましたが、これは非常に興味深い、非常に大

事なデータです。ここまでの説明で、日本の雇用状況がずいぶん良くなっているということ

を理解いただけたと思います。しかし、データを詳細に見ていくと、さまざまな状況がある

ことがわかってきます。その理解のために作った資料が図表19です。

日系人が数多く集まり、住んで仕事をしている地域があります。そうした地域にあるハロー

ワーク（日系人集住所）のデータを集めて、求人と求職及びその状況を職種別に分析しまし

た。図表19のグラフでは、例えば、事務、運輸・清掃・包装、自動車の製造のラインなどの生産

工程といった分類で、職種別にデータが並んでいます。それぞれの職業別のデータのうち、左

側の棒は有効求人数を示しますので、グラフの左右の棒を比べて、左側が高い場合は仕事が

多くあって、求人がたくさん出ていることになります。一方、右側の棒は有効求職者数を示しま

すので、右側が高い場合は、その仕事に就きたい人がたくさんいるということになります。

各職業について、左右の棒の高さを比べていきますと、職種によって、非常に違ってい

て、例えば、「サービスの職業」については、左側の棒（有効求人数１２，３８３人）が右側

の棒（有効求職者数５，３６４人）をずっと上回っていて、たくさん求人が出ているにもか

かわらず、こうした仕事に就きたいと考えている人は少ない。逆に、「事務的職業」は、左側

の棒（有効求人数５，３０１人）が右側の棒（有効求職者数１３，３８１人）をずっと下回っ

ていて、求人はさほど出てないのに、この仕事を探している人が非常にたくさんいる。つま

り、有効求人倍率は先ほど述べたように「１」に近づけば近づくほど、それだけ求人の数が

増えて、仕事を探している人の数とのバランスが取れてきていることになるのですが、この

有効求人倍率が、職種によってさまざまに違う状況になっていることが分かります。

繰り返しになりますが、日本の雇用失業情勢全体として良くなっていますが、詳細を見

ていくと職種によって、このような違いがあります。図表19は、こうした視点から、非常に興

味深い図です。ですから、トータルで平均の有効求人倍率を出すと、冒頭で述べたように０

．９４倍といった数値が出るのですが、職種別には非常に違った状況にあるのです。

ですから、「そうか、日本の状況は、すごく良くなってきたからどんな仕事でもあるんだ。

」といえるかといえば、必ずしもそうとはいえません。仕事を実際に探す前に、こうしたデー

タを細かく見て、「いったいどの分野の仕事に就きたいのか」、「今探している仕事の求人

はどのような状況なのか」といった情報を得ることが非常に重要になります。

今回の講演に合わせて、図表19のデータを作りましたが、今後は定期的に新しく更新し

ながら、同様のデータを、CIATEなどを通じて、ブラジルで日本への求職者に提供すること

を検討しています。
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【図表19】今後の展開～最近の求人・求職の状況について～
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２）安定した就労を目指して
そして、厚生労働省としては、日本で就労する日系人に安定した仕事に就いてもらうこと

を希望しています。そのためには、図表20にあるように、関係機関が連携して就労支援を

し、そして職業訓練を強化すること、すなわち、中長期的な観点に立って、訓練を通じて、

仕事のための技能を身に着けて、仕事に就くことが非常に重要だと思っています。

【図表20】安定した就労を目指して

～関係機関の連携による就労支援及び職業訓練の強化について～

 

そのための関係機関の連携については、具体的な内容を図表21のフローチャートで示

しましたが、ハローワーク、労働局、都道府県・自治体の機関、就労準備研修委託先など

が連携をして、日系人の就職・職業訓練を支援していこうという対策を打ち出しています。

図表22は、就労準備研修の今年度の体系図になります。この研修の基本的なところは、

今まで説明したところと重なりますので省略しますが、昨年度から介護などの専門コース

を設置しました。特に今年度は20の専門コースを計画しています。夜間土日にも開催してい

ます。引き続き、きめ細かな対応をして、受講生が途中でドロップアウトせず、最後まで履

修できるように工夫しています。
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【図表21】安定した就労を目指して～連携強化のフロー図～

【図表22】日系人に対する雇用対策～２５年度就労準備研修各コース全体図～
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14）受講者の声
実際に、就労準備犬種から職業訓練を経て、就職に繋がった方々の声をお聞き下さい。

（～受講者映像～）

このような職業訓練や準備研修の修了者の話を伺いますと、みなさん、日本で就労する

際の日本語の重要性を理解し、継続的に努力していることがよくわかります。非常にありが

たいと思っております。日本で生活を継続することを前提で、将来的な計画性をもって、受

講している人も、非常に多くいます。繰り返しになりますが、日本での就労には、日本語が

非常に重要ですので、日本語の習得ができるような機会を、私たちとしても引き続き提供し

ていきたいと考えています。

このような訓練の後、どれくらいの人が就職したかについては、就労準備研修であれ

ば、約３割の人が就職に結びついています。それ以外の公共職業訓練などの別の訓練で

すと、その訓練のコースによって、就職率がかなり違います。平均的には、５割か６割ぐら

いの就職率ですが、訓練科目によっては、就職率が８割や９割になっているものもありま

す。企業側のニーズが高い訓練科目はやはり就職率が高くなりますので、それを選んで受

講した人は、やはり就職に結びついているのでしょう。そういう意味では、研修を受けた人

にも、さまざまなパターンがあります。

説明は省略しますが、図表２３と図表２４で、実際に訓練を受け、うまく就職に結びつい

ていった具体的な事例を紹介しておきます。

【図表23】安定した就労を目指して

～定住外国人を対象とした研修・訓練における関係機関との好事例～
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 図表24　安定した就労を目指して　～日本語を学び職業訓練を経て就労した者の声～

 

	 ４	

	

帰国支援事業を受けられた　　　　　　　
方に対する今後の対応について

15）帰国支援事業による再入国制限の解除
最後に、帰国支援事業による再入国制限の解除について話します。図表２５で、帰国支

援事業がどのような事業であったかという概要を示しています。また、実際どのぐらいの数

の人がこの帰国支援事業で、日本から南米に帰られたかという実施結果のデータは、図表

２６になります。

この事業を実施した際、この事業により支援を受けて帰国した人は、当分の間、帰国し

た時と同様の在留資格に基づいて再入国することはできないこととなりました。そして、こ

の「当分の間」というのが具体的にどれくらいの期間とするかということについては、そも

そも、本事業開始から、原則として３年をめどに、経済・雇用状況の動向を考慮して見直し

をするということになっていました。そして、昨年2012年年３月に、事業開始から３年を経

過した頃から、厚生労働省だけでなく、いくつかの関係省庁で、雇用状況などをずっと観

察していたのですが、昨年夏くらいに、一時期、近隣諸外国とのさまざまな関係で輸出な

どが冷え込んだこともあって、雇用が安定的でない時期がありました。その後、これまで
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述べてきたように、雇用情勢が全体としては非常によくなってきて、底が高くなってきまし

た。そこで、今回のタイミングで再入国の制限を解除しました。

【図表25】日系人離職者に対する帰国支援事業の概要

【図表26】日系人帰国支援事業の実施結果
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今回、制限を解除するにあたっては、再入国の要件として、日本に再入国のための査証

を申請する際、１年以上の雇用期間がある雇用契約書の写しの提出をすることになってい

ます。これは、再入国により日本に戻った際、リーマン・ショックの時のような、非常に不幸

な状況になることを避け、安定的な生活をすることができるように、必要な要件としたもの

です。

なお再入国の制限の解除は、今年2013年10月15日から、実施する予定です。

日本の今の状況や雇用対策などに関する私の説明は、以上にしたいと思います。今

後、日本とブラジルの間においては、帰国支援事業による再入国制限が解除されたこと

のほか、例えば、ブラジルでは、ワールドカップやオリンピックが開催されますし、日本で

も2020年にはオリンピックを開催することを決定しましたので、交流もますます増えていく

でしょう。文化的な面でも、あるいは日系人との交流でも、ビジネスの世界でも、さまざま

形でより交流が深まっていくようになればいいなと思いますし、厚生労働省としても、その

ためにさまざまな形で尽力していきたいと考えています。

ご清聴、どうもありがとうございました。
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RT-Training 代表

ホベルト・ツジ

ご出席の皆様、こんにちは。

この場に出席し、私の経験を語ることができるのは、非常にうれしく思います。

私は、この25年間のうち、23年間を日本で過ごしました。パラー州べレン市生まれで、現

在はサンパウロ州サントス市に住んでいて、カルチャーショックの真っただ中にいます。べレ

ンを出て日本に移住し、ブラジルのサントスに戻ってくるという生活の変化とともに、私の頭

の中で起こる混乱は大変なものでした。今回は、次の三つの報告をしたいと思います。

	 	 １）私の経歴
	 	 ２）デカセギ就労者の挑戦
	 	 ３）デカセギ就労者が見た日本の将来

講演

8 私の日本での 23 年－
経験、夢、そして遂げたこと
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初めに、私の経歴については手短に述べさせていただきます。二つ目として、日本で本当

に自分の目標と夢を達成したいと思えば、多くのことに挑まなければなりませんが、私が立

ち向かったいくつかの挑戦についてお話します。最後に、日本の将来に関する私の見方を

述べさせていただきます。

　　１	 私の経歴について
	

１）日本に渡った理由
私は、1990年7月、日本に渡りました。日本に渡ったのは、次の３つの理由からです。

私は当時大学の機械工学部の最終学年に在籍していましたが、ブラジルの経済状況は

良いとは言えませんでした。これが一つ目の理由です。

そして、二つ目の理由としては、日本の文化、日本語と日本の労働システムについて知りた

いという大きな夢があったからです。当時、私は「産業プロジェクト」という授業を受けてい

ましたが、ある日先生が私に言いました。「ホベルト、どうして日本があれほど生産性が高い

のか誰もわからないが、どうやらそれは日本の中の日本人だけで通用することのようだ」。

その場では、「その通りですね、どうしてでしょう」と答えましたが、この疑問は私の頭から

消えませんでした。そこで、この疑問を解消するため、日本に渡り、帰国した時には、私が

得た答えを彼に伝えることを忘れませんでした。

また、三つ目の理由としては、就労から帰国して、何をした、これを買ったあれを買った

と話す友人や同僚たちから影響を受けたからです。

1990年7月14日に日本に出発しました。べレンを出て初めてサンパウロに行き、大都市に魅

了されました。当初は、グアルーリョス空港だけがサンパウロの街だと思ったものです。こうし

て日本行きの飛行機に乗りましたが、日本到着してどのような印象を持ったか、皆様には想

像がつくでしょうか。あれほど長い旅程だとは思っていませんでしたが、楽しい旅でした。

２）訪日前に
訪日前の私は、日本語が一切わかりませんでした。私は日系人で、祖父はアマゾニア日伯

協会、いわゆる日伯の創設者でアマゾニア州の土を最初に踏んだ日本人ですが、私自身は

日本人の祖父ではなくポルトガル人の伯父達に育てられたのです。

日本文化についても知らず、私が知っていることといえば、寿司を食べることと、茶をた

てること、つまり茶道だけでした。ビザを取りに行ったときに知っていた日本語は「さような

ら」と「ありがとう」だけでしたが、この2語なら誰でも知っているでしょう。当時、好奇心か
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ら日本語でトイレは何というか尋ねてみると、「便所」という返事が返ってきました。実際に

はトイレと言うのですが、昔はこのように言っていたのでしょう。

３）私の仕事について
1990年に日本に渡り、他の就労者と同じように、工場労働者となりました。しかし、もうこ

の時点で大きな違いがありました。日本到着後の第一歩目に必要なことは、何かしら事前

に決めた目標を持っていることです。これが無ければ、一生工場労働者のままで終わりま

す。「自分は工場労働者になるが、これは一時的なものだ」と、到着時から考えていなけれ

ば、日本で成長することはできません。

1990年から1992年まで、自動車組み立てラインで就労しましたが、かがむことが多か

ったために椎間板ヘルニアを患いました。業務は忙しく、日本での就労は困難なものでし

た。周りを見てみると、日本語を話す二世も多くいましたが、実際には、ブラジルに移住し

た日本人が日本に戻って就労していたのでした。日系人は日本語がわずかしか話せず、読

み書きについては、ほとんど誰もできませんでした。平仮名や片仮名ならば多少は読める

日系人もいましたが、日本語を書ける日系人は皆無でした。そこで、私はこの点を集中して

磨くことに決めたのです。

1993年から1995年のころには、流暢に日本語を話すというわけにはいきませんでしたが、

何とか会話が通じるようになりました。清光金型という会社に機械工として就職しました。

就職できたのは、機械の分野の知識があったからだけではなく、日本語の読み書きと会話

ができたお陰です。また、この頃、半年間一旦ブラジルに帰国して、大学を修了しました。

1997年から2002年にかけて、三井金属で機械エンジニアとして働く機会を得ました。社用

で3、4回出張に出ることさえありました。工場労働者としてもエンジニアとしても、この会社で

働くことは私にとって大きな夢でした。しかし、機械エンジニアといっても、多文化の環境で

働いていると、この会社では、プロとしてのキャリアは積めないということに気付きました。

 私の仕事
	 	 1990年～1992年	 組み立てライン（工場労働者）
	 	 1993年～1995年	 清光金型（機械工）
	 	 1997年～2002年	 三井金属（エンジニア）
	 	 2003年～2013年	 ビッグ・ベル・ピザ店（経営者）
	 	 2013年～	 	 RT-Training	（コーチング）

そこで、2003年にピザ店を開きました。どうしてピザ店なのかというと、私は機械工でな
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くて、経営者としてやっていけるのではないかと思うようになり、日本で自分の事業を起こ

したいと考えていたからです。こうして、10年間にわたり、日本で事業を展開しました。

ピザ店「ビッグ・ベル」の写真
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この10年間の内、2008年に2ヶ月間ブラジルに帰国してブラジル・フランチャイズ協会

（ABF）でフランチャイズについて学び、日本に戻って、ビッグ・ベルという名のピザ店のフ

ランチャイズチェーンを作りました。このフランチャイズの店舗は、現在でも日本で営業し

ていますが、2009年以降の経済危機の影響で店舗を減らさざるを得ませんでした。日本で

は、ピザは財布に余裕のあるときに頼むもので、多くの人が失業中の状況では、消費の選

択肢から外れてしまったからです。それでも、その後名古屋市にもう一店舗を設けるに至り

ましたが、2011年の震災が発生したときに閉店しました。

では、経営者としてやっていきたいと考えていた私の帰国を促したものは、何だったので

しょうか。

帰国から4ヶ月が経ちますが、まだにカルチャー･ショックの真っただ中にあります。私の

持っていたピザ店は、日本人向けの唯一の店でしたが、日本では経営者として事業を拡大

する可能性を見出せなかったのです。日本で事業を営むことは、日本人にとっても非常に

難しいことだったため、帰国を決心しました。

2013年に、人々の潜在性を成長させるコーチングに取り組むRT-Trainingという会社を

設立し、異文化コーチングを専門としました。

以上が、私の経歴となります。

　　2	 デカセギ就労者の挑戦

第一に、デカセギ就労者は自身の目標や目的を決めることを知る必要があります。これ

ができなければ、就労者は何のために日本にわたったのか考えることもないまま、漫然と

日本で時間を過ごすことになります。

第二に、就労者はカルチャーショックの段階を乗り越える必要があり、第三に、文化的

理解力を発展させること、第四に、様々な障壁を乗り越える、特に日本文化の障壁、例えば

以心伝心とよばれ、日本人の間で立ち振る舞いを通じて行われる無言のコミュニケーショ

ンの壁を乗り越える必要があります。このコミュニケーションを理解することができなけれ

ば、どのグループに属することはできません。ここでのグループとは、積極的に参加する団

体のことを意味します。

第五に、凝り固まった固定観念を排除すること。第六に、調和を保つ要因を増やすこ

と。第七に、日本語と日本文化を学ぶこと。第八に、日本市場に参入することとなります。
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以下で、分かり易く説明します。

１）目標や目的を定める

私個人としては、出国するときに達成しておきたいと考えていた目標のうち、30%は資金

を貯めること。35%は日本語と日本文化を学ぶこと。35%は日本の労働システムについて学

ぶことでした。

私は、飛行機に搭乗した時点で既に自分の希望が分かっていました。目標を書き出して

いたわけではありませんが、頭の中では決まっていました。そこで、日本に着いた後、辞書

を買って、自分の目標について日本語で書き出しました。「資金を貯める。」、「日本語と日

本文化について学ぶ。」、そして、「日本の労働システムについて学ぶ。」と。

 

ただし、定める目標は、達成可能なものでなければなりません。大きすぎる目標を達成す

るのは難しいため、私は、大きな目標は数の小さな目標に分けるよう、アドバイスしています。
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２）カルチャーショックの段階を乗り越える
このためには、「熱中」、「現実」、「ストレス」、「受容」、「同化」という5つの段階を通過

することになります。

 

日本到着当初は、すべてが目新しく、興味深くて日本に熱中するものです。この段階を過

ぎると、諸々の問題の他に、異なるシフトで長時間働かなければならず、ブラジルの業者が

約束したものとは異なる仕事と給与に甘んじなければならないという現実に直面します。

次に、ストレスの段階に入り、上司、仕事、食事、斡旋業者等、すべてを嫌悪するようにな

ります。しかし、これは一時的な段階で、じきに仕方が無いと状況を受容するようになり、

ブラジルの状況はもっと悪いだろうと弁解し始めます。

最後に、同化の段階に入るとブラジルへの帰国を望まなくなるものですが、この段階に

本当に至る人は少数です。

３）文化的理解力を発展させること
文化的理解力とは、新しい文化を学び、吸収し、これに適応する能力のことです。つま

り、新たな文化、この場合は日本文化に対して反応する意思や意図を貴方自身に持たせる

プロセスとなります。
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ブラジルと日本の価値観は逆であることが多く、これがカルチャー･ショックをひき起こ

します。価値観が違うというよりも、立ち振舞い方が違うのです。ですから、日本人とその

価値観を理解することができれば、適応もより容易となり、文化的理解力を発展させるこ

とが可能となります。

４）
１ー障壁（以心伝心）を乗り越える。

私の知るところでは、「以心伝心」とは心から心へのコミュニケーションです。

 

以心伝心は、禅により発達した無言の意思伝達方法です。書くことや、話すことを通じて

は、自身の感情の核となる部分を伝えることができないという考え方が根底にあります。

以心伝心は、好みや性格等が非常に一致する人々の間でのコミュニケーションなのです。

2ー障壁を乗り越える－何らかのグループに属する
日本で何のグループにも属さないままでいると、周囲から無視されているような感覚を

持ち始めます。
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ここで言うグループとは、ブラジル人のグループではありません。これについては、我々

は自ずと参加するものです。しかし、日本にいる限りは日本人のグループに属する必要があ

ります。日本では、ボランティアのグループ、高齢者のグループ、妊婦のグループなど、あら

ゆる事が何らかのグループで動いていきます。そのため、グループに一切属していないと、

周囲から排除されることになります。では、どうしたらグループに参加することができるの

か。日本語を話せるだけでは十分でないことは、間違いありません。

５）固定観念を排除すること
人にとって何らかの固定観念を持つのは自然なことで、我々は子供のころから大なり小な

り、それぞれの観念を持った人々に影響されて育つのですから、すべての人が固定観念を持

っています。日本にいるときは、ブラジルと日本の間にある文化的な違いを頻繁に感じること

で、新たな固定観念を生み出すとするため、ブラジルで得た固定観念と日本で得た固定観念

とが組み合わさって、固定観念がそれまで以上に凝り固まったひどいものになります。

 

では、日本で就労するときに持ってしまいがちな固定観念には、どのようなものがあるで

しょうか。

 ●　日本語は難しい
	 　無意識とは恐ろしいものです。このように考えながら日本に到着すれば、日本語

は本当に難しくなってしまうでしょう。では、日本語は簡単かというと、そうではあ

りません。中国語、韓国語及び日本語は世界で最も難しい言語といわれています

が、日本語の習得は不可能ではない、重要なのは、このように考えることです。

 ●　自分は使い捨ての労働力である
	 　工場で首になった就労者は「自分は使い捨ての労働力だ。」という固定観念を持

ち、別の仕事場に行ってみて思うほど仕事が無いと聞けば「やはり自分は使い捨ての
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労働力だ。」という固定観念を強くします。

 ●　日本人はブラジル人を差別する
	 　これについてはよく言われますし、私が日本に着いたときも、この点について忠

告を受けました。どうして差別されるのかと私が訪ねると、「日本人はブラジル人

が好きじゃないからだ。」という返事でした。では、なぜブラジル人が好きでない

のかと尋ねると、「お前はうるさいな、日本人はただブラジル人が好きじゃないん

だ。」という返事です。しかし、これは頻繁に起こることで、日本で就労した経験の

ある人はご存知でしょう。

 ●　日本人は冷たく打算的
	 　私はこれに同意しません、場合によって日本人が冷たく打算的に見えることもあ

るでしょう。しかし、実際には日本人とブラジル人のどちらがより冷たいのかと考え

ることがあります。これは、次の理由からです。

	 　先日、サントスからサンパウロまで、車を借りて来ました。帰国から3日目だった

と思いますが、運転しながら失神しそうになることがありました。車内にはGPSが

ありましたが、画面が小さすぎてよく見えません。それから、サントスを出て、交通

信号を守りつつ山間の道を上って行きました、時速80キロの制限を守っている私

の横を、他の車はブロロローと音を立てて、高速で走り過ぎて行きます。ともかく、

イミグランテス街道をサンパウロに向けて走りましたが、あまりに車の数が多すぎ

る上に、GPSは役に立たず、正直言って、何度も、どうしたら良いのか分からなくな

りました。日本に慣れている私は、別の車線に入ろうとしてウィンカーを点滅させ

ましたが、点滅したまま3キロ余り走り続けたと思います、誰も私の車を入れようと

しなかったのです。

　	 　私に言わせれば、ブラジル人のこのような態度は冷たいものです。日本では、

ウィンカーを点滅させれば、相手は車を入れてくれます。ですから、固定観念と

いうものは相対的なものです。日本人が我 と々違うからといって、冷たいとは言

えません。

 ●　日本の経済状況が良くなく、回復の見込みが無い
	 　日本ではこれを頻繁に耳にします。

	 　固定観念とは、このように我々が頭の中で作り上げて信じ、真実か否かを確認

しようとしない事柄なのです。

６）調和を保つ“Z”要因を増やすこと：
調和の要因とは何でしょうか。調和の要因とは、一人の人がその暮らしている場所の文



311

化と調和を保っているか、日本での就労について言えば、日本語や日本人と調和を保って

いるかを確認するための値で、その人の振る舞いからカルチャーショックの影響を計るも

のです。

これは非常に興味深いものです。なぜなら、通常、ブラジル人に対して日本で何かの問

題に苦しんでいるかと尋ねて、答えがイエスであるとしても、彼らはこれを数字で答えるこ

とはできないからです。「測定できないものは、管理できない」という諺がありますが、自分

が苦しんでいる要因は、どの程度のものかを理解していなければ、対策を立てることもで

きないのです。

そこで、この測定のために、私は10の項目からなる調和の要因の輪を作りました。この輪

に項目を書き込み、決まった数字を出すことになります。この10の項目は、私の日本での経

験から重要であるともったもので、具体的には、次の項目です。

	 	 ●　敬意を払うこと
	 	 ●　謝ること
	 	 ●　挨拶すること
	 	 ●　丁寧な言葉遣いをすること
	 	 ●　責任感を持つこと・
	 	 ●　最善を尽くすこと（頑張ること）
	 	 ●　日本語と日本文化
	 	 ●　友情の輪

 

すべての項目に記入した後で、この要因の輪の各項目の数字を合計して10で割り、端数を

出典：ホベルト・ツジ、2010
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切り捨てます。こうして出た数字が日本で生活するときに調和を保つ“Z”要因となります。

例えば、“Z”要因が0.6となる、つまり60%であれば、日本での目標の60%を実現している

ことを意味します。

７）日本文化と日本語を学ぶ
第一に、文化と言語は教えられるものではなく、学ぶものです。第二に、この学習は、外部

から働きかけではなく、人の内側から起こります。第三に、日本語学習の正しい方法は、書くこ

と、読むこと、話すことです。第四に、プレッシャーの下で学ぶ必要など、まったくありません。

８）日本市場に参入する
日本の市場は、非常に要求されることが多いところです。したがって、自分の事業を起こ

したいと考えるブラジル人は、次に挙げる点に注意する必要があります。

	 	 ●　日本人との調和を保つ
	 	 ●　日本語を話し、顧客応対のためのマナーを覚える
	 	 ●　顧客のボディーランゲージを理解する
	 	 ●　常に新鮮で顧客を喜ばせる製品を揃える
	 	 ●　丁寧な言葉遣いをし、敬意を持って顧客と付き合う

　　3	 デカセギ就労者が見た日本の将来

第三の部分については、手短にお話しします。ここでは、日本の将来について私の個人

的意見を述べさせていただきます。

１）日本のブラジル人コミュニティが現状のまま続いていくとすれば、ブラジル人には、
次のような事態が起きるでしょう。

	 	 ●　仕事や生活のモチベーションを失い、ストレスと病
　気に苦しむ

	 	 ●　子供たちは読み書きの力を十分つけることができ
　ず、ストレスに苦しみ、そして、ブラジル人としてのア
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　イデンティティを獲得できない
	 	 ●　働いても、能力を磨くことができず、キャリアに失敗する
	 	 ●　人生の目標や目的を持てない
	 	 ●　仕事場でのグループや社会から排除される

では、日本やブラジルの両政府がブラジル人コミュニティの状況を改善するために多く

の施策を取っているにもかかわらず、なぜブラジル人コミュニティはこのような状況にある

のでしょうか。

本当のところ、この答えは誰にも分かりません。

私は、この状態が「マズローの欲求段階説のピラミッド」と関係があると考えます。

 

日本在住のブラジル人の大半は、生理的欲求や安全の欲求といった基礎的欲求を満た

すことはできるものの、承認・尊重や愛といった人間関係に対する心理的欲求まで満たす

ことができる人はごく少数です。大半の在日ブラジル人は、高い次元での欲求が満たされ

ないことによるフラストレーションを感じています。

そして、このフラストレーションは、ブラジル人に職場で次のような態度をとらせます。

	 	 １）逃避又は相殺：欲求を満たすことができないと
き。その場合に取る行動：現在の職場で成長する
可能性が無いとき、他の職場や職業を熱望する。

	 	 ２）諦め：奮闘することをやめて、フラストレーション
に身を任せるとき。その場合に取る行動：無気力、
うつ、会社及びその目的に対する無関心。

	 	 ３）攻撃性：攻撃性は、怒りと敵意の感情と関連し、
肉体や口頭で表現されます。
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その場合に取る行動：攻撃性を引き起こす物又は人に対して、これを爆発させることが

できないときには、フラストレーションを感じる本人は、何らかの代替や転嫁の態度をとる

ことがあります。

日本の現状について言えば、日本は、第三の経済的奇跡を待っているように、私には見

えます。第一の奇跡は明治維新により、第二の奇跡は第二次世界大戦後に起こりました。

日本経済は、最近の20年間にわたって停滞し、第三の奇跡を待っていますが、私はこれが

起こるとは思えません。

皆さんは、茹でガエルの例え話を聞いたことがあるでしょうか。カエルを池の水と同温

の冷水の入ったナベに入れ、ナベを火にかけるとします。水温が上がるにつれてカエルの

体温も上がるため、外から変化に気付くことは難しく、水が沸点に達するとカエルは死ぬ

ことになります。しかし、池からカエルを取り出して、いきなり熱湯に入れると、水温の差が

大きいため、カエルはナベから飛び出すという話しです。

日本の場合は、水温の変化に対応するカエルと同じで、経済状況の悪化に気付いてい

ないのです。

日本の課題として、以下の事柄を挙げることができます：

	 	 1）外国人労働力の雇用（効率的な移民政策）：
	 	 	 人口の高齢化が進み、若年層の一部が日本を出国するという状

態では、外国人を労働力として雇わざるを得ません。そのた、日
本には、効率的な移民政策が必要となります。

  2）外国人労働者の労働能力の向上のために、次の三つのことを
個人的に提案します。

	 	 	 ●　ハローワークが提供する就労準備コースの費用対効果の向
　上。

	 	 	 ●　労働能力の向上の核心は日本文化にあること。
	 	 	 ●　｢日本語能力試験」に類似する「日本文化能力試験」の創設。

　ご清聴ありがとうございました。
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	 質問者	

	

シラハマ

【質問】私は、シラハマといいます。私もデカセギとして働きました。

派遣社員として働く外国人労働者の関係で、日本政府がどのような措置を取られている

のか、教えてほしいと思います。派遣社員については、実際のところ、偽装請負やそこで被

るさまざまな問題があるといわれています。日本政府としては、派遣社員として働く、こうし

た従業員を正規に扱うような施策をなにかお考えでしょうか。

	 ■■■■【回答】堀井奈津子
	 　ご質問に対しては、二つのアプローチから答えができると思います。

	 　一つは、外国人労働者といっても、日本国内で働く以上は、労働関係法令の適

用があります。つまり、労働基準法、労働者派遣法などの法律に基づいて、きちん

と法令順守して、適切な環境で働いているかとどうかを、法令違反がないように

見ていくということです。これは、日本人と外国人で同じことです。

	 　そして、もう一つのアプローチは、先ほど講演の中でも話しましたが、外国人労

働者については、特別に指針を設けて、きめ細かく雇用管理をすることになって

います。それに基づいて、就業の促進や、離職をした場合の再就職の促進をしよ

うという制度になっています。

	 　いろいろな問題が起きているケースもあるので、特に、請負と派遣との

違いをさらに明確化する必要があると思っています。そこは、引き続き適

切にやって行きます。

質疑応答

9 質疑応答
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	 質問者	

	

	ルイス

【質問】ルイスと申します、私も元就労者です。今日は、スマレ市からやって来ました。三人

の講演者に向けて質問しますが、回答できる方が答えて下さればと思います。移住にあた

って問題となるのは補助金、語学や良い仕事だけではありません。ブラジルであれ日本で

あれ、移住者が移住先の文化を受け入れなければ、社会的な上昇は非常に難しいという

ことが分かりました。ホベルト・ツジ氏が説明したように、家や食べ物だけでは十分ではな

く、移住者はもっと学びたい、上に行きたいという意欲を保つ必要があります。我々ブラジ

ル人は、ブラジル文化が人 を々救うという色合いが濃いことを知っていますが、日本での就

労から戻った時に、これは大きなカルチャーショックとなります。	

日本で我々が学んだ「がんばって」の精神は、日本文化においては正しく論理にかなっ

ていますが、ブラジルでは必ずしも当てはまりません。ブラジル政府は過剰なほどに労働

者を保護しているため、当地でこのような日本文化を強いれば、モラル・ハラスメントで訴え

られかねません。

では、どこに、この二つ文化の均衡点を見つけるべきなのでしょうか。どの国に住むので

あれ、意欲を保つこと、つまり、学習し成長したいと願う一方で、これが過ぎると人間関係

としては逸脱してしまう、問題はこの点だと思うのです。

	 ■■■■【回答】ホベルト・ツジ
	 　基本的には、私が先程述べていたことと同じですが、私の考え方は次の

とおりです。

	 　私は国際的大企業でも働く機会があり、日本人の上司の立ち振る舞いについて

見たところ、彼らは、生産性を重視し過ぎるきらいがあります。おそらく、これは歴

史的要素も絡んでくるのでしょう。そこでは、ブラジル人が考えるような人間的成

長は優先されないのです。もちろん、これは15年前の経験の話しですから、現在

は変わっているかも知れません。

	 　私は、就労者がキャリアや人間的成長に投資し、自己実現を達成するには、三

つの主体が相互に作用しあうことが必要であると思っています。

	 　第一は、デカセギ就労者自身です。就労者は、キャリアや自己投資の必要性

について高い意識を持つ必要があります。朝5時に起床して夜10時に帰宅すると

いう毎日を繰り返していたのでは、就労者は、まるで自動操縦のパイロットとな

るにすぎません。妻と話しをする時間も無いような生活では、高い意識を持つ
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ことは不可能です。まずは成長することについて、就労者の意識を高める必要

があります。

	 　第二は、日本政府です。日本政府は、私が講演の中で述べた欲求段階説

のピラミッドについて、もっと取り組むべきなのです。

	 　第三は、ブラジル政府です。ブラジル政府もこの面について影響力を持

つと信じます。

	 　この三要素が協働して作用することで、ブラジル人だけでなく日本のすべての外

国人労働力の潜在的な可能性を活用することが可能となるでしょう。15年前には、

ブラジル人が日本企業のキャリアに自己実現を見出すことは不可能でした。

	 　横田先生が先ほど述べられましたが、どうしてブラジルで大学を卒業したブ

ラジル人がドイツに渡り企業のトップになることができるのでしょうか。日本

では、このようなことが起きるのは非常に難しいでしょう。一つ具体的なケー

スを知っていますが、私の友人のブラジル人夫婦の娘は日本で有名な中央大学

を卒業しましたが、私の知る限り、卒業後からブラジルに帰国するまで失業状

態でした。電話での問合せでは応対されても、実際に面接に行き、証明書類と

してパスポートを提出すると採用されない、どうしてこのようなことが起こる

のでしょうか。

	 　このブラジル人は、どんな潜在的可能性を持っているでしょうか。横田先生が

述べた通り、創造性を持っています。問題なのは、日本社会の中では、変化が起こ

りにくいということです。そのために、日本は中国や韓国との競争において、多く

の優秀な頭脳を失っていると私は思います。特に、韓国のサムスンは、成長のた

めの五大方針の一つとして「人間的成長」を定め、人の持つ潜在的な能力を拡大

し、創造性を高めることを掲げています。

	 　これが、ご質問に対する私の意見です。

	 ■■■■【回答】ホドリゴ・アキオ
	 　ブラジルであれ日本であれ、知識を求め、上昇を望むことは必要です。

ブラジルの労働問題についてですが、私が経営する会社のチームは10人の

職員からなり、労働法の問題に触れることなく、最大限の努力を奨励する

ため、能力主義を取り入れています。職員は、昇進や昇給に相応しいだけ

の成果を出さなければなりません。彼らの日々の努力はどのようなものな

のか、我々は、この点の査定に努めています。努力した者は相応しいだけ

の結果を得る。私の会社ではこのような方向を模索しています。
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	 ■■■■【回答】堀井奈津子
	 　ご質問の趣旨は、例えば、日本で学んだことや日本で求められたことが、ブラジ

ルではそのまま同じような形で適用できないのではないか、という悩みである解

釈して、個人的な意見を述べます。

	 　例えば、スープに調味料を入れると、すごくおいしくなるということがありますよ

ね。スープはスープでおいしいのですが、調味料がさらにおいしくなる。このよう

に、なにか違うものが混ざることで、新しい気付きや発見があるということは、や

はりダイバーシティといいますか、違う経験をすることの醍醐味だと思います。こ

れは、例え話です。

	 　これを、出稼ぎの経験に当てはめて言うと、学んだ語学や技術というのは、帰国

して、非常にシンプルに、劇的に効果を上げる、先ほどの例え話で言えば、スープ

がおいしくなるということもあるかもしれません。ただ、必ずしもこのようにストレ

ートに直接効果があるものではなくても、例えば、「がんぱって」という精神は、ブ

ラジルでも充分に生産性を上げるのに役立つことがあるでしょう。帰国後の生活

の苦労の中で、必ずなにか気付きと経験があるはずです。

	 　日本に残るにしても、ブラジルに帰るにしても、要は、いかに自分なりに工夫を

して、自分の人生を良くしていくか、私はそういうことが大事だと思っています。

	 　これは、厚生労働省の仕事とは全く関係ない、私の個人的な思いです。

	 質問者	

	

	サエキ

【質問】サエキと申します。私は、豊田の出身なので、今日はツジさんとお会いできて、とて

もうれしく思っております。ツジさんは、ベレンのような日本の会社の多い街の出身と言わ

れました。サンパウロもそうした街ですが、日本での経験を、特に日本の会社の多いところ

で、どのように生かしていくことができるのか、そのことについて伺いたいと思います。

	 ■■■■【回答】ロベルト・ツジ氏
	 　ご質問ありがとうございます。

	 　私は帰国して４ヶ月目になりますが、大きな夢を持っています。日本で自分の事

業を起こしましたが、私のすべての職歴は日本でのものです。ブラジルでは大学

の機械工学部を卒業していますが、働いたことがありません。

	 　帰国後は、カルチャーショックでした。というのも、ブラジルに進出する日本企
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業で働くことを夢見ており、日本での23年間の経験はそのために有用なものだろ

うと考えていたのです。私は日本語が大好きですが、日本の外では日本語は役に

立たないということに気付きました。例えば、求人を見つけて、日本語に堪能な候

補者を募集していても、実際には、彼らが求めるのは英語に堪能な候補者なので

す。いくつかの会社に履歴書を送りましたが、日本語に堪能なだけでなく、言外に

英語に堪能なことも求められていると気付きました。

	 　これまで、ブラジルでいくつも面接を受けましたが、私の日本での経験はまった

く考慮されませんでした。確かに、私が日本語の読み書きにも堪能であることで、

運転手やガイドなど、誰かを案内して回る役目が得られる機会は多くありました。

しかし、私は運転手になるために工学部を卒業して、23年間も日本で過ごしたわ

けではありません。これには失望させられました。いや、失望というと、個人的な

問題に過ぎないことになってしまうので、日本の経験が活かせる仕事が得られる、

より高い期待を持っていたと言うべきでしょうか。

	 　日本に今でも住んでいる就労者とは、何人かと連絡を取り合っていますが、彼

らは1500レアルから2000レアル程度の給料で通訳として働いています。これに

は、二つの動機があると思います。第一に、日本のブラジル人就労者はスキルアッ

プに努めようとしません。第二に、彼らはある種のぬるま湯に浸かり、日本側もこ

のぬるま湯に浸かることに手を貸していると言えます。就労者が仕事に出て残業

して家に帰ってさえすれば、安全な日本で家計を維持できますし、会社でおとな

しくしていれば、クビになることもそうそうありません。実のところ、日本企業はデ

カセギ就労者を求めているのではなく、翻訳者や通訳になるデカセギ就労者を求

めているのです。彼らは、管理役や調整役になることも可能なはずです。ひょっと

したら、そのような職に就いているブラジル人就労者もいるかも知れませんが、私

は知りません。私の知り合いは、みな通訳として働いています。

	 　また、ブラジルに進出する日本企業は、米国の現地法人と関わりが深いため、

日本語は二の次となります。私が受けた面接では、「貴方は読み書きも含めて日本

語が堪能だが、残念ながら我々は英語を話す人材を探しているのだ」と言われま

した。ならば、どうして人材の募集の時に、日本語が堪能である人を募集するので

しょうか。

	 　おそらく、私の故郷ベレンでは通訳しかできないでしょう。ベレンには、およそ

産業といったものがないため、帰国後にまだベレンに戻ったことがありません。し

かし、帰伯就労者の中には非常に高い能力を持っている人々が多く、彼らを活用

するチャンスが無いというのは非常に残念なことだと思います。
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	 コメント	

	

	二宮正人理事長

	 　

理事長としての特権をつかって、友人であるホベルト・ツジさんと、あえて反対の意見を

申し上げさせてもらいます。

私は、今から４年ほど前から、おそらく最低でも100社ほどの日本企業とかかわってきま

した。ある会社では、日本在住のブラジル人を３万レアルの給与で雇用しました。その後、

彼に車を与えました。これには、私は反対でした。それというのも、もし、彼が労働条件に

ついて法的に不満を訴えた場合、車の使用権を得たことで、彼に関する人件費は、通常の

給料に２０%を加えたものなるからです。しかし、その会社の日本の副社長は、私の反対意

見は考慮したものの、やはり彼は仕事ができるので、会社としては車を与えて責任のある地

位につけることにしたと直接電話で私に伝えてくれました。

さて、よく考えてみてください。出稼ぎの経験者が通訳にしか役に立たないというのは正

しくはありません。私は、自分の事務所で、それからNIATREを通して、帰国してきた多くの

青年たちに、通訳の仕事を紹介しました。それぞれの持つ能力次第なので、その全員が通

訳や翻訳の仕事につく訳ではありません。日本で日本語の勉強をした人なら、もちろん通

訳の仕事に向いています。しかし、私が経験したところでは、会社は、最初は通訳や翻訳の

仕事のためとして雇うものの、その後、その人の能力次第では、出世する人もいます。

確かに横田先生の言うとおり、ブラジル人を出世させる会社は、数多くありません。日系

移民100年の歴史の中でも、私の知る限り、ブラジル国内の日本企業で社長になった人は

４人しかいません。これは、例えば、アメリカやヨーロッパの企業とは違います。皆さんもご

存知かと思いますが、メイレーレスという人は、ルーラ政権下でブラジル中央銀行の総裁

でしたが、元々は、ボストン銀行で普通の銀行員でした。それが、ここブラジルでは中央銀

行の総裁となったのです。それは、それで良いのです。しかし、日本の銀行が日系人を社長

にするとなると、私はあり得ないと思います。しかし、メイレーレス氏はブラジルのボストン

銀行の頭取だけではなく、アメリカのボストン銀行でも頭取になりました。アメリカの一流

大学を出た人たちとの競争を勝ち抜いたのです。

さて、確かに、アメリカやヨーロパの企業が実際にブラジル人にチャンスを与えるという

ことについては賛成します。だからといって、日系ブラジル人がそのような成功を遂げたと

いうことにはなりません。しかし、日本の企業のメンタルティに変化がおきていると思いま

す。２０世紀まで、彼らの眼中には、日系人のことは入っていませんでした。そのため、日系
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人の三世や四世は、英語、フランス語、ドイツ語の勉強を優先し、日本語は後回しになって

いました。それはなぜかというと、彼らは自分の親が日本企業で登用されなかったのを見て

いたからです。

さて、日本企業が、帰国者のブラジル人に対して、日本国内と同じような対応をしたなら

ば、モラル・ハラスメントとして訴えられるのではないかという意見についてですが、最近進

出する日本企業が最初に私たち弁護士に相談するのは、労働問題です。それに多くの企業

が、労働マニュアル作りも依頼します。このマニュアルは、ブラジル人従業員のためのもので

はなく、日本人がブラジル人従業員に対応するに当たって気をつけるべき点についてのもの

です。ブラジル人従業員に対し、何か注意する際には、頭から怒鳴りつけたりせずに、丁寧

に対応するに指示しています。決して、その場の怒りに任せて怒鳴ったりしないように。今日

の日本企業のメンタルティは、50年代、60年代、70年代とは変わって来ています。

出稼ぎ現象というのは、日本人移民の歴史の三つの柱の一つだと思います。最初は、日

本からの移民の到来でした。ホベルトさんの御祖父が良くご存知のように、ベレンには、

日本人移民の先駆者が来ました。その後は、日本企業がやって来ました。第二次戦争前に

は、一旦ほとんど移民はありませんでしたが、その後は、いくつかの波に乗ってやって来ま

した。そして、三番目の重要な柱は、80年代中盤からのブラジル人の日本への移民です。

興味深いことに、1988年、まさにこの建物で行なわれた日本移民80年記念の時、日系

人社会で心配されていた問題は、当時の三世や四世が日本語を理解できず、教える方法

もないということでした。当時、文部省、県、JICAなどの奨学金はありましたが、最高でも

日本へ行ける人は、多くても１年で100人から150人でした。しかし、出稼ぎ現象では、2007

年12月時点で外国人登録をした人だけでも31万7000人がいましたし、この25年でブラジル

から日本へ渡った人数を数えるなら、わかっているだけでも56万人を下回ることはありま

せん。彼らは、日本で苦労し、日本を間近で見てきた人たちです。日本語を覚えずに帰って

きたのではないかといえば、多くの人はそうでしょう。しかし、多く人たちは日本をよく知っ

て戻ってきたといえるのではないでしょうか。

人にものを教える立場にある人はわかるでしょうが、音声や映像のどんな技術を使って

も、日本の自動販売機、自動切符販売機、新幹線などがどんなものであるか理解できる

まで教えることはできません。これに対して、半年でも１年でも日本で暮らしたブラジル人

は、十分に日本文化を吸収しています。そうしたことから、私は、この25年の出稼ぎ現象と

いうものは、日系社会だけではなく、ブラジル社会全体にとって、強力な刺激であり続ける

と思います。

割り込んで失礼いたしました、しかし、必要だと思い、補足させていただきました。あり

がとうございました。
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	 １	

	

	フェルナンダ・オノ

サン・カルロス連邦大学物理療法学部

皆様、こんにちは。

私はフェルナンダ・オノと申します。22歳で、サン・カルロス連邦大学の物理療法学部で

学んでいます。

まず、私の日本での経験について少し話したいと思います。2006年、15歳だった

私は、兄たちをブラジルに残して、両親と共に千葉県鎌ヶ谷市に引っ越しました。

私の滞日は短く1年間だけでしたが、鎌ヶ谷中学校に通い、中学校では、日本語の

個人授業や他の多くの事柄を学ぶ機会を得ました。

先生や同級生は非常に辛抱強く、私に接してくれ、難しい日本語学習やカルチャーショ

報告

10 昭栄奨学金奨学生の報告
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ックに苦しむ私を助けてくれました。いろいろな街や祭り、レストランなどにも連れて行っ

てくれました。また、バレーボールをはじめ、木工、調理や美術などの授業も受けました

が、学校にこのような課目があるなどとは想像したこともありませんでした。

多くの外国人と知り合ったことで、私は、日本語だけでな、英語やスペイン語の会話力

がつきました。何人かの友人とは今でも連絡を取り合っています。最も楽しかった思い出

は、奈良、京都と東京への旅行です。

日本に住むことで、違う世界が私に開けました。日本社会は、非常に良く組織され、利他

的で、とりわけ交通手段と教育が非常によく機能しています。しかし、個人的な問題や、兄弟

がブラジルに残っていたことで、私が、それ以上、日本に滞在することは難しくなりました。

私と両親は、2007年に帰国し、私は2008年にブラジルの学校に戻りました。当初は、公

立高校に通っていましたが、最終的には、高校課程修了検定試験が終えられる課程を選

択しました。2010年にこの試験に通ると、大学でどの分野を専攻するかについて考えるよう

になりました。その年に大学を受験し、サンパウロ大学の作業療法学科の第一次試験に通

りましたが、第二次試験に通るにはまだ準備が不十分でした。

予備校に通い、翌2011年には、サン・カルロスとサンパウロの両連邦大学の作業療法学

科に通りました。両大学のうち、より評価が高く、一人暮らしをする機会が得られる、サン・

カルロス連邦大学を選びました。1年次終了時に作業療法の課程に不満を感じて、一旦、

大学を休学して再度の大学入試のため受験勉強を再開しました。最終的には、学内手続

を利用して、理学療法学科に転科し、引き続きサン・カルロスで勉強しています。

理学療法課程を選んだのは、この分野が人の健康と厚生に関わるものだからです。大学

では、個人についてだけでなく個人を取り囲む社会関係や、健康がいかに日常生活と関わ

るかも学んでいます。私の目標は、病気予防や健康の回復・奨励に取り組むことです。ま

た、ICUで働く専門家となること、より脆弱で不健康な状況にある人々にかかわり、宗教や

政治的信念と関係の無いプロジェクトに携わることを目標としています。 

最後に、私に学業継続の機会を与えてくださったすべて団体、CIATE、昭栄奨学金選考

委員会、宮坂國人財団にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
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	 ２	

	

ナオミ・マツウラ

　サンパウロ大学リベイロン・プレット校医学部生物医学情報学科

皆様、こんにちは。

私はナオミ・マツウラと申します。19歳でリベイロン・プレットに住んでいます。私の父は

2008年から2010年までデカセギ就労者として日本に滞在していました。父は、所有してい

た写真店を閉鎖後、借金の返済と家族の生活のため、日本に渡りました。

当時は世界経済危機が起きた後であり、弁当屋でしか職が見つからなかったことから、

父は調理場の夜勤を始めました。当初は年末だったため残業も多く、また、日本にいて働く

のも割に合いましたが、2009年3月には勤務時間が週6日から5日に減らされました。

到着後しばらく経つと、日本語とポルトガル語が話せた父は、職場の朝礼の際のブラジ

ル人従業員と日本人監督者の間の通訳としての役割も始めました。

2010年3月、そのときの給料では、経済的に割が合わなくなったため、父はブラジルに帰

国しました。社会保障制度、健康保険、所得税その他の税金、ブラジル人の人付き合いの

仕方、日本の外国人児童向けの教育制度や、職場でのブラジル人の立ち振る舞いなど、日

本で得た知識は、すべて現在の父の仕事に活用されています。

父が不在の間、母、兄と私の関係は、より緊密になりました。私たち兄妹にとって、思春

期という重要な時期に、父の不在であることは、非常に難しい問題となりました。父母の二

重の役割を担っていた母にとっては、家庭生活を維持し、二人の子の教育レベルを損なわ
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ないようにすることが、最も重要なことでした。インターネットを通じた新しい通信手段が

あったので、父との距離が近く感じられ、家族の苦しみが軽くはなりましたが、父の健康

に関する心配と、父のいない寂しさは、やはり避け難いものでした。

当時の思い出で一番記憶に残っているのは、父のいないクリスマスと誕生日が来るたび

に、家族で写真を撮り、電子メールで送信し、それからインターネット電話を使って父のた

めに「ハッピーバースデー」の歌を歌ったことでした。

現在、私はサンパウロ大学リベイロン・プレット校の生物医学情報学の課程で学んでい

ます。生物医学情報学は、生物学及び医学分野で使用されるソフトウェアと電子機器の開

発に携わる学術分野です。

2011年にIT分野の専門高校課程を修了してから、テクノロジーと生物医学の知識を合わ

せたキャリアを歩んで、将来は、生物情報学を専門にしようと決めていました。この分野で

は、ゲノム、分子構造解析や生態モデルの調査結果など、大量のデータを用いて生物学上

の諸問題の解決に努めます。

コンピューター科学と医学の知識の組み合わせ、ナノテクノロジーの使用、分子レベル

のDNAへの論理回路概念の適用などを通じて、ガンの管理と治癒に関する研究を行い、社

会に貢献したいと思っています。

学業以外に、InfoBio Junior社（Junior de informática biomédica社）のプロジェク

ト部門でインターンをしています。この会社は、正規の社員とともに、大学で得た知識を実

際に活用して仕事をすることを認めており、学生の起業スキルのアップを奨励しています。

これにより、学生は学術的感覚だけでなく、企業家としての感覚も磨くことができます。

リベイロン・プレット市は私の生まれ育った街からは離れていますが、この大学がコンピ

ューター科学と生物医学の両分野にわたる学際的能力を備えた専門家を養成することを

目的とする、国内でも先駆的な課程を設置したことから、ここで学ぶことにしました。

締めくくりに、昭栄奨学金を通じて、CIATE及び宮坂國人財団が、私の学業の機会を認め

てくださったことに心から感謝を申し上げます。
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	 ３	

	

アラン・ユキオ

　パウリスタ情報経営大学経営学専攻

最初に自己紹介をさせていただきたいと思います。

私の名はアランといいます。パウリスタ情報経営大学（FIAP）で情報技術を中心に据え

た企業経営について学んでいます。私は、約7年間、日本に住んでいました。

日本に行った当時は12歳になるかならないかぐらいで、小学校5年生に編入し、中学校

卒業まで日本の学校で勉強しました。卒業後すぐに働き出し、最初はホテルで部屋清掃の

アルバイトをしていましたが、やがて工場に就職しました。

最初の就職先は小規模な自動車部品製造工場で、作業は簡単なものでした。おそらくご

存知の方もいらっしゃるでしょうが、レクサスという車のドア部品を製造していました。私の

作業は型に糊を塗りつけることだけで、他の就労者がその上に革を貼り付けていました。

しかし、何事もそうであるように、良いのは初めだけです。時間と共に単純作業の繰り

返しに疲れてきました、それに加えて当時の賃金が安かったため、18歳までここで働きまし

たが、その後、他の仕事を探し始めました。

仕事を見つけるのが難しい状況でしたが、なんとか別の大規模な工場でアルバイトを始

めました。私は、ここで、経営について興味を持つようになりました。ある日、背広を着て会

社名が入った野球帽を被った男性が、作業中の私のところまでやって来て、私がどう過ごし

ているか、仕事が気に入っているかなどとたずねました。気に入っていると答え、さらに二
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言三言を交わすと、その男性はその場を去っていきました。

その時、隣で作業していた同僚から、この男性が工場長だということを聞きました。これ

は、私が、仕事の面で自分が重要だと感じるようになった初めての瞬間でした。この男性に

ついて、「いったい何をしているのだろうか。」、「どうやって工場を経営しているのだろう

か。」、「工場の役員の間ではどんな事が起こっているのか。」、「どうやってあの立場にた

どり着いたのだろうか。」と考えるようになりました。こうにして、経営者に、そして実業家

になりたいという気持ちが私の中で生まれました。

頭の中でこうした考えを決めたとき、私は18歳でした。現在20歳ですが、まだまだ若い年

齢です。工場での作業を軽んじるわけではありませんが、当時は、工場で毎日同じ作業を繰

り返すだけではなく、自分は何かもっと有益なことができるはずだと思っていました。

このとき、ブラジルの初中等教育課程を終えるために、高校課程修了検定試験向のコー

スを受けることにして、もう工場では働かないと決心しました。そして、1年半後にブラジル

に帰国しました。

帰国後はすべてが目新しく映りましたが、時間を無駄にするわけにはいきません。大学

受験のために高校課程修了検定試験向けのコースと予備校に通い始め、そして、幸いに

も、大学に合格して、今は2学期目となります。

大学の授業は、まさに私が希望していたもので、非常に幸福です。企業経営論の授業で

は、経営学の父とされるテイラーから第二次世界大戦後に世界を変えた日本的経営まで経

営学の歴史を学びます。これは私の気に入りの課目です。

その他の授業では、ビジネス向けの応用数学、対人・対企業のコミュニケーション、経済

学、会計学、プロジェクト立案、実用情報処理、経営学や心理学向けの応用情報処理など

があります。特に心理学向けの応用情報処理は、私が好きな課目の一つです。

大学は私の計画の始まりに過ぎず、卒業後は大学院に進み、続いてMBAを取得したいと考

えていますが、どの分野を私の専門とするかはまだ決めていません。キャリアの面では、役員

としてグーグル、アップルやマイクロソフトといった大企業の経営に関わりたいと思います。

しかし、私の本当の夢は、自分で事業を起こすことです。私は、何か人と違うことをした

いのです。人と違うとは、自分で考えて創り出さなければならないことを意味しますので、

これは簡単ではありません。将来の自分の事業について考えるとき、いつも頭に浮かぶキ

ーワードは、持続可能性です。今後は持続可能性が問われる事業がますます増えていくで

しょう。そしてこのような事業では環境保護が重視され、社会の公益にも資することになり

ます。ですから、持続可能な事業を起こしたいと考えています。

私の将来についての考えは、このようにまた具体的には、はっきりしていませんが、大学

在学中に、もっとはっきりしたヴィジョンを描きたいと思っています。
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最後に、昭栄奨学金という素晴らしいプロジェクトを実現したCIATE、宮坂國人財団、二宮

理事長、それから、私や他の奨学生を選考した選考委員会のメンバーの皆様にお礼を申し上

げたいと思います。この奨学金無しには、私は、学業に戻れることはなかったでしょう。委員

の皆様にとって、私を選考されたことが、将来誇りとなるような人間になりたいと思います。

 

	 ４	

	

ロドリゴ・ミヤ・テイシェイラ

モジ・ダス・クルーゼス大学経営課程
　

皆様、こんにちは。

私の名はロドリゴと申します。31歳で、ブラジルで15年間、日本で15年間生活したので、

これまでの人生の半分ずつを両国で過ごしたことになります。

私の日本語の名字はミヤですが、日本では、これが私の呼び名になっていました。沖縄

出身の祖父母はサンパウロ州スザノ市に移住しました。

両親が日本に就労に行ったとき、私も高校とブラジル全国産業職業訓練機関（SENAI）

の専門課程を中退して日本に行きました。当初は、日本で18歳になるまで学業を継続する

ことを考えていました。しかし、日本で「働いてみないか」という誘いがあったため、両親を

助けることができるよう働くことにしました。

　日本滞在中はずっと三重県に住んで、そこで働いていました。1年中気候が温暖で、良

い仕事の機会に恵まれている、この地方をとても気に入っていました。休暇時には沖縄か
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ら埼玉までを旅して、日本の文化や習慣を体験しました。この旅行は非常に楽しいもので

した。しかし、残念ながら、今日は、日本で体験したこうした体験について述べる時間があ

りません。

日本で暮している間に、ブラジルへ3回帰国しました。1回目の帰国では、中退していた

高校課程を改めてやり直して修了しました。修了と同時に日本に戻り、同じ街の同じ会社

で、再び働きました。

しかし、遊んでばかりいたわけではありません。

14年以上工場で働きましたが、一日の勤務時間は平均すれば12時間でした。車両部品

や電子機器部門の大企業で働く経験をしました。そこでは、規律、献身、努力といったこと

を体験的に学び、また、生産性の向上や製品の品質改良を常に優先するという、日本の労

働形態について学ぶことができる貴重な機会だったと思います。多くの優れた点も見るこ

とができましたし、改善の余地がある点も見ることができました。

私は、日本就労の経験がブラジルでの事業の経営に有利になると思うようになりまし

た。日本企業の従業員として学んだ点を活用して、故国であるブラジルで事業の経営に携

わりたいと考えるようになりました。また、ブラジル人として、ブラジル社会に日本文化のも

つ価値を加えていくこともできるでしょう。

2012年末に帰国し、2013年2月にモジ・ダス・クルーゼス大学経営課程に入学して、私が

考えているキャリアの道を歩み始めました。現在は、電力会社EDP-Bandeiranteで働きな

がら、その地域の企業経営の分野にかかわり、貢献すること、そしてできるなら、こうした

分野で活躍することができる機会を探しています。

以上が、私が考えている将来のプロジェクトです。

現在、私は昭栄奨学金から奨学金を受ける奨学生の一人となりました。

宮坂國人財団、CIATE及び関係者の皆様のご支援、特にCIATEの二宮理事長について

は、職業の面で、私が故国ブラジルに貢献することができると信じて、奨励して下さったこ

とにお礼を申し上げます。

ありがとうございました。
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	 ５	

	

スウェーレン・サトウ

　サンパウロ大学芸術科学人文科学部環境管理課程

皆様、こんにちは。

私はスウェーレン・サトウと申します。24歳で、サンパウロ大学東部キャンパスの芸術科

学人文科学部（EACH）の環境管理課程の学生です。

まず、私の日本での経験について報告したいと思います。幼少時に祖父母と2年間日本

で過ごしましたが、残念ながら、この時代のことは覚えていません。15歳になってから再び

訪日し、とても楽しい経験をしました。2ヶ月間の国際交流でしたが、日本をより良く知る機

会を得たことで、日本語と日本文化を学びたいと考えるようになり、この勉強は現在まで続

けています。

次に、私が専攻する環境管理の課程についてお話します。環境管理は、非常に新しい

分野で、大半の皆様は聞いたこともないだろうと思います。私の専攻分野は、経済、社会及

び環境の次元にまで及ぶ新しい開発形態の促進について論じるものです。専門家の間で

は、このような開発の概念を「持続的開発」と呼んでいます。

私が、このコースを選んだのは、幼少時代に自然に触れることが多く、また日本文化の「

もったいない」という考えにも馴染みが深かったからだと思います。コースを選択した当時

は、動機についてはっきりとした考えが浮かばなかったのですが、現在では、自分を動機

付けたのはこの2点であったと考えています。
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私は将来研究職に就くかどうか迷っているため、まだ自分がどのような職業分野に就職

するか、はっきりとしたヴィジョンは持っていませんが、環境管理が将来有望な分野の一

つであることは確信しています。この分野は、天然資源が豊富で、自覚的な資源利用が非

常に重要となるブラジルでは、特に有望なものです。

最後に、奨学金プロジェクトに参加する名誉を与えて下さったこと、そして私の学業への

支援について、ご出席の皆様、特にCIATE理事長、奨学生選考委員会メンバー及び宮坂國

人財団に対して、感謝の念を申し上げたいと思います。

	 コメント	

	

二宮正人理事長

まず、奨学生の皆さんにお祝い申し上げたいと思います。しかし、その前に、この奨学金

の由来について述べさせていただきます。

昭栄奨学金の名称は、約30年間にわたりブラジルで営業し、10年程前にブラジルから

撤退した昭栄株式会社にちなんだものです。同社は、ブラジル撤退の際、ブラジルでの資

金の一部を日本へ送金することができず、ブラジルに残さざるを得なくなりました。

同社の代表は、私に、弁護士として、この資金を合法的に日本へ送金することを委任し、

実際にそれを試みました。しかし、この資金は、同社のブラジルでの会社設立の際、中央

銀行に登録されていなかったために、結局、送金することはできませんでした。その後、同

社は、日本の本社についても、他社に買収されて消滅することが決まったために、この資金

をブラジルの日系社会のために活用するよう、私に託しました。

私は、日系社会で多くの諸団体の活動に関わっています。ですので、この資金を、サンタ・

クルス病院やブラジル日本移民資料館への寄付することも考えました。さまざまな人々に

相談した上で、最終的に、その全額を日系社会の将来のために活用すべきだという結論に

至りました。では、ここでいう「日系社会の将来」とは何を指すのでしょうか。

それは若者たち、それも「デカセギ」の経験を通じて、ブラジルと日本の関係に関わりの

ある若者こそが日系社会の将来だと考えました。そこで、学会の諸氏、大学教授等の専門

家で構成される選考委員会を設置しました。

第1回目の奨学生募集では、20件以上の応募があり、このうち、本日ご出席の皆さんが選

ばれたわけです。選考にあたっては、各人の学業と滞日経験に基づき将来日本とブラジル

の関係に貢献する潜在的な可能性を考慮に入れました。

ですから、感謝の言葉は私ではなく、昭栄奨学基金に向けられるべきものです。昭栄株
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式会社は既に消滅しましたが、同社の名を忘れてはなりません。同社は、30年間にわたっ

てブラジルで事業を展開し、撤退時に皆さんの奨学金を残していったのです。

昭栄株式会社が残した資金は、同じくもう存在しない南米銀行の創設者の名を継いだ

宮坂國人財団に託されたため、私やCIATEの管理外にあります。この財団は、故宮坂氏及

び南米銀行が残した資産のうち、南米銀行の売却時に売却対象外となった資金を運営

し、日系社会の非営利プロジェクトに融資する事業を行っています。

昭栄株式会社が残した資金は、宮坂財団に託され、奨学生の皆さんが毎月受けとってい

る最低賃金額は、私やCIATEではなく、宮坂財団から支払われています。宮坂財団は、ブラ

ジルの日系社会で最も信頼できる団体といっていいでしょう。昭栄奨学金の運営は、この

宮坂財団に任されています。昭栄奨学金については、今後20年間にわたって、年間4人から

5人の奨学金を払い続けることが可能だろうと計算しています。

皆さんは第一期生で、来年には更に5人ほどが、その翌年にはまだ5人ほどが選ばれ、皆

さんの卒業時には、さらに新たな5人ほどが選考されます。奨学金の設置時には、返還の

問題が私達の間で、大きな議論となりました。つまり、奨学金を貸し付けて後で返還を求

めるか、単に支給だけにするかという議論です。これについては、結局意見が一致しませ

んでした。さまざまな人々の意見も聞いた上で、結論としては、皆さん次第とするということ

になりました。皆さんには、返還の義務はありませんが、環境管理分野であれ企業経営で

あれ、あるいは物理療法分野であれ、将来皆さんが社会で成功し、裕福になったとき、奨

学金への感謝の印として、CIATE又は他の団体に寄付をしたいと考えるならば、ぜひ寄付金

を寄付してください。しかし、これは、契約に定められた法的義務ではありません。

皆さんが奨学金を受け取るのは、履歴書や面接を通じて、我々が皆さんを信頼したから

です。我々が皆さんに望むことは、ただ一つ、熱心に勉強して、日本とブラジルとの架け橋

となってほしいということだけです。
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社会保障省サンパウロ国際協約対策事務所審議官

ベラーラ・ジラルデーロ

皆様、こんにちは。

今回、CIATEが、日伯社会保障協定を必要とするすべての人々に、この協定に関する知識

を普及する機会を、再び社会保障省に下さったことに対し、感謝申し上げたいと思います。

それは、国家社会保険局（INSS）が、実施している事業がどのようなものであるか、一般の

方々に伝えることに多くの困難があるためです。

そのため、この講演は、社会保障省の事業、つまり、社会保障省は何をしているのか、

社会保障制度の存在意義や、実施している独自の諸業務に関する情報を皆様にお伝え

ものであり、この場に出席できることは非常に重要なものと言えます。おそらく、この講演

は、CIATEよりも、社会保障省にとって、より重要なものであると思います。

講演

11
ブラジル日本
社会保障協定についての
疑問に対する質疑応答
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日伯社会保障協定とは何かについて伝え、一般の人の間でこの協定の定めについて理解

を深めていただけるよう努めることは非常に重要です。この講演は、社会保障省がこの協

定について知っていただくことができる多くの機会の一つなのです。このような機会を認め

て下さったCIATEに対して、重ねて、心より感謝申し上げます。

	 １	

	

	はじめに

私は、大学で会計学を専攻し、その後、戦略的経営の分野の大学院を修了しまし

た。2003年に公務員として就職し、現在、社会保障省サンパウロ市南部執行管理部で働い

ています。私の現在の立場は、社会保障アナリストであり、国際協定対策事務所の審議官

を務めています。

今回の講演内容を考えるにあたって、「日伯社会保障協定とは何か」について理解してい

ただくために最も適した方法は、皆様からの質問に答えることであろうという結論に至りま

した。私が協定について説明するだけよりも、質疑応答をした方が分かりやすいからです。

この会場に入る前に、一つ質問を受けました。これは、おそらく多くの方が疑問を持つ

であろうという疑問です。「協定を適用しても、最低賃金以下の年金を受給することがある

のか。」という疑問です。

こうしたことはあり得ます。協定の趣旨は、日本とブラジルのそれぞれの国における保険

料納付年数に相当する年金を保証することですので、最低賃金以下の年金を受給する事

態もあり得ます。ただ、二国で受給する年金を合計すれば、最終的には最低賃金額以上

の受給となることが通常です。こうした疑問は、被保険者が共通してもつものの一つです。

	 ２	

	

	社会保障とはどんな制度か

まず、ブラジルの社会保障制度について、いくつか重要な点を指摘させていただきます。

社会保障制度とは何か。社会保障制度とは、ブラジル政府があらゆるブラジル人に対し

て収入を保証する手段と言えます。これほど広範囲をカバーするプログラムは他に見られ

ません。ボルサ・ファミリアや他の福祉の扶助プログラムもありますが、社会保障制度は、

なにより大きな成果をあげています。
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１）保険方式と相互扶助形式とは何か。
しかし、社会保障制度は、これを維持するための財産が必要であることも理解する必

要があります。社会保障制度に貢献する被保険者がいなければ、これを維持することはで

きません。我が国の社会保障制度は、保険方式と相互扶助形式により成り立っています。

私たちは、将来年金を受給するために保険料を納付しなければなりません。これを保

険方式と呼びます。ポルトガル語で社会保障を意味する Previdência Social という言

葉には、予見や予知といった意味のある Previdência という語が含まれますが、ここで

は労働が不能となること、高齢となること、死亡することといったことを予見するという意味

で、Previdência の語が使用されています。

社会保障制度においては、私たちが現在保険料を納付するのは、過去に被保険者であ

った人が年金を受給するためであり、将来の被保険者は、現在の被保険者が年金を受給

するために保険料を納付するという構造が成り立っています。これを相互扶助形式と呼ん

でいます。現在保険料を納付すべき被保険者である私たちは、将来において私たちが年

金を受給できるよう、子や孫たちに相互扶助のために保険料を支払う必要があるという自

覚を持たせなければなりません。社会福祉プロセスについての理解がなければ、この制度

を維持することはできないため、私たちの子や孫が社会保障制度について理解することは

重要となります。

２）社会保障による扶助
不公平や低賃金など、社会の不満の種や問題は尽きませんが、社会保障制度ほど多く

の扶助をカバーする制度は他にありません。社会保障制度が保障しているすべての扶助を

提供できる保険会社はブラジルには存在しません。社会保障制度は、私たちブラジル人の

宝なのです。

私たちは、公務員であるかどうかにかかわらずブラジル市民である限りは、この宝を守っ

ていかなければなりません。私たちの使命は、労務不能、高齢、死亡に対する社会的保障

を労働者とその家族に保障することです。例えば、被保険者が死亡したときは、その家族

が遺族年金を受給するというものです。

今日、社会保障制度が給付する扶助のおかげで、子供から高齢者まで、あらゆる年齢層

のブラジル人2200万人が貧困のラインから脱しました。

現在、この扶助の受給者は2800万人で、保険料を納付する労働者は5500万人以上です

ので、計算してみると、今日の受給者1人あたりにつき保険料納付者は2人以下となります。

したがって、この状況が改善されない限り、私たちが受給年齢に達する頃には、私たちの

年金を連帯して支える者がいなくなってしまいます。
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３）社会保障省による日伯社会保障協定に対する対応
今日、社会保障省は全国で地域監督局5局、執行管理部104部を擁しますが、こ

の内、北部、南部、東部及び中央部の4つの管理部がサンパウロ市に集中していま

す。私たちは南部管理部で勤務しています。国際協定に関する業務を取り扱うの

は、1500か所の出張所と7か所の事務所となります。

日伯社会保障協定に関する業務を取り扱う事務所は、ポルトガルとの同様の

協定を取り扱う事務所とともにサンパウロにあり、この二ヶ国に関する対応の数

は、7か所の事務所における受給請求の総数の60%に相当します。ですので、サンパ

ウロ以外の６か所の事務所では、残りの40％だけを対応していることになります。

日本とポルトガルに続いて、スペインへの対応数も多く、スペインに関する取り扱

いをする事務所はリオ・デ・ジャネイロにあります。サンパウロ市南部管理局は、

社会保障出張所12か所を管轄下に置き、月間平均で10万6000件、一日間約5000件の

対応を行い、625人の公務員により63万件の給付を実施しています。

このようなデータを報告しますのは、皆様に社会福祉制度の規模を理解していた

だくことが重要だと考えるからです。

社会保障は、企業経営者から内陸部の小都市までをカバーしています。私は、先

日坪井領事と共にパラー州トメアスー市を訪れる機会を得ました。同市は非常に小

さな街で、ブラジル日本人移民の初期の開拓地の一つでもあり、コショウの生産で

知られるとともに、初期移民のブラジル到来に関する小さくてきれいな博物館があ

ります。社会保障は、このようなパラー州の小都市もカバーしています。

　社会保障制度は、ブラジルの北端から南端まで、アマゾナス河沿岸の住人を

もカバーする大規模なものです。しかし、社会保障制度の趣旨を理解すること無し

に、その存続は不可能です。私たちが社会保障制度について理解しなければ、連帯

して、保険料を納付する者もいなくなり、社会保障制度は崩壊してしまうでしょ

う。ですから、すべての人々が扶助を受けられるよう、保険料納付の必要性を理解

することは重要となります。

日伯社会保障協定は2012年3月に発効し、既に19ヶ月が経過していますが、日本

側だけでも419件の年金が支払われました。ブラジル側では、300件から400件を超

える件数となるでしょう。

19ヶ月間で、それまでブラジルの社会保障制度で年金受給権利を持たなかった日

本在住者417人に対応することができたのです。
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	 ３	

	

	質疑応答

では、ここで質疑応答に入らせていただきます。私が質問に応じて講演を進めることで、

内容がより分かりやすくなり、出席されている皆様との意思疎通も簡単になると思います。

１）質問者１－年金の支払者について

【質問】例えば、日本企業の従業員が10年間ブラジルに駐在して働き、日本帰国後に定年

を迎えるときは日本の老齢年金の受給権を得るわけですが、このブラジルにおける10年間

の納付期間に対する老齢年金の支払いを行うのは、ブラジル政府ですか、それとも日本政

府でしょうか。

	 ■■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
 　各国政府がその納付年数に応じた支払いを行います。この人が10年間ブラジル側

に納付したとすれば、ブラジル政府は10年間分に相当する老齢年金を支払います。

 しかし、ブラジルの老齢年金の受給のためには、15年間の納付が必要となりま

す。したがって、ブラジルへの納付期間10年と、日本への納付期間から必要な5年

間を通算することで、ブラジル政府は通常の15分の10の金額の老齢年金を支払い

ます。日本政府は、日本で該当する金額を支払います。各国がそれぞれの該当部

分を支払うため、この人は、ブラジルと日本の両国から老齢年金を受給することに

なります。

２）質問者２－労務不能の場合について

【質問】私の義兄のことについてお伺いしたいと思います。義兄は、およそ23年間

日本で就労しました。しかし、定年に達する前に働くことができなくなり、帰国し

ました。病気で体の右半分が麻痺したため、日本で就労することができなくなった

のです。義兄の場合は、ブラジルで５年間、日本で実質的に19年間納付していまし

た。この場合、何らかの給付を受ける権利を持っているのでしょうか。

	 ■■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
 　日伯社会保障協定には、労務不能による障害給付に関する規定があります。お

義兄さんはどちらに住んでいますか。お義兄さんがサンタ・クルス駅近くのINSSの
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事務所まで来られることは難しいでしょうか。

【質問】サンパウロ在住ですが、車椅子で生活していますので・・・

	 ■■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
 　まず、裁定請求を行うことになります。本人に代わり、両親か兄弟の方に事務所

に来ていただき、裁定請求手続きを行うとともに、医師による本人の鑑定の日程を

決めます。医師による鑑定当日に本人が事務所に来ることができないのであれば、

鑑定医が住居に訪問することになりますが、これは日を改めることになります。

 　そして、受給裁定の請求をします。ブラジル側が発行する書類と、日本側が発

行する書類のいくつかを提出することになりますが、日本側が発行する書類は、

裁定請求が日本側に送付された際に、早期の回答を得ることができるよう、本人

の日本での納付の確認ために用います。ブラジル側で受給が承認されるかどうか

は、おそらくブラジルでの受給の要件となっている日本での保険料納付期間がど

うなっているかによります。しかし、裁定請求を行わなければ、需給の権利がある

かどうかを知ることもできません。

 　なにより必要なのは、裁定請求を行い、医師による鑑定検査を受けることで

す。医師による鑑定検査が行われ、実際に本人が恒常的に労務不能の状態にあ

ることが確認され、鑑定医がこの旨を報告したところで、受給権の要件である日

本での納付期間の確認を請求するという第二段階に移ります。ここでは、労務不

能による障害給付を計算しますが、中断せずに12回分の納付を済ませていること

が要件となります。

 　こうして、ブラジルで受給できるよう、受給に必要な最低負担年数を充たすに

必要なだけの納付年数を日本での納付期間について確認し、ブラジルでの納付

年数と通算することになります。日本側の手続きでは、裁定請求を日本に送付し

た後、日本年金機構が裁定するために必要な書類の送付についての通知を、請求

した際の書式に記入した対象者の住所に送ります。もし、この請求に日本法を適

用して、受給権があると確認された場合、日本からも受給することができます。

 　しかし、裁定は請求して初めて実施されますので、父母であれ兄弟であれ、ど

なたかが出張所を訪れて請求していただければと思います。お義兄さんは請求書

に署名する必要がありますが、署名はできますか?

【質問】義兄は右利きなのですが、右半身が麻痺しているので・・・

	 ■■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
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 　理想としては、代理人を選任して、文書登記所で正式な委任状を作成するのが

良いでしょう。例えば、お義兄さんが請求書式に署名することができないのであ

れば、誰かが本人に代わって署名しなければなりません。これはもちろん本人が

正常な精神状態を保っている場合のみで、そうでなければ財産管理の手続をとる

必要があります。

 　財産管理手続開始の受付証のみでも、年金を請求することはできます。財産管

理手続は民法が関わるため、難しいと思われるようでしたら、各大学法学部には

無料法律扶助サービスがありますし、公共弁護局でも財産管理手続きに関する

補助を受けることができます。この手続きにより選任される財産管理人又は財産

管理人の候補者は、財産管理手続き開始の受付証さえあれば、年金の裁定請求

ができますので、サンタ・クルスの社会保障省事務所を訪れて下されば、私たちは

到着順に対応致します。

【質問】もう一つ質問ですが、義兄はブラジルで５年間しか保険料を納付しておら

ず、現在は労務不能になっていますが、最低賃金相当分の保険料を今後も納付しな

ければならないのでしょうか?

	 ■■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
 　まず、本人がブラジルで納付した5年間に関する権利を持つかどうか、日本で納

付した期間に関する権利を持つかを確認する必要があります。それでは、納付期

間の年数が足りず、給付が受けられないようであれば、次の段階として保険料納

付の継続を考えることになります。

 　ブラジルでの5年間に、日本での納付期間を通算して12年とすることで、本人

が受給できるかどうかを知る必要があります。また、医師による鑑定の結果、本

人が労務不能の状態には無いと判定されれば、これはまた別のであり、納付を

継続するかどうかについて検討することになります。しかし、お義兄さんが述べら

れたような状態であるのなら、労務不能であると判定されることは間違いないで

しょう。

 　なにより、請求を行う必要があります。精神状態に問題があるのなら、できるだ

け早く公共弁護局を訪れて、財産管理手続を依頼して下さい。お義兄さんの場合

は、委任状ではなく、財産管理手続が適当なケースではないでしょうか。財産管

理手続き開始の受付証があれば、財産管理人の候補者が、出張所で請求の正式

な手続きをすることができます。手続きが取られれば、私たちは裁定手続きを進

め、続いて正式に財産管理人が指定されれば、受給もより簡単となります。
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３）質問者３－日本在住者のブラジルの保険料の納付について

【質問】私の甥は、日本に住んで、日本の会社で働いていますが、ブラジルの社会

保障制度に対し、保険料を納付したいと考えています。彼は、ブラジルの保険料の

最高額を支払うことができますか。日本の給料は、ブラジルで実際に得られる給料

よりもずっと高額ですが、彼は、保険料の最高額を支払うことが可能でしょうか。

	 ■■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
 　ここでは、日伯社会保障協定の異なる二つの点が関わっています。

 　まず、既にご説明申し上げましたように、両国での納付期間が通算されるとき、

いくつかのケースでは、支払われる老齢年金の額が最低賃金額以下になることが

ありえます。

 　そしてもう一つ、日本在住のままで、どうやってブラジルの社会保障制度に対

し、保険料を支払うかという点です。

 　日本の会社で働いている場合、甥御さんがブラジル側に保険料を納付すること

はできません。日本側にだけに納付します。日伯社会保障協定の役割の一つは、

二重加入の回避です。甥御さんが将来ブラジルに帰国するのであれば、日本での

納付期間とブラジルでの納付期間を通算し、日伯社会保障協定を通じて年金を

受給することになります。しかし、日本在住である限りは、日本の社会保障制度へ

の納付が義務付けられ、ブラジルの社会保障制度に保険料を納付することはで

きません。

【質問者】しかし、甥が今の会社を退職して、ブラジル人に保険料の支払いなどを

認めない会社で働くようになったときは、ブラジルの社会保障制度に保険料を支払

うことはできるでしょうか。

	 ■■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
 　甥御さんが、日本での保険料納付の義務が生じるような活動を行っていなけれ

ば、任意加入者としてブラジルの社会保障制度に納付することができます。しか

し、日本で被用者として働いているのであれば、甥御さんは日本での保険料の納

付義務を負っており、ブラジル側への納付は認められません。

 　日本では、年金保険料の不払いは許されず、支払いを行わないことは違法であ

ると私は理解しています。本人が任意加入者としてブラジルの社会保障制度に納

付し続けるのであれば、日本で保険料納付の義務がある活動に就くことはでき

ず、それでも、仕事をするということであれば、甥御さんが不正にブラジル側に納
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付することになります。

 　任意保険は、ブラジルと協定を結んでいない国に在住し、保険料の納付義務を

負う活動を行わない者にのみ認められます。日本在住の甥御さんのようにブラジ

ルと協定を結んでいる国に住み、被用者として保険料の納付義務を負う活動を行

う人は、居住国への保険料の納付義務を負います。ですから、甥御さんは、日本

の年金を納付しなければなりません。ただし、将来、日伯社会保障協定を適用す

るときは、両国への並行した納付期間を除いて、日本への納付期間とブラジルへ

の納付期間とを通算します。

 　この任意加入者の範囲がより広いものとなるよう、現在、上院で法案が審議さ

れています。日本の場合と同様、伯米間の社会保障協定にも、納付した期間に応

じた年金の給付については規定していません。ブラジルに納付した期間に応じた

年金の給付を希望する人はいますが、彼らが日本で被用者として雇われているた

め、この協定では当てはまるカテゴリーがなく、ブラジル側の社会保障制度に加

入できずにいます。このような人々は、日本で保険料の納付義務を負う活動を行っ

ていることから、ブラジルの社会保障制度の任意加入者になることはできないの

です。日本の被用者である限り、同時にブラジルでも被用者となることはできませ

ん。また、個人納付者についての規定がありますが、理論上は、日本在住の企業

経営者のみがブラジルの社会保障制度への納付義務を負うことになります。ただ

し、これは非常に特殊なケースです。

 　何か疑問があるときには、確かな情報を得ないまま納付することは避けて下

さい。このような条件の下では、将来年金を請求した時に、その受給が却下され

るかも知れません。将来の受給について、確かな情報が無いまま保険料を納付

するのは非常に問題ですので、納付を開始する前に、まず問い合わせをいただ

いて、判断してください。国外に居住するのであれば、私たちの事務所に電話で

お問合せ下さい。サンパウロに居住するのであれば、事務所までいらして下さっ

ても結構です。

 　もう一つ、日本の保険料最高額とブラジルの保険料最高額は相互に関わりがあ

りません。協定が考慮するのは金額ではなく納付期間だけなのです。ブラジル側

に保険料を納付したのであれば、それは、ブラジル側当局に属します。同様に、日

本側に納付したのであれば、それは、日本の年金機構に属します。日伯社会保障

協定は、給付額について取り決めてはおらず、保険料の納付期間についてのみ定

めているため、それぞれ扶助が相殺されない代わりに、両国からそれぞれ扶助を

受給することになります。
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 　任意加入や出身国当局への納付が認められないという問題については、社会

保障に関する大統領令第3048号に定めがあります。どのような状況下で任意加入

者になることができるかについては、この大統領令に定められていますが、適用さ

れるのは、保険料の納付義務を負う活動を行っておらず、ブラジルと社会保障協

定を締結していない国に在住する者のみとなっています。

  社会保障協定締結の際、年金給付にあたって二国間の制度の整合性を考慮す

る必要が生じるため、納付した期間に応じた年金の給付については、含まれませ

んでした。

 　皆様ご存知とは思いますが、ブラジルの老齢年金の受給開始は、男性で65歳、

女性で60歳となっており、最低180回分の納付が必要となります。労務不能による

障害給付のためには、12ヶ月間の納付と、請求時に労務不能の状態にあることが

要件となっており、ブラジルにおける請求の裁定を受けるためには、INSSの医師

による鑑定検査を受ける必要があります。

 　日本在住の労働者が、ブラジルの社会保障制度に対し、労務不能による障害

給付を請求するときは、社会保障省のウェブサイトから医師報告書と呼ばれる書

式を出力し、日本の主治医に記入を依頼します。主治医はこの書式を記入し、署

名押印して、日本年金機構を通じて、ブラジルの所管当局に送付します。

 　INSSの鑑定医は、記入済み書式の受け取り、記載された情報を審査し、その人

物が障害給付が受けられる、恒常的な労務不能の状況に当てはまるかどうかを判

定します。

 　遺族年金は、死亡した人が扶養していた家族に対して給付されるもので、受

給に必要な納付期間の最低限度はなく、扶養家族であれば資格として足りま

す。扶養家族とは、配偶者又はこれに準じる者、21歳以下の子、両親及び兄弟と

なります。

 　扶養家族には第1種から第3種まであり、受給にあたって、ある種類の受給権者

がいるときは、他の種類の家族は受給できません。第1種の扶養家族とは、配偶

者、これに準じる者と21歳以下の子で、第2種の扶養家族は両親、第3種の扶養家

族は兄弟となっています。つまり、死亡した人の扶養家族であった配偶者がいると

きは、両親は扶養家族として遺族年金を受給することができません。

 　では、どこで受給を請求したらよいでしょうか。私たちが勤務する事務所では、

他の出張所の職員が協定について十分にわかっていないという苦情をよく耳にし

ます。INSSは非常に大規模な組織で、ブラジル全国に1.500か所の出張所があり

ます。パラー州内陸部の出張所もあれば、ここサンパウロ市の出張所もあります。
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そのため、国際協定について、INSSのすべての職員に理解させるのは非常に難し

いのです。

 　このようなことが起こったときは、そのままその出張所を後にするのではなく、

担当の審議官に話し、サンパウロの私たちの事務所に電話するように頼んで下さ

い。どの出張所でも私たちの事務所の電話番号はわかっています。応対した職員

がサンパウロの事務所への連絡を拒否するときは、私たちに直接お電話下さい。

希望される出張所での応対ができるよう、こちらからブラジリアの代表審議官に

連絡致します。ブラジル北部在住の人が裁定請求のためだけにサンパウロに出て

こなければならないという事態があってはなりません。応対した職員に知識が無

いのであれば審議官を呼び、審議官がサンパウロ事務所への連絡を拒否するの

であれば、このような事態が再発しないよう私たちが必要な措置を取ります。

 　サンパウロ在住の方であれば、私たちの事務所に直接お越し下さるのが理想的

です。これが難しければ、お近くの出張所にいらして下さい。すべてのINSS出張所

は、国際協定に基づく受給請求を受け付ける義務があります。請求の裁定は私た

ちの事務所が担当していますが、受付はすべての出張所で可能です。

 　日本には日本年金機構があり、その本部は東京に位置しますが、全国各所に

も事務所があります。したがって、私たちは、東京在住でない希望者に対して

は、問合せ用の電話番号に連絡し、もよりの事務所がどこにあるか問合せるよ

う指示しています。

 　また、脱退一時金の問題もあります。以前に日本に住んでいて、脱退一時金を

受給した人は、日本で就労中に年金保険料を納付した期間に関する権利を失うこ

とになります。しかし、脱退一時金は一定期間に納付した年金保険料だけを返還

するものであるため、返還を受けなかった残りの納付期間に対する権利は喪失し

ていない可能性があります。そのため、私たちは脱退一時金を受けた人から年金

請求を受け付けるよう頼まれることがあります。この場合は、まず請求を行うこと

が理想的で、日本の当局は請求を裁定し、請求者が日本での納付期間について、

何らかの権利を有するかどうかについて回答します。

 　2012年3月以降、日本で保険料を納付するブラジル人就労者は、コード1406で

あれ、最低賃金相当額の保険料納付に関するコード1473であれ、任意加入者とし

てブラジルの社会保障制度に加入することはできなくなりました。もっとも、現在

は不可能となっているこうした加入も将来は見直しがされる可能性がありますし、

これについての法案もあります。しかし、残念ながら、この法案の実現は、国会で

の議決次第なのです。
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4）質問者４－協定が適用される日本での納付期間について

【質問者】先の問題と同じですが、たとえ１年でも就労者が日本で働く場合は、この

１年間がブラジルの社会保障において日本での納付期間として計算されるのでしょうか。

	 ■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
 　日本に在住した期間については、その長さがどれほどのものであっても、日本年

金機構から私たちに報告され、日本での納付期間とされます。協定は、納付期間

数を制限していないため、1ヶ月でも12ヶ月でも変わりません。

 　当初は、日本のどの銀行でも送金手数料を徴収していたため、銀行との間に問

題が生じました。しかし、ブラジル銀行は他行との競争を勝ち抜いて国外の被保

険者への支払いを行う権利を得るとともに、送金手数料は一切徴収しないとした

ため、こうした送金手数料はブラジル銀行が払い戻すはずです。日本で年金を受

給する人々に対しては、既に払い戻しが実行されています。

 　支払いはどのように受け取るのがよいのか。よく被保険者から、ブラジル銀行

に口座を持たなければならないのかという質問を受けますが、その必要はありま

せん。ブラジル銀行は単なる仲介者で、INSSから金員を受け取って国外に送金す

るだけです。日本のブラジル銀行は、請求者が年金請求時に登録した銀行に該当

額を分配し、送金します。そのため、ブラジル銀行以外の他の日本の銀行に口座

を持ち、送金手数料を天引きされていた被保険者は、その額の払い戻しが受けら

れます。この仕組みはブラジルでも同じで、被保険者は希望する金融機関の口座

のキャッシュカードがあれば受け取れます。

 　一時派遣の制度は、企業にのみ関連するものです。一時派遣証明書は、従業員

を一国から他国に派遣する際に使用者に交付される書類です。この場合、派遣は

一時的なため、一時派遣証明書には当該派遣期間の開始日と終了日が記載され、

駐在員は出身国の社会保障制度への納付を継続します。この協定が発行する以

前は、企業は、出身国と派遣先国の二国に対する納付を余儀なくされていまし

た。しかし、この協定の発効により出身国の社会保障制度へ納付だけでよくなり

ました。該当者がブラジルから日本に派遣されるのであればブラジルの社会保障

制度に、日本からブラジルに派遣されるのであれば日本の年金制度のみに納付し

ます。ただし、これは一定期間に限られた派遣の場合のみです。デカセギ就労者

については、一時派遣に当てはまりません。就労者は、日本での就労を目的で渡

航するため、日本の年金関連法令が適用されます。

 　詳細につきましては、INSSのウェブサイト（http://www.inss.gov.br/）に案内が
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在日ブラジル人とその家族を取り巻く環境は過去5年間で大きく変革した。2007年12月

現在ではその数は約31万7千人であったが、今日ではすでに19万人台を割っているとのこと

である。長い間低迷を続けていた日本経済は、過去2年ほどの間に、かなり好転したとい

えるが、2011年3月11日の東北大地震で発生した大津波により福島原発1号機が崩壊したこ

とを契機に、国内すべての原発が稼動を停止し、そのため、火力発電所で燃焼する石油と

ガスを大量に輸入しなければならなくなり、膨大な貿易赤字が発生している。景気は上向

いており、為替が2割以上切り下がったことから、自動車等の輸出が順調に伸びているが、

経済の見通しは未だ予断を許さない状態である。昨年以来、2020年の五輪大会が東京で

の開催が決まったこともあって、建設業を中心に雇用も拡大傾向にあるとのことである。

あとがき

CIATE理事長

二宮　正人
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また、少子高齢化の結果としての介護ヘルパーの需要も高まっている。これらの労働市

場で、就労を希望するブラジル人の動向を、今後とも注意深く見守っていきたいと考えてい

るが、技術研修生として入国するアジアの人々が安価な給与で働いていることから、これに

対抗することは困難ではないかとの見方もある。

ここで読者のお許しを得て、このあとがきを2013年6月15日に亡くなった鴨川今野テレー

ザ範 (Tereza Nori Konno Kamogawa)の霊前に捧げることにしたい。彼女は過去20年以

上にわたって、CIATEに関係するあらゆる議事録、報告書の編集・出版に携わったのみなら

ず、CIATE設立のきっかけとなった、1991年11月のいわゆる「出稼ぎに関するシンポジウム」

の報告書の日本語版およびポルトガル語版の作成・出版にも尽力した。

彼女とは、1962年に、今は廃校となった懐かしのパウリスターノ中学校3年C組の同級生

として知り合ったが、それ以来音信不通であった。再会は1990年になってからのことであ

り、開業間もない二宮法律事務所に秘書として入所した。間もなく、日ポ両語の能力を生

かして通訳、翻訳および上記議事録、報告書の出版にあたっての編集の仕事を手がけるよ

うになり、さらにブラジル文化省において、文化事業への寄付に対する免税措置取得の手

続きや、もともと会計士であったことから、煩雑な清算業務にも精通するようになり、数多

くの仕事を引き受けてくれた。20年以上にわたる作業の中で、もっとも時間を費やしたの

は、約5年の歳月をかけた、土肥セルジオ隆三・二宮正人共著・編の『ポ日英医学用語辞

典』ではなかったかと思われる。総勢5名のスタッフが、翻訳や用語をチェックし、原著者

が作成した原稿は「ポ日英」であったために、在日ブラジル人向けに「日ポ」への転換作業

も行って、内容を充実させた。完成への最後の追い込みに際しては、土、日、祭日の区別な

く事務所に出勤して作業を行った、彼女の献身的な努力なくしては、到底完成させること

はできなかった、と確信している。

また、彫刻家絹谷幸太の「夢と感謝」と題する日伯移住100周年記念モニュメントのブラ

ジル側事務局の一員として、懸命に働いた。その甲斐あって、彫刻は無事完成し、市内イタ

ケーラのカルモ公園に設置された。2008年6月20日に行われた除幕式には、折から訪伯中

であった、皇太子徳仁親王殿下およびその一行、ならびにジルベルト・カサビ市長を始め

とするブラジル側関係者の臨席を仰ぐことができた。同彫刻を市役所とともに管理する、

サンパウロ市カルモ公園桜植樹委員会は、彼女の労を多として、彫刻設置5周年を記念し

て表彰状を贈ることになり、「日本移民の日」の2013年6月18日に伝達を行うことにしていた

が、数日の差で存命中に間に合わず、49日の法要の際に祭壇を飾ることになった。

テレーザは、妻として3人の娘の母親として、一生を家族に捧げ、また日伯両国の文化交流

の促進のために、一生懸命に働いた。伏して感謝し、このつたない一文を霊前に捧げる。

合掌　
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あります。また、私たちの事務所は、

 ――――――――――――――――――――――――――――――――

APSAL
Agência da Previdência Social de Atendimento de Acordos Internacionais
住所：Rua Santa Cruz, 747 – 1º Subsolo – Vila Mariana – São Paulo- SP
電話: (11) 3503-3617/3618

 ――――――――――――――――――――――――――――――――

 となっています。

 　正しい納付ができるよう、納付を始める前に私たちに問合せを行って下さい。

5）質問者５－受給開始年齢について

【質問】日本での老齢年金の受給開始年齢について教えていただけますでしょうか。こ

こブラジルでは、女性が60歳、男性が65歳から受給ができ、最低の納付回数は180回分で

す。日本ではどうなのでしょうか、例えば、ブラジルで5年間納付した人が日本で老齢年金

の受給開始を希望するときどうなりますでしょうか。

	 ■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
 　日本の法令については、私よりも詳しい方々がいらっしゃいます。大まかに言っ

て、定年が65歳で、最低25年間の納付期間を必要とするということは知っていま

すが、この点を報告するには、自分は最適の人物とは言えません。

 　日本での納付期間がブラジルで通算・適用されるのと同様に、ブラジルで

の納付期間は日本で通算・適用されますが、各国の社会保障制度には独自の

定めがあります。ブラジルでの法令に従って受給の要件を満たせばブラジル

で、日本での法令に従って受給の要件を満たせば日本で、それぞれ受給する

ことができます。古典的な例としては、ブラジルの制度に基づいて、納付した

期間に応じた年金の給付を既に受けている元就労者が、65歳に達したことを

から、日本年金機構に、日本の老齢年金を請求するケースが多数あります。

請求者は、ブラジルでの納付期間を届け出て、日本の所管当局が日本の法令

に従ってブラジルでの納付期間を通算・適用します。日本年金機構は、日本

における老齢年金受給の要件を満たすかどうか確認するために請求を裁定

します。両国の法令は同じではありませんが、適用の対象となる納付期間は

変わらないため、日本への請求のためにブラジルの納付期間を考慮すること

ができます。
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	 ■■■【回答】大嶽達哉（CIATE専務理事）
 　前提として、日本の老齢年金は、男女ともに、原則として、25年間、年金保険に

加入していないと受け取れません。

 　一つ目として、よく誤解があるのは、日本で働いたから受け取れると思っている

人がいますが、これは間違いです。ブラジルの制度と違って、働いたかどうかはで

はなく、年金保険に加入して、その保険料を払ったかどうかで決まります。

 　ですから、日本でほとんど働かなったけれども、保険料を払った人は、日本か

ら、老齢年金を受けることができます。逆に、働いていたけれども、年金保険料を

一切払ってない人は、全く受けることができません。

 　二つ目として、外国に暮らしていた人や、外国籍の人については、２５年間保険

料を払っていなくても、年金が受け取れる場合があります。

 　以前、もう30年以上前のことになりますが、外国に住んでいたり、外国籍であっ

たりすると、日本の年金に加入できない時代がありました。また、アメリカ統治時

代の沖縄に住んでいると、日本の年金に加入できない時代もありました。

 　その結果、ブラジルに移住した人、もしくは「デカセギ」で日本に行ってい

た人の中には、今の制度ならば年金に加入できるが、当時の制度では年金に加

入できなかった期間がある人がいます。もし、こうした期間を加入していなか

ったからと言って、無視してしまうと、今なら年金に加入できるのに、制度が

違っていたから加入できず、それが原因で、高齢になっても年金が受け取れな

いという不都合が起きます。

 　そこで、今述べた加入できなかった期間については加入していたことにして、合

計の加入期間を計算する制度があります。この加入していたことにして計算する期

間のことを合算期間といいます。

 　誰がこの制度の適用を受けられるかは、個別にパスポートなどの書面を見て判

断をしなければ、具体的な判断はできません。しかし、日本からブラジルに移住し

た人や、ブラジルから日本に働きに行ったことがある人は、この制度の適用がある

場合がかなりあります。ですので、例えば、５年しか払ってない、又は１０年しか払

ってないという場合でも、老齢年金を請求した時に、年金事務所が調べて、年金

を受け取れたということがよくあります。

 　そして、三つ目として、これまで述べたようなことをよっても、年金が

受け取れるための加入期間がどうしても足りない、こうした場合に、今回

の社会保障協定によって、年金が受け取れるようになった。このように、

理解していただければと思います。
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	 ■■■【回答】坪井俊宣
 　在サンパウロ日本国総領事館の領事である私からも補足したいと思います。私

は、日本の厚生労働省年金局におりまして、まさに年金制度を担当しておりました。

 　ご質問いただいた支給開始年齢については、現在、男女、約5年間のずれをも

って、60歳から65歳へ引き上げる途中になっています。具体的な内容は、下表のと

おりです。

【表】老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げ

生年月日
年齢

2014年4月1日時点

受給開始年齢

男性 女性

～1953年4月1日 61歳 60歳

60歳

1953年4月2日～1954年4月1日 60歳
61歳

1954年4月2日～1955年4月1日 59歳

1955年4月2日～1956年4月1日 58歳
62歳

1956年4月2日～1957年4月1日 57歳

1957年4月2日～1958年4月1日 56歳
63歳

1958年4月2日～1959年4月1日 55歳
61歳

1959年4月2日～1960年4月1日 54歳
64歳

1960年4月2日～1961年4月1日 53歳
62歳

1961年4月2日～1962年4月1日 52歳

65歳

1962年4月2日～1963年4月1日 51歳
63歳

1963年4月2日～1964年4月1日 50歳

1964年4月2日～1965年4月1日 49歳
64歳

1965年4月2日～1966年4月1日 48歳

1966年4月2日～ 47歳 65歳

※船員等であった場合など、他の定めにより異なる開始年齢となる場合がある。

 　例えば、男性の場合1961年4月2日以降に生まれた人、または、女性の場合

1966年4月2日以降に生まれた人については、ともに65歳から年金が出ます。それ以

前に生まれた人については、65歳以前に、部分的に年金が出ることになります。

 　次に、日本の年金を受ける際の最低加入期間についてですが、実は、昨年８月１０日

に新しい法律ができました。現状の25年から10年に短縮する法改正がされています。

 　この改正は、2015年10月1日、日本の税制の抜本改革が施行されるのと同時に、

施行される予定となっています。ですので、まだ現時点では、この改正は施行され

ていませんので、注意が必要です。
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 　ただ、これにより、ますます年金が受給しやすくなる方向に法改正がされたこと

を、指摘させていただきます。

 　加えて、在サンパウロ日本国総領事館においても、INSSもしくはCIATEと協力し

ながら、年金相談を実施していますことをお知らせします。実際に、私のところに

も、ほぼ日常的に、社会保障協定や年金制度に関する相談をいただき、これに、

対応しています。

 　相談したいことがありましたら、当館にご連絡ください。

 ――――――――――――――――――――――――――――――――

在サンパウロ日本国総領事館
経済班（Departamento de Economia） 担当　坪井
電話 11-3254-0100

 ――――――――――――――――――――――――――――――――

 となります。ご連絡いただければ、対応いたしますので、よろしくお願いいたします。

 　以上、補足でした。ありがとうございました。

	 ■■■【回答】ベラーラ・ジラルデーロ
 　私からも、２点補足したいと思います。私たちのところには、日本に住んでいて、

ブラジルでの納付期間があり、すでに定年の年齢に達しているものの、受給の

権利があることすら知らなかった人から、多くの請求が寄せられています。70歳

や、75歳になって、ようやく年金を請求しているのです。こうしたことから、日伯社会

保障協定が多くの人々に役立つことがわかります。もちろん、この協定は完璧なも

のではなく、これから解決されるべき多くの問題がありますが、日本とブラジルに

住む人々にすくなからず役に立っていることは確かです。

 　この協定は、これからも将来に向けて改善されていくでしょうが、現時点でも、

すでに数多くの人々に、日本やブラジルでの社会保険の納付期間に関する権利を

認められるようになっています。これは重要なことです。

 　これまでに述べましたように、社会保障の存続には私たちの保険料の納付が

必要です。私たちは、社会保障を必要とするときになって初めて、これがいかに重

要であることがわかることが多いのですが、この意味では、社会保障制度の重要

性について次世代が理解するよう教育する必要があるでしょう。

　 　ブラジルであれ日本であれ、又は他のどの場所であれ、本当に持続可能な社会

保障が得られるよう私達自身及び次世代を教育していきましょう。

　ありがとうございました。


